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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告           

○議長（西村昭教君） 御出席まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 これより、平成２１年第３回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、９月１１日に告示され、同日、議

案等の配付をいたしました。 

 今期定例会の運営について、８月２８日と９月９

日に議会運営委員会を開き、会期、日程等を審議

し、その内容は、お手元に配付の議事日程のとおり

であります。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が、議案第１号から議案第１５号までの１５件と報

告第４号と第５号の２件であります。 

 なお、人事案件の議案第１３号及び第１４号につ

きましては、あす配付いたす予定になっております

ので、御了承賜りたいと存じます。 

 議員からの提出案件は、発議案第１号から発議案

第５号までの５件であります。 

 議会構成として提出されている案件は、選任第１

号と第２号の２件であります。 

 議会運営委員長から、議員派遣結果について報告

がありました。 

 監査委員から、例月現金出納検査結果について報

告がありました。 

 教育委員会委員長から、平成２０年度上富良野町

教育委員会点検・評価結果について報告がありまし

た。 

 町長から、今期定例会までの主要な事項につい

て、行政報告の発言の申し出がありました。その資

料として、行政報告（平成２１年９月定例町議会）

と、平成２１年度建設工事発注状況をお配りいたし

ましたので、参考としていただきますようお願い申

し上げます。 

 町の一般行政について、村上和子議員外５名の議

員から一般質問の通告がありました。その要旨は、

本日、お手元にお配りしましたとおりであり、あら

かじめ執行機関に質問の要旨を通告いたしておりま

す。 

 なお、質問の順序は、通告を受理した順となって

おりますので、御了承賜りたいと存じます。 

 ８月２８日までに受理いたしました陳情、要望等

の件数は６件であり、その内容は、さきにお配りし

たとおりであります。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付

のとおりであります。 

 本定例会の議案説明のため、町長以下関係者の出

席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     １番 岡 本 康 裕 君 

     ２番 村 上 和 子 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１６日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から９月１６日までの２日

間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第３回定例

町議会に御出席を賜り、まことにありがとうござい
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ます。 

 この機会に、去る６月定例町議会以降における町

政執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、定額給付金についてでありますが、８月

末日現在、支給対象の全５,３８８世帯の約９９％

に当たる５,３２１世帯が、総額１億８,６７０万

８,０００円の支給申請手続を終えられ、残る６７

世帯が申請されていない状況となっております。 

 これまで未申請の世帯に対しましては、３月の申

請書発送以降、防災行政無線放送や町広報誌を通じ

て申請を呼びかけてまいりましたほか、４月下旬、

６月上旬、７月下旬に、それぞれの時期までに未申

請の世帯に対して、はがきや封書で申請手続を促し

てまいりました。 

 申請手続は、受け付け開始から６カ月目に当たる

９月１６日が期限となることから、８月下旬に未申

請世帯に対して、５度目の案内をした効果もあり、

９月に入った２日間に１３世帯が申請手続をされま

したので、期限目前でありますが、１人でも多くの

方が申請を終えられることを期待しております。 

 また、子育て応援特別手当については、既に６月

１７日に支給対象全世帯の１７５世帯へ、総額６４

４万４,０００円の支給を完了しておりますので、

あわせて御報告申し上げます。 

 次に、第４５回衆議院議員総選挙及び第２１回最

高裁判所裁判官国民審査については、７月２１日に

衆議院が解散され、８月１８日に公示、８月３０日

に投開票が実施されたところであります。 

 当町選挙管理委員会においては、投票事務と開票

事務の適正な執行に努めました結果、当日有権者数

９,７８６人、投票者数７,６９８人、投票率７８.

６６％と、４年前の前回投票率の７５.５９％より

約３ポイント上昇する結果になりました。 

 期日前投票は、投票者数３,１８９人、投票率３

２.５９％と、期日前投票制度発足以来、当町の最

高の投票者数、投票率を記録したところでありま

す。 

 次に、今後のあり方について協議を進めてきた上

富良野町土地開発公社についてでありますが、去る

８月１７日開催の同公社理事会において、全会一致

で解散の決定がなされたことから、今定例町議会に

関係議案を上程しておりますので、御審議賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、御議決をいただきました後は、北海道知事

の解散認可を受けて、清算人による清算手続が進め

られる予定であります。 

 次に、自衛隊関係でありますが、６月２８日北海

道補給処、７月４日に旭川地方協力本部、８月９日

千歳航空祭、８月３０日第１特科団の記念行事に出

席してまいりました。 

 駐屯地の現状規模堅持の取り組みとして、７月１

０日当町において、富良野地方の６市町村で構成す

る富良野地方自衛隊協力会が主催して、「現場を知

るからこそ見えてくるもの」と題し、佐藤正久参議

院議員による防衛講演会を開催し、町内を初め５８０                    

名の参加をいただきました。 

 関連して、６月２３日と８月２５日、東京におい

て、陸上自衛隊の幹部の方々に要請をしてまいりま

した。 

 次に、基地対策として、６月２２、２３日、北海

道基地協議会の要望運動に参加し、北海道防衛局並

びに防衛省、総務省、財務省に対して、防衛施設周

辺整備事業に関する要望を行いました。 

 同じく２３日には、上富良野町基地対策協議会の

役員とともに、防衛省において、当町の防衛施設周

辺整備の事業要望を行ってまいりました。 

 また、７月２４日、防衛施設周辺整備全国協議会

と、全国基地協議会総会に出席してまいりました。 

 次に、特定健診・特定保健指導の実施についてで

ありますが、２,３６６人の受診対象者に対し、現

在時点は、男性５８.４％、女性６３.４１％、合計

６１.７％の受診率となったところであり、現時点

においては、ほぼ前年並みとなったところでありま

す。受診された方々には、個々の健診結果を理解

し、生活習慣改善への取り組みを図るために、８３０                    

人を対象に個別相談の案内を行い、相談に来られな

かった方には、訪問指導等を実施したところであり

ます。 

 次に、新型インフルエンザ対策についてでありま

すが、全国的に新型インフルエンザが流行期に入っ

たことから、蔓延防止を目的に、手洗い・うがいな

どの感染予防法及び感染が疑われた際の受診療養法

等を普及啓発するとともに、主な公共施設において

は、速乾性アルコール消毒薬を配置いたしました。 

 今後も国が実施しているサーベイランス（監視）

への協力を図るとともに、万が一、学校や福祉施設

などでの集団発生が起きた場合には、町の対応方針

を定めた上で、迅速な感染拡大予防に努めてまいり

ます。 

 次に、町税等の収納対策でありますが、平成２１

年度上半期の町税等の徴収状況については、４月か

ら８月にかけて所得税還付金６件の差し押さえを執

行し、１８万６,０００円の換価収納をいたしまし

た。 

 また、管理職全員による滞納プロジェクトを１回

実施し、延べ１２７名の臨戸訪問徴収により、町税

等３９５万５,０００円を徴収いたしました。 

 さらに、国民健康保険税の滞納者４３世帯、８３
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名に対しては、国民健康保険証の短期交付をして、

納税勧奨をしたところであります。 

 次に、本年１０月から始まります個人住民税の年

金からの特別徴収につきましては、制度の趣旨等の

周知が納税者に対して十分図れるよう、昨年から町

広報誌において４回掲載するなど、制度の周知を

図ってきたところであります。また、本年６月の納

税通知書発送の折には、対象者に対してリーフレッ

トなどを同封して、制度内容などの周知徹底に努め

たところであります。 

 次に、町営住宅用火災警報器の設置状況について

でありますが、町営住宅管理戸数４２８戸のうち、

既に緊急通報システム及び火災警報器が設置されて

いる８１戸を除く３４７戸に設置するため、本年１

２月２２日を工期として発注を完了したところであ

ります。このことにより、町営住宅入居者への火災

等の安全・安心対策の充実が図られるものと考えて

おります。 

 次に、上富良野町地域省エネルギービジョンの策

定についてでありますが、独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構からの補助金交付を６

月１６日に受け、その後、一般公募も含め１０名の

策定委員を決定し、７月２３日に第１回策定委員会

を開催したところであります。 

 次に、農業関係でありますが、７月の長雨、低

温、日照不足の影響により、農作物の作況状況は、

全体的に厳しい状況となっております。 

 収穫を終えた秋まき小麦については、平年並みの

収量があったものの、発芽等による品質の低下が顕

著であり、収入面で大きな打撃になると思われま

す。 

 また、水稲については、８月上旬の好天によって

生育のおくれをやや取り戻したものの、不稔障害が

大きく、品質・収量とも懸念されているところであ

ります。 

 一部の農作物を除いて、本町の主要作物である馬

鈴薯や甜菜を含む農作物全体の収量は、平年を下回

る見込みとなっておりますが、今後とも各関係機関

と連携し、生育状況について注視しながら、必要な

対応を図ってまいります。 

 次に、観光関係について報告させていただきま

す。 

 昨年に引き続き、商工会、観光協会、農協、町で

構成する「地産地消推進協議会」において、サッポ

ロビール株式会社に醸造を依頼した上富良野産の大

麦とホップを原材料とした「まるごと かみふらの

プレミアム生ビール」による「まるごと かみふら

のビヤガーデン」が、７月１１日に開催されたとこ

ろであります。 

 ことしは銀座通りを車両全面通行どめにした特設

会場で催され、商工会まちづくり委員会、豚肉販売

推進協議会などに御協力をいただき、地元農畜産物

を食材にした「ぶた串・ぶた耳のから揚げ・ぽーむ

す（豚肉のしぐれ煮を挟んだおにぎり）」なども販

売され、地産地消の推進と住民間の交流が図られ、

盛況のうちに終えたところであります。 

 同時に、飲食店組合の協賛企画で、各個店独自の

特別サービスも見られ、今後においてもこのような

取り組みが、町民に活気を与える事業に発展するこ

とを願うところであります。 

 次に、７月２６日に開催しました「第６回 ２０

０９花と炎の四季彩まつり」についてであります

が、当日、一時的な降雨に見舞われましたが、運営

委員会を初め関係の方々の御尽力によりまして、町

内外より約１万人の来園者をお迎えし、ステージ

ショー・行灯行列・花火などの行事を予定どおり実

施して、無事終えることができました。 

 また、昨年度までの臨時駐車場がないことから、

本格的なラベンダー観光シーズンとなる７月１１日

から２６日までの１６日間、日の出公園の臨時駐車

場として、東町の旧自衛隊官舎跡地を借用し、整地

などの整備を行った上、３００台の駐車スペースを

確保し、加えてオートキャンプ場内の南側に仮設歩

行通路を設けるとともに、日の出公園までのシャト

ルバスを運行するなど、対応を図ったところであり

ます。 

 次に、８月６日のサッポロビール株式会社により

ます「ふるさと北海道応援企画」における本町のＰ

Ｒ活動についてでありますが、サッポロビールが札

幌大通公園で開設しているビヤガーデンにおいて、

「食」や「観光」を通して、北海道各地域のすばら

しさを発信し、その地域の振興を図ろうとする取り

組みでありますが、ことしで３回目の参加で、８月

６日に、上富良野町をＰＲしてきたところでありま

す。 

 会場の大通公園８丁目は、当日、３,５００人以

上の入場者でにぎわった状況にあり、このような中

で上富良野町のＰＲも含め、安政太鼓の演奏で場内

を盛り上げていただきました。 

 当日は、ふらの農協上富良野支所、かみふらの十

勝岳観光協会、上富良野町商工会、かみふらの十勝

岳旅館協会、ホップ生産組合、サッポロビールホッ

プ会、豚肉販売推進協議会、安政太鼓保存会、札幌

かみふらの会など、多くの方々の御支援・御協力を

いただいて活動を行ってまいりました。 

 次に、市街地町道、水道管の改修についてであり

ますが、平成２０年度国の第２次補正予算に基づく

生活対策臨時交付金等を財源として、本年４月から
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施工してきた市街地町道の簡易舗装と水道管布設替

え１５路線については、９月末を工期としてその大

半が完了していますが、新たに８月中旬に今年度の

地域活性化・経済危機対策臨時交付金を財源とし

て、１１月末までの工期で、さらに１６路線につい

て追加発注したところであります。 

 春先から初冬まで、市街地各所で断続的な道路工

事が行われることから、関係住民に対しまして工事

説明会を実施するなど、御理解・御協力が得られる

よう意を尽くしておりますが、議員各位におかれま

しても、円滑な工事促進への御協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 次に、公立病院に対する国の財政措置の充実に関

する要請行動についてでありますが、御承知のとお

り、新制度の中では道内で当町を含む４町で、現状

から大幅な減額が示されたことから、この間も地域

医療の崩壊につながるものとして、北海道と北海道

町村会を通じて、国に財政措置の充実を求めてきた

ところであります。 

 特に、７月２８日には、北海道、北海道町村会及

び北海道自治体病院開設者協議会の三者合同による

統一行動として、対象外となる当町を初め美幌町、

新ひだか町、森町の４人の首長が直接要請行動に加

わり、総務省を初めとする関係部署及び道内選出の

すべての参議院議員に対し、「公立病院に係る財政

措置の充実に関する要望書」を提出し、公立病院の

経営改善と、財政基盤の強化が図られるよう激変緩

和などの財政措置を求めたところであります。 

 今後におきましても国の動向を十分見きわめなが

ら、北海道はもとより関係自治体などと連携して、

対処してまいりたいと考えております。 

 次に、新しい英語指導助手の着任についてであり

ますが、昨年８月から本町の英語指導助手として、

英語教育の振興に貢献されましたニコール氏の後任

として、同じくカナダ国アルバータ州カムローズ市

から、グレン・オグデン氏を迎え、８月１日から正

式に活躍していただいているところであります。 

 彼は、いろいろなスポーツに親しむなど、明るく

活発な方で、音楽やアウトドア活動に積極的に取り

組む行動力の旺盛な青年であります。上富良野町の

子供たちには、みずからの経験を生かし、国際理解

と英語指導に当たっていただくとともに、本人が日

本の文化や自然を学びたいという意欲を持っている

ことから、今後の活躍を期待しているところであり

ます。 

 次に、これまでにおける学校部活動などの活躍に

ついて報告をさせていただきます。 

 上富良野中学校陸上部は、１４名が帯広市での全

道大会へ出場するなど、中体連の各競技において、

優秀な成績をおさめております。 

 また、上富良野中学校吹奏楽部が昨年度に引き続

き、北海道吹奏楽コンクール旭川地区予選において

金賞を獲得し、９月６日の全道大会に出場し、昨年

度に引き続き金賞を獲得するとともに、東日本学校

吹奏楽大会への３年連続の代表権も獲得しておりま

す。 

 次に、上富良野高校に係る事項について報告させ

ていただきます。 

 ７月１３日に、平成２２年度から平成２４年度に

おける公立高等学校配置計画案が、北海道教育委員

会から示されたところであります。 

 その内容は、平成２３年度に、富良野高校が５間

口から４間口へと１間口の減となり、上富良野高校

については、現状維持となっております。しかしな

がら、存続については、依然として厳しい状況にあ

ることには変わりなく、今後においても上富良野高

校の存続を継続していくため、さらに努力をしてま

いる所存であります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、６月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、８月２７日現在、件数で３３件、事業費総

額で３億４,３９９万５００円で、本年度累計では

４０件、事業費総額６億８２７万５,５００円と

なっております。 

 詳細につきましては、お手元に、「平成２１年度

建設工事発注状況」を配付しておりますので、御高

覧いただきたく存じます。 

 また、経済危機対策への対応に向けて、去る７月

２８日開催の町議会臨時会において予算化いただい

た経済危機対策臨時交付金を活用して実施する１４

事業につきましては、３１件に分轄して発注するこ

ととしたところであり、地域経済の活性化という趣

旨に沿って、昨日（９月１４日）までに入札執行を

終えた２４件は、すべて町内業者に受注いただきま

した。また、残り７件につきましても、学校図書検

索システムのソフトのバージョンアップ以外は、町

内業者への発注を予定しているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告の件について、報告を求めま

す。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 報告を申し上げま

す。 
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 平成２０年度５月分及び平成２１年度５月分から

７月分について御報告いたします。 

 報告第１号例月現金出納検査結果報告の件。 

 例月現金出納検査の結果について御報告いたしま

す。概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたい

と思います。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を報告いたします。 

 平成２０年度５月分及び平成２１年度５月分から

７月分について、概要並びに検査結果を一括して御

報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は、別紙資料に示

すとおりであり、現金は適正に保管されていること

を認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１４ページ

にございますので、参考としていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって例

月現金出納検査結果の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号議員

派遣結果報告（全道議員研修会ほか）の件について

報告を求めます。 

 議会運営委員長村上和子君。 

○議会運営委員長（村上和子君） ただいま上程さ

れました報告第２号議員派遣結果報告の件につきま

して、朗読をもって報告とさせていただきます。 

 議員派遣結果報告書。 

 平成２１年第２回定例町議会において議決された

議員派遣について、次のとおり実施したので、その

結果を報告いたします。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。議会運営委員長

村上和子。 

 記。先進市町村行政調査及び北海道町村議会議員

研修会。 

 (1)調査及び研修の経過。 

 本町議会は、平成２１年６月２９日から３０日ま

で、全議員１４名による先進市町村である空知支庁

管内奈井江町を訪問し、「空知中部広域連合」の視

察調査を行うとともに、北海道町村議会議長会主催

の北海道町村議会議員研修会に参加した。 

 (2)調査及び研修の結果。 

 ①先進市町村行政調査。 

 ・調査地 空知支庁管内奈井江町。 

 ・調査テーマ 「国民健康保険の取り組みについ

て」 

 ・空知中部広域連合の概要。 

 １、設立 平成１０年７月６日介護保険に関する

広範な事務を行う広域連合として設立。 

 ２、構成市町村 歌志内市、奈井江町、上砂川

町、浦臼町、新十津川町、雨竜町の１市５町。 

 ３、広域連合長 奈井江町長。 

 ４、所在地等 空知郡奈井江町字奈井江１０番地

２８。 

 ・調査内容。 

 １、広域連合設立に至るまでの経過について。 

 平成８年１０月、奈井江町と浦臼町の２町で介護

保険モデル事業実施本部を設置。 

 平成９年４月、奈井江町、浦臼町、新十津川町、

雨竜町、上砂川町の５町により、介護保険事業の中

空知広域研究会を発足。 

 １２月、歌志内市の加入を決定し、１市５町とな

る。 

 平成１０年７月、空知中部広域連合として、知事

より設立の認可を受ける。 

 平成１１年４月、奈井江町と浦臼町の２町で、広

域的国民健康保険事業の運営開始。 

 平成１２年４月、介護保険事業を開始。雨竜町が

国民健康保険事業に加入、あわせて老人保健事業も

開始。 

 平成１３年７月、残りの１市２町（歌志内市、新

十津川町、上砂川町）が、国民健康保険事業と老人

保健事業に加入。（介護保険、国民健康保険、老人

保健の３事業を広域連合事業として開始） 

 ２、広域連合で処理している事務について。 

 (1)介護認定審査会の設置運営に関すること。 

 (2)介護保険の事務に関すること。 

 (3)訪問看護ステーションの管理運営に関するこ

と。 

 (4)介護予防対策事業に関すること。 

 (5)医療連携システムの開発及び管理運営に関す

ること。 

 (6)国民健康保険事業に関すること。（国民健康

保険直営診療施設に係る事務を除く） 

 (7)老人保健事業に関すること。（医療等に限

る） 

 (8)広域化に関する調査研究に関すること。 

 ３、広域連合独自の取り組み（制度の上乗せ等）
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について。 

 (1)介護保険料の減免。（低所得者生活支援対

策） 

 低所得者の生活支援を図ることを目的として、市

町村民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者「保険

料区分第１段階（生活保護受給世帯を除く）」に対

して、介護保険料の１００分の５０を減免してい

る。減免額は、年額１万１,７９０円で、対象者は

７人、予算額は８万３,０００円。 

 ４、広域連合で処理している事務のメリットにつ

いて。 

 (1)介護保険関係。 

 ア、介護認定審査会の設置に伴い、各市町村間の

公正・公平性が図られる。また、認定調査の平準化

（統一化）も図られる。 

 イ、介護保険料の統一化が図られる。 

 ウ、規模拡大による保険財政の安定化が図られ

る。 

 エ、基礎自治体が残り、共存できる行政の広域化

で、住民サービスが低下しない。 

 オ、市町村間のサービスの広域的連携により格差

が是正され、介護サービスの幅が広がる。 

 カ、行財政のスリム化により、行政コストの削減

が図られる。 

 キ、職員のスリム化により、人件費の削減が図ら

れる。 

 次のページをお開きください。 

 (2)国民健康保険事業及び老人保健事業関係。 

 ア、保険給付費について、会計規模拡大により、

急激な医療費の増嵩にも対応が容易である。 

 イ、職員・行財政のスリム化により、人件費・行

政コストの削減が図られる。 

 ウ、国民健康保険運営協議会委員の数が削減さ

れ、経費の削減が図られる。 

 ５、広域連合で処理している事務の課題につい

て。 

 (1)国民健康保険事業の特定健診は、構成市町村

ごとに実施しているが、構成市町村ごとの取り組み

に歴史があって、健診料金がそれぞれ異なってお

り、受診率にもばらつきがあり、旧産炭地区の受診

率はかなり低い。 

 (2)国民健康保険料の算定は、広域連合では地方

税法の取り扱いができないことから、賦課の基準と

なる額を分賦金として、構成市町村に賦課してい

る。平成１６年度までは平準化方式を採用していた

が、特定の市町村に偏りが生じたため、平成１７年

度から自賄い方式としているが、平準化を図ること

が課題である。構成市町の賦課方式は、保険税であ

る。 

 ６、議会の構成と運営について。 

 (1)議員の数は１２名（各市町２名ずつ）、任期

は各市町の議会議員の任期。 

 (2)議長・副議長は２年の任期。 

 (3)定例会は２月と８月。定例会当日に、全員協

議会を開催。 

 (4)臨時会はほとんど開かれない。 

 (5)一般質問の締め切り後に議案を配付。 

 最後にまとめといたしまして、空知中部広域連合

は、平成１０年７月に、介護保険に関する広範な事

務を行う広域連合として設立し、平成１３年４月か

ら、介護保険事業に国民健康保険事業と老人保健事

業を加えて、３事業を広域連合事業として実施して

きている。 

 課題としては、国民健康保険事業の特定健診の受

診率が、構成市町村ごとにばらつきがあり、旧産炭

地区の受診率はかなり低い。また、国民健康保険料

の算定は、賦課の基準となる額を分賦金として構成

市町に賦課しているが、特定の市町に偏りが生じた

ため、平成１７年度から平準化方式を自賄い方式と

しているが、今後、平準化を図ることなどが課題で

あると説明していた。 

 広域連合で処理している事務のメリットについて

は、４に記載しているとおり、介護保険関係では介

護認定審査会の設置に伴い、各市町村間の公正・公

平性が図られ、また、認定調査の平準化（統一化）

と介護保険料の統一化が図られる。規模拡大により

保険財政の安定化が図られるなど、国民健康保険事

業及び老人保健事業関係では、会計規模の拡大によ

り、急激な医療費の増嵩にも対応が容易である。職

員・行財政のスリム化により、人件費・行政コスト

の削減が図られなどの効果を上げていた。 

 平成２１年４月１日から富良野広域連合がスター

トし、今まで一部事務組合で実施していた学校給

食、串内牧場、環境衛生、消防の事務を継続して

行っているが、介護保険、国民健康保険、老人保健

の３事業は、今後の検討課題として調査・研究する

事務になっており、今後、調査を進めていく上で大

変有意義であり、参考になる点が多々あったことを

ここに報告いたします。 

 次に、２番目、北海道町村議会議員研修会を報告

させていただきます。 

 北海道町村議会議員研修会。 

 北海道町村議会議員研修会では、山梨学院大学法

学部政治行政学科の江藤俊昭教授より、「住民自治

時代の議会の役割と課題」と題し、日本世論調査会

のアンケートの結果から、議会に対しての信用度は

６０％だが、地方議会の現状については不満が６０

％となっている。 
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 議会活動に対する満足度がどうなっているか、地

方議会の現状を分析し、住民とともに歩む議会改革

の条件整備として、次の３項目を挙げている。 

 (1)議員活動とはどこまでをいうのか？ 会議・

全員協議会・委員会への出席、議員派遣、自治体の

公式行事への参加、一般質問の準備などがあるが、

住民に明確にされているか。 

 (2)議員報酬は高いのか？ 富裕層や時間のある

人だけの議員（ボランティア議員）構成では、議員

になれる人が限定されてしまい、地方自治と民主主

義に逆行してしまう。議員報酬は、生活給にすべき

である。 

 (3)議員定数は適正か？ 議会は住民の多様な意

見を吸収し、さまざまな視点から議論する場である

ので、相当の人数が必要である。 

 議会は、住民にどのように見られているのか等の

内容をもとに、今後、地方分権社会が進むにつれ

て、議会の役割と議員の権限及び責任は、ますます

大きくなるだろうと述べられておりました。 

 また、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏より、

「どうなる日本の政治と経済」と題し、「衆議院の

解散と選挙がいつになるのか？」、「麻生内閣の改

造と自民党は役員人事をやるのか？」、「国会では

議論の本位を定めるべきである」と、いろいろな事

例を挙げて、聴衆にわかりやすい内容で話をしてい

た。 

 また、秋田県の田舎でひとり暮らしをしている母

親の生き方を通して、政治と福祉について「政治と

は人間を幸せにすることである。今の政治は国民の

ためになっているのか？」、「福祉とは何か？建物

を建てるだけが福祉でない。ひとり暮らしのお年寄

りに声をかけることである。」、「福祉は心だ。歴

代総理大臣はすべて東京生まれの金持ちの子供だ。

田舎の年寄りの生活を見るべきである。」そして、

今後の政治について「原点に返れ。東京中心になり

すぎている。地方にお金をかけろ。」と述べられて

いた。 

 最後に、「麻生内閣改造と衆議院の解散など、今

後の政局についてテーマにしたが、全く先が読めな

い異常な毎日が続いている」と述べられておりまし

た。 

 以上、議員派遣結果報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって議

員派遣結果の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 報告第３号平成

２０年度上富良野町教育委員会点検・評価報告の件

について報告を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ただいま上程いた

だきました報告第３号平成２０年度上富良野町教育

委員会点検・評価報告の件について御説明申し上げ

ます。 

 本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律が平成１９年に改正され、同法律第２７条第

１項の規定により、教育委員会はその権限に属する

事務の点検・評価を行い、報告書を作成の上、議会

に提出し、公表することとなったところでありま

す。 

 以下、平成２０年度上富良野町教育委員会点検・

評価報告書の概要について御説明させていただきま

す。 

 １ページをごらんください。 

 本報告書の目的は、教育委員会の責任体制の明確

化を図り、効果的な教育行政の推進と行政評価の透

明性を図るため、教育に関する事務の管理及び執行

に関する状況をみずから点検・評価を行ったところ

であります。 

 次に、点検・評価の内容でありますが、内容は平

成２０年度教育行政執行方針に示した事業の実績を

まとめ、内部評価を行い、教育に精通している学識

経験者の意見を聴取し、今後の課題や対応策をまと

め、本報告書を作成したところであります。 

 町民の皆様への公表につきましては、本議会が終

了後に冊子として、役場情報提供コーナーに置き、

閲覧していただく予定であります。 

 評価に当たっては、教育委員会議や教育委員協議

会等の教育委員会の活動状況について、３ページか

ら１０ページに記載し、１１ページにて教育委員会

みずからの評価を述べさせていただいております。 

 また、１２ページから６６ページにわたり、平成

２０年度教育行政執行方針にてお示しの５３事業を

対象として、達成度、効果度による評価と、それを

もとに総合評価を行ったところであります。 

 評価の結果としては、２ページの第１表から第３

表に記載のとおりであります。 

 なお、３ページ以降につきましては、御高覧いた

だいていると思いますので、省略をさせていただ

き、平成２０年度上富良野町教育委員会点検・評価

報告の内容説明とさせていただきます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（西村昭教君） なければ、これをもって平

成２０年度上富良野町教育委員会点検・評価の報告

を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第７ 報告第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 報告第４号専決

処分報告の件（交通事故に係る和解及び損害賠償の

額を定める件）について報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ただいま上程いただき

ました報告第４号専決処分報告の件につきまして御

説明申し上げます。 

 本件は、本年６月２１日午前７時３５分ごろ、十

勝岳線バス復路運行におきまして、郵便局停留所か

ら上富良野中学校停留所に向かう途中の北１条通り

と東２丁目通り交差点において、東２丁目通りを富

良野方向に進行中の車両左前方とバス左後方が接触

したものであります。 

 交差点であることから、速度的には低速でありま

したことから、幸いにも双方にけがはありませんで

したが、相手車両の左前方に損害を与えたものであ

ります。 

 この接触事故の処理に当たりましては、当方の安

全確認が不十分であったため、過失割合を当方が８

０％、相手方車両２０％の過失と確認し、示談が成

立いたしましたことから、町側の過失の８０％相当

額２８万９９７円を損害賠償することで、平成２１

年７月２９日に専決処分を行ったところでありま

す。 

 旅客運送という業務の性格からも、このような事

故を起こしてしまったことを深くおわび申し上げま

す。 

 当該路線は、運行業務委託路線でありますことか

ら、委託事業者の責任者に対し、顛末報告を徴する

とともに、従業員の安全運転の徹底指導につきまし

て、厳しく申し入れたところであります。また、こ

の事故を契機に、職員全般の安全運転に対する注

意・喚起を行ったところでもあります。 

 以下、朗読をもって説明といたします。 

 報告第４号専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定より、議会に

おいて指定されている事項について、次のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償

の額を定める件。 

 裏面をごらんください。 

 専決処分書。 

 町が運行する車両の事故に係る和解及び損害賠償

の額を定めることについて、地方自治法第１８０条

第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成２１年７月２９日。上富良野町長向山富夫。 

 記。１、和解の相手方。上富良野町ṻṻṻṻṻṻ

ṻṻṻ、ṻṻṻṻ。 

 ２、和解の内容。(1)、上富良野町は、相手方、

●●●●に対し、金２８万９９７円を支払う。

(2)、相手方、●●●●は、上富良野町に対して、

本件に関し、今後上記の金員を除き一切の請求をし

ない。 

 以上、専決処分の報告といたします。 

 御了承賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって専

決処分の報告を終わります。 

 ─────────────────── 

◎日程第８ 報告第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 報告第５号平成

２１年度（平成２０年度決算）健全化判断比率及び

資金不足比率報告の件について報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ただいま上程いただき

ました報告第５号平成２１年度（平成２０年度決

算）健全化判断比率及び資金不足比率報告の件につ

きまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条及び第２２条の規定に基づき、監査委員の

審査意見をつけて御報告申し上げます。 

 平成２０年度決算における実質赤字比率及び連結

実質赤字比率は生じておりません。 

 実質公債費比率は２１.１％、将来負担比率は１

３４.４％となっております。 

 次に、公営事業ごとの資金不足比率は、簡易水道

事業、公共下水道事業、水道事業及び病院事業のい

ずれも生じておりません。各比率は、いずれも早期

健全化基準を下回っており、健全段階に位置づけら

れます。 

 以上、報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって平

成２１年度（平成２０年度決算）健全化判断比率及

び資金不足比率の報告を終わります。 

 １０時１０分まで、暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前 ９時５４分 休憩 

午前１０時０９分 再開 
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────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第９ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） あす、鳩山総理が誕生し、

新政権がスタートしますが、自治体にとって今まで

と同じような流れで行くのか、ここへ来て補正予

算、経済緊急危機対策の資金凍結とか言っておりま

すけれども、大変気がかりでございますが、私は、

さきに通告してあります３項目について質問いたし

ます。 

 まず１項目めは、町の活性化と人口減少を食いと

めるために、企業誘致や婚活支援事業の推進を。 

 １点目は、企業誘致をして働く場の確保。 

 人口減少に、どこの町村も歯どめがかからない状

況にありますが、特に、上富良野駐屯地はことしの

１２月が大きな一つのめどとして、削減問題の方向

づけがなされると考えますが、上富良野町の将来を

考えると、人口がふえる要素が見当たらず、今こそ

町長のセールス力と役場内に職員の英知を結集した

企業誘致班などを設置し、例えば捨てられているア

スパラガスの擬葉にルチンなど栄養分が多く含ま

れ、粉末に加工すれば、食材やサプリメントになる

という研究結果が出されております。こういった粉

末加工場等企業に働きかけ、働く場所の確保をすれ

ば人口の増加につながり、町の活性化になるのでは

と考えますが、いかがでしょうか。 

 ２点目は、婚活支援事業の推進を。 

 未婚者や晩婚者の増加する中で、役場の中や社会

福祉協議会の中に結婚相談所を設置したり、男女の

出会いの場を町民に提供する婚活支援事業などに、

自治体として取り組んではどうかと考えますが、町

長の所信をお伺いいたします。 

 ２項目めは、要介護認定基準見直し後、軽度に判

定された人、また、障害者認定も軽度判定された人

たちの再認定を。 

 １点目、４月に導入された新しい認定基準では、

在宅利用者を中心に要介護度が旧基準より軽く認定

される傾向があり、１０月から認定方法が変更され

ることになりました。上富良野町での受給者は平成

２１年４月現在、在宅３１９名中、要支援１と要支

援２の合計８６名おられるが、ふえている状況にあ

り、現在は利用者が希望すれば、旧基準の認定を継

続できる経過措置がありますが、これは１０月で終

了します。希望がなくても５月認定調査後、軽度と

判定された人が増加していると考えられるので、１

０月からの修正認定で、介護サービスの利用者の声

を反映したものにしてはどうでしょうか。 

 ２点目は、障害者の認定軽度者に再認定を。 

 障害者自立支援法が施行され、障害者に１割の自

己負担を課すかわりに、国と都道府県が財政負担に

責任を持つ義務的経費に変更されました。介護保険

の認定と同じように判定が修正され、軽度に判定さ

れていないか、また、障害者が負担増のためサービ

ス利用を自粛していないか、再度、認定の見直しを

図ってはどうかと考えますが、いかがでございま

しょうか。 

 ３項目めは、新型インフルエンザで保育所に通う

園児がかかって保育所が休所する場合と、その子供

を預かる危機管理体制を早急に。 

 保育所等では、アンケート調査等により、ここし

か預けるところがなく、また、預かってくれる人も

いないという保護者が多く、何％ぐらいで休所にす

るのか。施設では、病後保育室も未整備のため、新

型インフルエンザにかかったことを想定した庁舎内

の共通の情報として、そういった場合の場所、例え

ば看護宿舎など、冷静に判断できる危機管理体制が

必要ではないか。通常かかった園児を別の場所で預

かり、休所するのは難しいのではないかと考えます

が、いかがでしょうか。町長にお尋ねいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の１項目め、

町の活性化と人口減少を食いとめるために、企業誘

致や婚活支援事業の推進に関する２点の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 初めに、１点目の企業誘致をして働く場所の確保

に関する御質問でありますが、議員御指摘のとお

り、町の三本柱であります陸上自衛隊上富良野駐屯

地が、新防衛計画大綱において人員削減の対象とな

る可能性もあり、ことし１２月には方向性が示され

るものと存じます。 

 当町における人口の確保には、新規企業の誘致は

欠かせないものと考えておりますが、経済が低迷す

る中、企業に進出していただくためには必要な条件

整備も欠かせず、企業側に立った誘致戦略が必要で

あります。現在、未曾有の大不況の中にあり、企業

の投資拡大意欲が縮小しており、誘致条件に高額補

助や優遇措置を求められる傾向にあります。 

 当町の実態を見るとき、これらの対応については

財政的にも大きな課題となり、私といたしまして

は、現在、町内一体で取り組んでおります地産地消
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を初めとする地場資源の地元活用や当町既存の企業

及び商工業者の皆様方に対して、事業内容の拡大や

雇用拡大の要請を行ってまいりたいと考えておりま

すので、御理解いただきたいと存じます。 

 次に、２点目の婚活支援事業の推進に関する御質

問にお答えさせていただきます。 

 議員御指摘にありますように、近年は全国的に晩

婚化や未婚者の増加が顕著になり、社会問題として

マスコミ等に取り上げられておりますが、結婚相談

や出会いの場を設けるなどの動きにも、都会を中心

に民間事業者などが積極的に、かつ、幅広く活動さ

れていることを承知いたしております。 

 それぞれの人生を左右するパートナーとの出会い

につながる取り組みにつきましては、引き続き民間

の方々の活動に大きな期待をするところであり、私

といたしましては、行政主導で行うという考えは持

ち合わせていないところであります。 

 これまでも当町では御承知のように、農業後継者

対策といたしまして、農業関係団体で組織した「上

富良野町アグリパートナー協議会」が、地域内の農

業青年を対象にいたしまして、パートナーとの出会

いを目的に農業体験や交流会を催す中で、出会いの

機会を設け、一定の成果を上げてきておりますこと

から、今後も必要に応じて行政としても支援策は講

じてまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

 次に、２項目めの要介護認定基準の見直し後の再

認定に関する２点の御質問にお答えいたします。 

 初めに、１点目の要介護認定基準の見直しに関し

ての御質問にお答えいたします。 

 議員御質問のとおり、平成２１年４月から要介護

認定の基準が見直されましたが、このたび国におい

て平成２１年４月以降の判定結果をもとに、これま

での間、適用してきました判断基準の修正について

の考え方が明らかになりました。 

 国の調べで、本年の４月以降に１次判定で非該当

とされた方が、１年前に比べて大幅に増加したこと

などが明らかになったため、その検証結果を検討し

ていたものであります。その修正内容としては、７

４の調査項目中４３項目について修正を加え、認定

申請者の実態を適切に反映することができるよう、

１０月１日申請分から適用することとされておりま

す。 

 今回の修正に伴い、介護度が以前よりも軽度に判

定された方には、希望によりこれまでどおり介護

サービスを維持できるようにしていました、ことし

４月以降の経過措置が１０月から廃止されることに

なります。新しい修正内容を浸透させて、介護認定

が公平かつ適切に行われるよう、現在、国におきま

しては、この内容を周知徹底するため、調査員テキ

ストを修正し、関係方面に配付されているところで

あります。認定申請者の方々には、基本である介護

の実態を踏まえ、新しい修正内容により、希望する

介護サービスが適切に提供されますよう努力してま

いります。 

 次に、２点目の障害者の判定区分に関する御質問

にお答えいたします。 

 平成１８年１０月の障害者自立支援法の施行によ

り、身体障害・知的障害・精神障害の三障害者の福

祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害

程度区分の認定を受けることが必要となっておりま

す。訪問調査の聞き取り結果をコンピューターによ

り判定する１次判定と、富良野圏域の共同運営で設

置している「富良野地区障害区分認定審査会」にお

いて、２次判定を行っております。 

 これまでの当町における認定状況につきまして

は、非該当や１次判定より２次判定が軽い結果と

なったケースはございませんので、再判定の必要性

はないものと考えております。 

 また、判定を受けた障害を持つ方が、負担増の

サービス利用を控えることがないかという御質問で

ありますが、本人があらかじめ利用したいサービス

を確認した上で、その方が希望するサービス利用が

適切に図られるよう相談支援に応じてございます

し、利用者負担につきましても原則は１割でござい

ますが、世帯の所得に応じまして軽減策が施されて

おりますので、御質問のようなケースは、当町にお

いては生じておりませんことを御理解賜りたいと存

じます。 

 次に、３項目めの新型インフルエンザにかかわる

保育所の対応についての御質問にお答えさせていた

だきます。 

 新型インフルエンザの感染拡大により、全道の広

い範囲で学校や保育所などの施設において、集団感

染が確認され、学校閉鎖や保育所休所の報道がなさ

れております。 

 国における保育所の臨時休業要請基準は、保育所

等の利用者・職員等において、インフルエンザ様症

状を有する者が、発生後７日以内に、その者を含め

て２名以上が医師の診察を受けた上で、新型インフ

ルエンザの感染を強く疑われる場合とされておりま

す。 

 なお、これまで町内３カ所の保育所を通じて、保

護者にアンケート調査を実施してまいりました結

果、保育所が休所になった場合、引き続き預かり保

育を希望する向きもありますことから、臨時的措置

をとるべく、他の公共施設を利用することも想定し

てございますが、反面、感染防止の大きな障害とな
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らないかも含め、現在、検討しているところでござ

います。いずれにいたしましても、慎重な判断を加

えなければならない局面もあると考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） １項目めの町の活性化と人

口減少の歯どめの件ですけれども、町長も町議の時

には、よくこのような質問をされていたかと思いま

すが、町長になられますと、今度は財政力がないの

だと、これが課題だとおっしゃっておりまして、過

去には、内田工業や北光電子、ファッションカリカ

ワ、こういったところを誘致しまして、かなり多く

の雇用や税収増につながって、今日に至っていると

思うのです。 

 それで、どこの町村も人口減少してきてどうした

らいいのかなかなか、企業側も昔と違って、昔は５

年ぐらい固定資産税を免除するというような形でよ

かったかと思いますけれども、今は企業側もこう

いった経済状態ですので、なかなか投資にお金をか

けるということもないということもよくわかります

が、土地と建物ぐらいを提供して、そしていろいろ

上富良野の状況に合った、町長のセールス力で企業

にアタック、今後ともやっていただくということを

考えるべきだと、これは手を緩めないでやっていた

だきたい。大変難しいものもあると思うのですけれ

ども、町長は今、それよりも地元の食材を生かした

地産地消、既存の企業の拡大とかがあれば、それに

力を入れていきたいということでございますけれど

も、上富良野にはおいしいお肉がありますし、米

も、きのう作況調査させていただきまして、ななつ

ぼし・きらら・ゆめぴりか・おぼろづきとかいろい

ろ、ことしはちょっと去年と比べて悪いようですけ

れども、米もすばらしいなと。私、きのう銀の波

打っているお米を見せてもらいまして、やっぱりこ

ういった上富良野のお米も今後に向けて、町長がそ

のように地産地消こういったものに力を入れて、既

存の企業も拡大していくのだというようなお考えが

あるということを答弁いただいたのですけれども、

こういったことにつきまして、町長としては肉や米

を生かした地元の原料のほうの生産のほうに力を入

れていくのか、また、販売とかそういったものに活

路を見出していくのか、町長のセールス力というの

をどのように将来に向けて考えていらっしゃるの

か、お尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の企業誘致等

を含めましての町の活性化についてのお尋ねだと思

います。 

 議員御指摘のとおり、かつて経済状況がもう少し

上向いていた時代は、企業誘致も大きな一つのファ

クターということで、私も関心を持っておりまし

た。しかし、残念ながら現在の日本のみならず世界

的な経済状況の中で、企業のそれぞれ地方への進出

意欲というのは、残念ながら現在旺盛であるという

ふうな理解はできないのが、実態かなというふうに

理解しております。むしろ海外へ移転するというよ

うな傾向のほうが、強い昨今だというふうな理解を

しております。 

 しかしながら、町の活性化を考えますと、やはり

一番の根っこは、働く場所をいかにたくさん確保す

るか、これ１点に、私はずっと以前から尽きるとい

うふうに考えております。そういう意味におきまし

て、私、就任させていただいてから、上富良野町に

ゆかりのある企業、あるいは関連のところをほぼ、

ごあいさつ回りもさせていただきました。その中

で、それぞれ本州に本社がある企業などの皆さん方

がおっしゃるのは、まず、それぞれ企業が営業活動

の中で、さまざまプレゼンテーションをするような

場面の上富良野という、こういうロケーションの中

で企業活動しているということをまず一番先に訴え

ると、非常に引き合いの問い合わせが殺到するとい

うぐらい、上富良野という富良野という知名度は高

いというふうに、異口同音に聞いております。 

 私はぜひ、我々は毎日ここで暮らしているがゆえ

になかなか気づかない、今、議員が言っていただき

ました米にしろ、ほかの農産物にしろ、畜産物にし

ろ、資源は本当に豊富にあるというふうに理解して

おりまして、これを農業者、あるいは商業者単独で

それを付加価値をつけたり、営業に結びつけていけ

るのかということは、これはまだまだ私もそれだけ

の知識を持ち合わせておりませんけれども、いずれ

にいたしましても豊富な資源に恵まれているという

ことは、これは紛れもない事実だと思いますので、

さらに関係団体、あるいはいろいろ業界等に御協力

をいただいて、さらにさらにこのすばらしい資源を

経済活動のために生かしていけるような、そういう

まちづくりのために私も精いっぱい、これが上富良

野が将来生き残るとともに、生き残っていくための

何としても避けては通れない大きな課題だと思って

おりますので、これからも意を尽くしてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 大いに町長のセールス力を

発揮されるように期待いたしておりますけれども、

次に婚活のほうに、これも人口減少させないため

に、今、結婚は全く個人の問題ではあるのですけれ
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ども、上富良野町で結婚され、いいパートナーに恵

まれて、将来お子さんが誕生されますと、やっぱり

上富良野町で住んでみようかなという気持ちになる

のではないかと思いまして、今、各自治体で、奈良

県では４年前から「出会いイベント」を開催、これ

は奈良県のほうで、自治体で取り組んでいるのです

けれども、１,０１５回実施して１０６組が結婚し

たと。会費は３,５００円だということで、それか

ら大分県でも「出会い系応援センター」、結婚支援

事業を開始しているということで、これは男女が登

録をしてもらって、カップリングパーティー、食事

券を発送して、結婚したくても出会いの場がないと

いうような方もいらっしゃるようで、これが大分県

でやっておりまして、何組か結婚に至ったというこ

とですけれども、群馬も「群馬赤い糸プロジェク

ト」、会員となった団体や企業で所属する男女の協

賛団体がやっているということですけれども、各自

治体でこういった婚活支援事業に取り組んでまいっ

ております。 

 恐らく、私、答弁は行政主導しないと、これの答

弁来るなと思って予想いたしておりました。それで

行政主導しないということで、案の定答弁いただい

たのですけれども、今、農業後継者のアグリパート

ナーですか、これをちょっと拡大したような感じで

農業者に限らず、男女の方で結婚したいなという方

は登録をしていただいて、それで農業従事者ばかり

でなくて、それを拡大するような、農業従事者ばか

りでなくて商工関係、商工会の青年部あたりも働き

かけたりなんかしまして、いつも行政主導しない

と、こうおっしゃるわけですけれども、少し各自治

体で、こういった晩婚化の時代でもありますので、

こういったことを考えいただきたいと思うのですけ

れども、その点いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の２点目の婚

活に関します御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 行政主導で事業展開を図るということは、さきに

もお答えをさせていただいておりますが、そういう

考えにはなかなか至らないということで御理解いた

だきたいと思いますが、私も職業柄今まで農業関係

のさまざまな町を訪ねさせていただいて、勉強させ

ていただく機会なんかも得ました。 

 私は、現在、上富良野で結婚の適齢期を迎えてな

かなか御縁がないという方が、農業だけによらずほ

かの業種においてもおられるということは承知して

おります。まず、私は、人格的・人間的に、それぞ

れ皆さん方魅力は十分持っておられるというふうに

考えておりますが、それを若い人が自信を持って

「ぜひおれのところへ来てくれ」と、「私のところ

へ来てほしい」というように、自信を持って胸を

張って言えるようなそういう町の活力と申しましょ

うか、それ以前のそれを私は解決しなければ、それ

を将来に向けて展望を開かなかったら、若い人たち

が自信を持って引きずってでも連れてくると、それ

ぐらい魅力のある、人間的にももちろん魅力を持つ

ことは大事でしょうが、地域としてもそれくらい魅

力を感じられるような活気のある町にすることが、

行政が応援する一つの方法ではないかなというふう

に考えておりまして、先ほどの質問と重複する部分

がございますが、全道的に見ましても後継者不足と

いうものは生じてないというような町もございま

す。それは町の規模の大小にかかわらず、やはり町

に活力があるところにおきましては、イコール後継

者不足もそう深刻ではないというような事例もたく

さん見させていただいておりますので、町としては

まずそこの根っこを整備するということに、私は力

を注ぐべきではないかなということで考えておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） そういうことで働く場の確

保、結婚しますと経済的に負担もかかりますので、

町長がおっしゃるのは、そういうことで私は１点目

と２点目の連動しているのですけれども、それが一

番働く場所の確保、やっぱり経済的基盤がしっかり

できることが、結婚の道にもつながるということで

すけれども、婚活支援事業推進というのは、住民

サービスというのは、少子高齢化に向けてのこれか

らの地方自治体が果たすべき役割だというふうに、

少しそういったところもとらえていただけないかな

というふうに思っているのですけれども、その点い

かがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の御質問にお

答えさせていただきますが、当然、行政といたしま

しても直接的なお手伝いはかなわないにしてもそう

いう事業を、例えば伴侶を求める事業に対する側面

的なお手伝いは、これは当然するべきだと思います

し、そういう課題提供等がありましたら、現在もア

グリパートナー協議会等についてはお手伝いをさせ

ていただいておりますが、よりそれが効果が上がる

ような、あるいはそういう諸団体、あるいは機関か

ら御提言もいただければ、本当に実行の上がるよう

な支援は、これからもさせていただきたいと思いま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２項目めの軽く認定された
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要介護の件でございます。 

 要介護１、要介護２、介護の支援のところは、町

長もふえているということは認識されているようで

ございますけれども、ここが本当に３０名ぐらいふ

えてきておりまして、また４月に導入された１次判

定で非該当者が非常に多くなってきている中にあっ

て、また１０月修正の認定が、必ずしも厳しくなる

とは考えられませんけれども、そんなにどうでしょ

うか、ふえるのではないかと思うのですよね。 

 例えば、さっき４３項目変わるとおっしゃいまし

たけれども、その一つには薬を飲むとき、薬の時間

とか量なんか飲み間違っても、自分で水でお薬を飲

めば、これが自立なのですよね。そういうことで、

薬も間違って飲んだら何の効果もないわけですけれ

ども、それも判定では自立と判断されますし、買い

物に行きましていろいろ商品を選んで買うときにお

金を払うのですけれども、自分でなかなか区別がつ

かなくて、要らない物をいっぱい買ってしまって払

うのも、これも買い物の介護なし、これは自立とい

うような判定ですし、だから何というのでしょう

か、もう１回４月に修正されたものが、さらにまた

１０月修正をするということはやっぱり軽く、医療

保険の関係、介護保険の保険料の大枠の関係で減ら

してきているものがあると思うのですけれども、そ

ういった場合に、今、もう一度、希望者に限りとい

うことですけれども、そういうことでなくて、ケア

マネージャーとか調査員の方が、直接そういった人

のところへ行って生活実態を、家族の方もいる場合

は、できないのに調査員が行くとできますと、こう

いうようなことを答える人が多くて、この判定で

ちょっとサービスの量が減っているということで、

いろいろと変わることによって、またふえるのでは

ないかと思っているのですけれども、ですから町と

しての対応は、生活状態を詳しく書き込んでもらう

用紙を配付して、調査員が訪問していただくと。再

度、そういったことをやっていただくと、こういっ

たことでどうでしょうかと思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の２項目めの

介護認定についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 議員御心配いただきました４月以降の介護認定に

おけます軽度に認定された向きがあるのではないか

というような点については、全国的には、これはそ

ういう傾向にあったということでございまして、そ

ういう現実とのずれがあるということを国も認知い

たしまして、１０月からはもとの仕組みに戻すとい

うことでございまして、おかげさまで上富良野町に

おきましては、４月以降、軽度に認定されたという

ような実例はないというふうに伺っております。 

 しかしながら、今、議員がるる事例でお話いただ

きましたようなそういう実態と判定が、もしミス

マッチがあるとすれば、これは不幸なことでござい

ますので、それは町といたしましてもさまざまなケ

アをさせていただく人たちに、直接対面をしたとき

以外のふだんの行動とかというものも十分参酌し

て、適正な評価をするということが前提でございま

すので、ただ、単純に会話をしたときだけのことだ

けがすべてではないということは、それは現場を見

ております者には、そういうことにも十分配慮する

ようにこれからも指導してまいりますし、上富良野

においては現在、そういうミスマッチが起きていな

いということで承知しておりますので、しかしなが

らそういうことが起きないようにということの配慮

も大事でございますので、今後とも意を用いてまい

りたいと思いますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ミスマッチが起きたらと

おっしゃいますけれども、今度、項目が修正されま

すので、１３日に本町住民会の敬老会がありまし

て、私、中村議員も行かれたわけですが、何と足の

悪い、足が悪い方が大変多いわけですね。これも今

度は伝い歩きでもないとなるわけですね、足が動き

さえしたら、歩ける歩けない関係なく。足の悪い方

が大勢いらっしゃるので、足のところの伝い歩きで

もないとなりますので、自立となりますから、た

だ、足が動く。座っていて足が動けばいいという判

定ですので、そういったところも十分ケアマネー

ジャーと調査員で、そこら辺もう一度確認させて、

細かく対応していただきたいと思いますが、いかが

ですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 当然、私、先ほど申し上げましたが、そういう実

態と介護の認定がミスマッチがあるというようなこ

とは、これは起こしてはならないということです

し、要するにさらに一歩も二歩も踏み込んで、ケア

マネージャー等がその様子を調査する方々には、よ

くその辺は。ただ、見た目、あるいは示されたテキ

ストだけがすべてでないというふうに思いますの

で、そこら辺は十分に意を用いて、実態がきちっと

押さえられるような評価ができるように、そういう

ことにはこれからも努力を続けていくようにさせた

いと思いますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 



 

― 15 ―

○２番（村上和子君） 障害者のほうは、軽い認定

がないということでございますので、３項目めの新

型インフルエンザにかかったことを想定しまして、

保育所の子供さんをどうするかというところですけ

れども、御答弁では、２名以上が医師の診察を受け

た上で、新型インフルエンザの感染を強く疑われる

場合はということですけれども、他の公共施設と

は、具体的にどこら辺を指しておっしゃられている

のか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の３項目めの

インフルエンザについての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 現在、町が他の公共施設を想定しておりますの

は、泉栄防災センターの２階を緊急の場合の場所と

いうふうに押さえております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 防災センターの２階という

ことですけれども、ここは草分住民会で、今、管理

していらっしゃるかと思いますけれども、違います

か、そうですか。防災センターは、泉栄防災セン

ター、間違いました。済みません。 

 泉栄防災センター、そうしますと、あそこを通常

使っておりますあれとは、どんなような掛け合い

に、そこら辺をちょっと心配する、緊急でないこと

を願っております。ですけれども、もしかかった場

合、それのことちょっとお尋ねしたいのです。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 村上議員の保育所

のインフルエンザにかかわりましての泉栄防災セン

ターの２階ということであります。 

 泉栄防災センターの建物は、防災センターであり

ますけれども、西児童館として使われていることは

御承知かと思います。また、その２階でありますけ

れども、もともとはひよこ学級、母子通園センター

というのがあったわけで、子供たちが過ごせるとい

うか、遊べるようなそういうつくりの場所になって

ございます。母子通園センターは、子供センターの

ほうに移転をいたしまして、そういった意味では、

住民の方の使用というのは時々ございます。その辺

は調整を十分図ることで、住民の方にも御理解いた

だいた上で、緊急の対応に入るということを考えて

ございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今、そういった子供さんが

出た場合には、泉栄防災センターをということです

けれども、そこは通常使っておりますので、そう

いった方によく話をしてとおっしゃいますけれど

も、即かかったことを想定して、そういう危機管理

をきちっと前もって、これからそういったときには

相談しますという感じではなくて、前もってきちっ

とやっておいて、使っていますから、あそこ。いろ

いろと通常使われて、住民会もたしか使ったりして

いると思います。 

 そういったことで、話し合いをするということで

すけれども、しておいてほしいですね。これからも

う、即、やるというのではなくてこういったときど

うする。やっぱり混乱が起きないように、決まった

日程、きちっと行事入れて使っていますから、そう

いったとき、よく話をしておいていただかないと。 

 学校と違いまして、学校ですと学級閉鎖、お子さ

ん１人でお留守番もできるかなと。保育所は預け

て、お母さん生活していますし、そこはずっと１週

間ぐらい休所になると、ちょっと困るものですか

ら。ちょっと学校と違う要素がありますから、使っ

ているところに行くわけですので、通常そこ使われ

ていますから。そういったときに、かかった子供さ

んをそこできちっと、マニュアル的みたいに危機管

理体制をきちっとしておいていただきたいと思うの

ですけれども、この点もう一度。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員のインフルエンザ

に関する対応についての御質問にお答えさせていた

だきます。 

 泉栄防災センターの利用形態につきましては、た

だいま担当課長から御報告をさせていただいたとお

りでございまして、いずれにいたしましてもまず現

在利用をされております方々に、御迷惑等のかから

ないように、そういう措置は十分に講じてまいりた

いというふうに考えております。 

 それから、万が一、そこを利用するというような

事態に至ったときには、私、冒頭のお答えでも御答

弁させていただいておりますが、まず、町としては

感染拡大を防止するということが、私はすべてに対

して優先するよというふうに申し上げております。

ですから、アンケート調査等によりまして、保護者

の方々が未感染の児童については、預かってほしい

というふうな希望を寄せられておりますことも承知

はしておりますが、いずれにいたしましてもまたそ

こで、別な保育施設から保育をする保育士さん方々

だとかスタッフを、またそこで手配もするわけでご

ざいますが、そこがさらに次の感染拡大の一つの場

所になってしまっては、これは何ともなりませんの

で、ですから保護者の気持ちは１２０％事情もわか

ります。お困りになるということも想像もできま

す。 

 しかしながら、感染拡大を防止するということ
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は、さらにその上位に位置するというふうに考えて

おりますので、緊急対応はできるような体制は当然

整えますけれども、まず接触者、接触する機会が最

小限に食いとどまるようなことを町民の皆さん方に

御協力を求めていきたいなと。あわせて、それぞれ

働いておられる事業者の方々にも、こういう事態で

ございますので、もし事態が発生したときには、ぜ

ひ御理解と御協力をいただきたいということもあわ

せてお願いをするようにということで、担当の方に

は指示してありますので、町を挙げて感染拡大を図

る必要があるというふうに認識しておりますので、

御協力賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、２番村上和子君の一般質問を

終了いたします。 

○議長（西村昭教君） 次に、５番米沢義英君の質

問を許します。 

○５番（米沢義英君) 私は、さきに通告してあり

ました５点、町長に質問いたします。 

 第１番目には、新型インフルエンザ予防対策につ

いてお伺いいたします。 

 新型インフルエンザの感染が、今、全国的にも広

がりを見せているという状況にあります。厚生労働

省の見通しでは、毎年の季節性インフルエンザの２

倍程度に当たる国民の２割が発症した場合、ピーク

時には１日当たり約７６万２,０００人が発症し、

４万６,０００人が入院することになると報道され

ています。また、現在の流行がピークを迎えるの

は、９月下旬から１０月上旬と見られるとも述べて

います。 

 新型インフルエンザは、多くの人に免疫力がな

く、一気に広がっているのが特徴となっています。

特に、子供たちが感染しやすく、ぜんそくや糖尿病

など基礎疾患がある人や妊娠している人は重症化し

やすいとされています。死に至る危険性は季節性の

インフルエンザよりも、かなり高いともされていま

す。当面、重視されなければならないのは、予防で

あります。多くの人が集まる学校・保育所・医療・

介護施設を初めとする公的機関や多くの集会施設な

どで、集団感染をいかに防ぐか広がりを防ぐかとい

うことではないでしょうか。 

 また、そのためには基本的なことでありますが、

うがいや手洗いなどに心がけるとともに、あるいは

学級閉鎖、あるいは休所や休園などになった場合、

親や家族の負担軽減をいかに図るかということも求

められてきているのではないでしょうか。さらに、

医療機関のベッドの確保や相談窓口の充実など、必

要な手だてをあらかじめ整えて対処することが、

今、求められています。 

 さらに、新聞報道では、道がまとめた道内の集団

感染の発生状況では、８月２５日から９月１１日ま

での間、発生件数では２９９件、患者数では１,９

４２人になり、流行期に入った１週間前から比べて

件数では７２％、患者数では８２％がふえたと公表

されています。上富良野町においてもインフルエン

ザの感染予防対策が強化されつつありますが、個人

や集団感染をいかに防ぐかの予防対策が、今、強く

求められていると考えております。以下の点につい

て、町長に答弁を求めます。 

 一つ目には、新型インフルエンザ感染予防対策に

ついての住民への周知と、万が一、発症した場合の

医療機関の対応についてお伺いいたします。 

 二つ目には、国が示したワクチンの優先接種順位

の対象者についてお伺いいたします。また、学校・

保育所・医療機関などの新型インフルエンザ対策等

についてお伺いいたします。 

 さらに、保育所で感染者が出た場合には、閉所な

どを余儀なくされます。そういった場合の未感染児

の保育所の確保が必要と考えますが、この点につい

ても改めてお伺いいたします。 

 三つ目には、乳幼児・児童・生徒に対する新型イ

ンフルエンザ予防接種の公的補助の考え方について

お伺いいたします。 

 次に、お伺いいたします。 

 子供が、最近、細菌性の髄膜炎にかかるという状

況があります。この点について、髄膜炎の予防対策

はどうあるべきか、どう考えているのかについてお

伺いいたします。 

 細菌性髄膜炎は、毎年、約１,０００人もの乳幼

児がかかる病気で、初期には発熱以外に特別な症状

が見られないため、診断も難しいとされておりま

す。そういう意味では、診断も大変であり、病状が

極めて悪くなった段階で発見されるということも今

問題になっております。そういう意味では、あらか

じめの予防対策が、今、問われております。ヒブと

は、ヘモフィルス・インフルエンザ菌ｂ型という略

であります。インフルエンザとは全く違うわけであ

ります。 

 しかし、患者は健康な保菌者の鼻やのど、せきな

どから生じた飛沫中に含まれていることがあり、こ

れが飛散して口などに入り、そして病気になるとい

う事態が広がっています。そういう意味では、死亡

率は今では５％、後遺症の残る率については２０％

とも言われています。しかし、この病気の原因とさ

れるインフルエンザ菌ｂ型ヒブと肺炎球菌には、既

にワクチンができあがっております。世界保健機構

（ＷＨＯ）では、１９９８年に世界中のすべての

国々に対して、乳幼児へのヒブワクチン無料接種を
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推奨しています。肺炎球菌についてもワクチンが世

界で７７カ国承認されています。このワクチンを定

期接種した国々では、細菌性の髄膜炎は、過去の病

気となりつつあると報道されています。アメリカは

発症率が約１００分の１に激減したとも言われてい

ます。日本では、ヒブワクチンは２００８年１２

月、ようやく接種できるようになりましたが、まだ

任意の接種のため、４回の接種で約３万円もかかる

という状況であります。子育て世代にとっては、大

きな負担になっています。 

 そういう意味では、ヒブワクチンの公費による定

期接種が、今、求められています。恐ろしい細菌性

髄膜炎から子供たちを守るためにも、ぜひとも町に

おいてもヒブワクチンを公費による定期接種と定期

の公費による負担軽減を実現してはいかがでしょう

か。道内では苫小牧市、あるいは浜頓別町、幌加内

町、栗山町では既にヒブワクチンの助成を始めてい

るという自治体が出てきており、町も積極的に将来

の子供の命を守るためにも、公費の実現をすべきで

はないかと考えますが、この点についてお伺いいた

します。 

 次に、高齢者専用住宅の建設についてお伺いいた

します。 

 上富良野町の介護保険事業計画・高齢者保健福祉

計画では、高齢者の人口は平成２６年には３,０５

１人になると推計しています。今後、高齢者が地域

の人たちと安心して生活できる環境づくりや地域で

の支援事業の充実は、一層重要になってくるものと

考えています。 

 今、町においても老人世帯の老夫婦、あるいはひ

とりで暮らしている老人の世帯など多数、今、ふえ

てきております。そういう世帯では、食事がなかな

か思うようにつくれない、あるいは閉じこもりがち

になるなど、社会とはまた異質の中で生活せざるを

得ないという環境も一部見受けられております。 

 そういう意味では、きちっと高齢者の方が安心し

て暮らせる、そういう環境づくりというのは何より

も重要であります。一部の自治体では、公営住宅に

自立支援センターを併設して、２４時間体制で高齢

者の日常生活を支える動きが出てきております。ま

た、デイサービスを兼ねたそういったところでのお

年寄りを、２４時間見守るなどのケースも見受けら

れ、お年寄りに対するケアつき公営住宅の建設も始

まっております。 

 上富良野町においては、今後、公営住宅の建設と

あわせた高齢者の日常の生活を地域の人と支え合

う、支え合える高齢者支援機能を持ち合わせた高齢

者のケアつき住宅というのも計画に入れるべきだと

私は考えますが、この点について町長の見解を求め

ます。 

 次に、中茶屋の運営についてお伺いいたします。 

 地域活性化の事業として、中茶屋の運営は町が商

工会に運営を委託していましたが、管理経費等の見

直しにより、現在、ＮＰＯ法人であるたんぽぽの会

に運営を全面的に委託しているというのが実態であ

ります。この間、会の努力もあり、宅老所や地元の

農産物、工芸品なども販売し、地域とのつながりを

重視した取り組みがなされ、盛況になっている多く

の人たちが出入りするという状況なっています。今

では、中茶屋の実質的な運営というのは、管理とい

うのは、たんぽぽの会がしていると言ってもいいの

ではないでしょうか。 

 そのことを考えれば、たんぽぽの会や商工会とも

協議し、運営のあり方を見直して、宅老所の機能を

持ち合わせた地域の人たちの交流の場として、運営

をたんぽぽの会に委託するということが最善の策で

はないかと考えますので、この点について見解を伺

います。 

 次に、マイマイガ対策についてお伺いいたしま

す。 

 環境の変化により、マイマイガの異常発生が生じ

るという事態になっています。商店街では、その駆

除に、大変だという声が聞かれております。また、

地域においてもそのような声が聞かれます。さら

に、一部商店街においては、自費で電球をナトリウ

ム灯に取りかえるなど、自衛策に出ているところも

ありますが、町において今後の対策等についての見

解はどのようにされるのか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の１項目めの

新型インフルエンザ予防対策に関する４点の御質問

に、まずお答えさせていただきます。 

 初めに、１点目の予防策の住民周知についてであ

りますが、手洗い・うがい・せきエチケットなどの

感染予防法及び感染を疑わせる症状がある場合の受

診方法等につきましては、町の広報、ホームペー

ジ、防災無線放送、パンフレットの配布のほか個別

相談に応じるなど、その周知に努めてまいってきて

おります。 

 今後、９月２５日号の町広報に、特集記事の掲載

を初め、継続して町民の皆様へお知らせしてまいり

ますとともに、富良野保健所管内において集団感染

が見られた場合には、防災無線放送などを活用し、

迅速にお知らせしてまいる予定でおります。 

 集団感染者発症時の対応につきましては、町全

体、あるいは各施設ごとにおける対応方針に基づ

き、感染拡大防止策を講じてまいる所存でありま

す。 
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 次に、２点目の新型インフルエンザワクチンの優

先接種対象者数についての御質問でございますが、

当町におきましては、現段階で、おおむね２,００

０人が対象となるものと推定しております。 

 対象者には、１０月下旬から、医療従事者・妊

婦・基礎疾患を有する方・小児及び１歳未満の小児

を持つ両親の順に、国と契約を結んだ受託医療機関

において、段階的に接種が始められる予定でありま

す。 

 次に、３点目の学校、保育所、医療機関における

新型インフルエンザ対策についての御質問でありま

すが、学校に関することにつきましては、後ほど教

育長から答弁いたさせていただきますので、御了解

をお願い申し上げます。 

 当町の主な公共施設につきましては、新型インフ

ルエンザ対策として、速乾性消毒液を配置したとこ

ろであります。 

 保育所におきましては、富良野保健所と連携を図

るとともに、当町の対応方針に基づいて対応を図っ

てまいります。 

 また、感染拡大の場合の未感染児の１次預かりに

関する御質問でありますが、町といたしましては、

一義的には感染拡大防止に最大限の意を払わなけれ

ばならないと考えておりますが、保育所入所保護者

のアンケートを実施いたしました結果、引き続き預

かり保育を希望する向きもありますことから、状況

に応じて、その必要性を慎重に見きわめ、判断して

まいる所存であります。 

 医療機関における対策につきましては、北海道の

方針に沿って、８月１０日から町内すべての医療機

関において、発熱者の事前電話相談など感染防止策

に努め、新型インフルエンザ疑いの方が、診療を受

けられる体制整備を行っております。町立病院にお

きましても、院内感染症対策会議を定期的に開催

し、マスクの自動販売機設置、発熱者と一般患者の

接触を減らす対応など、積極的に来院者の感染防止

策を実行するとともに、院内医療従事者において

も、サージカルマスクの着用・うがい・手洗いの励

行など、基本的な感染予防策の徹底に努めていると

ころであります。いずれにいたしましても、感染拡

大防止が最も重要と考えますので、これを最優先に

諸対応をしてまいります。 

 次に、４点目の幼児・児童・生徒に対する新型イ

ンフルエンザ予防接種の公的補助についてでありま

すが、現在、国の方針としてワクチン接種は、個人

予防を主たる目的としておりますことから、ワクチ

ン接種を受けた者、またはその保護者から、実費相

当額を徴収させていただく予定であります。また、

低所得者の負担軽減措置につきましては、国におい

て検討することが示されておりますことから、その

動向を見た中で対応を図ってまいる所存でありま

す。 

 次に、２項目めの細菌性髄膜炎ワクチンの予防対

策に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 脳や脊髄を守る膜に細菌が感染し、炎症を起こす

細菌性髄膜炎の半数以上を占める菌であるヒブは、

乳幼児の健康を守る上でワクチン接種による予防

は、重要なことであることと認識しております。 

 国内では、希望者分のワクチン確保に時間を要し

ており、今後、接種対象者の拡大に見合う安定した

供給体制に課題があること、また、国内における安

全性、有効性についても、さらに情報収集や検討が

必要な段階であると言われておりまして、今後も国

における検討状況や供給状況などの情報収集に努め

てまいります。このようなことから、現在、定期接

種による公費助成での接種は予定しておらず、課題

の一つとして認識させていただきたいと考えており

ます。 

 次に、３項目めの高齢者専用住宅の建設について

の御質問にお答えさせていただきます。 

 高齢社会が進展していく中、当町におきましても

年々高齢化率が上昇し、やがて４人に１人が６５歳

以上となる時代がやってまいります。これに伴っ

て、高齢者の単身世帯や高齢者夫婦世帯がふえてい

くものと見込まれております。 

 社会情勢の変化や家族構成の変化に伴って、高齢

期の住まいに対する環境が徐々に変化し、家族との

同居や隣居が、可能な方が減少していくのではない

かと考えられます。こうした社会情勢の変化や高齢

者人口の増加の中で、今後におきましては、高齢者

が安心して暮らし続けることができる住環境の整備

は、重要なことと考えております。 

 現在、町といたしましては、高齢者の身近なとこ

ろで、介護予防を中心とする地域支援事業を一層推

進することを初め、町営住宅の建設に当たりまして

は、入居者の高齢化が進展している状況から、高齢

者に加えて乳幼児や障害者にもやさしい住宅とし

て、ユニバーサルデザインによる町営住宅の建設を

進めているところであります。 

 また、今後の建設計画といたしましては、自立生

活支援センターの併設は別といたしましても、高齢

者の入居者と、その高齢者の生活支援などを入居条

件とした若い世帯の方が同一団地に入居する、いわ

ゆる高齢者対応型町営住宅等につきましても、なお

調査・研究を進めながら、高齢化社会に対応できる

町営住宅の計画的な整備を図ってまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの中茶屋の運営についての御質問
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にお答えいたします。 

 中茶屋の運営につきましては、商店街への集客力

を高め、商店街の活性化を図る目的で、平成１６年

に商工会が開設いたしましたものでございます。平

成１８年に、商工会職員が退職いたしましたが、人

員を不補充としたことによりまして、職員を常駐さ

せることが困難となって、協議の結果、商工会がＮ

ＰＯ法人「たんぽぽの会」に施設管理を委託するこ

とになり、現在に至っているものであります。 

 今後の運営方法につきましては、運営管理者であ

ります商工会から、運営方法について特にお話もな

く、私のほうから運営方法について申し上げる状況

でないことを御理解賜りたいと存じます。 

 今後、商工会から何らかの考えが示され、協議の

上、方向性が定まりました段階におきましては、議

員御質問の運営方法について、選択肢の一つである

と考えておりますので、御理解をお願い申し上げま

す。 

 次に、５項目めのマイマイガ対策についての御質

問にお答えいたします。 

 昨年の夏ごろから大発生をいたしましたマイマイ

ガは、町民の皆様には自然現象とはいえ、大変御苦

労されておりますことは、十分理解しているところ

であります。 

 北海道におけますマイマイガの大発生は、過去の

記録によりますと、昭和３４年から３８年までの５

年間、昭和４８年から４９年までの２年間が記録さ

れており、今回は３３年ぶりに全道的に大発生し、

大量発生はことしで３年目を迎えており、文献によ

りますと、マイマイガは森林で成長するため、その

発生源が特定しにくく、根本的に駆除することは難

しいとされております。 

 また、マイマイガは、局所的に１０年間隔で大発

生する傾向があると報告されており、過去の観測結

果によりますと、「ウイルスや寄生蜂、天敵のカメ

ムシの存在などにより、同一場所での発生は２年か

ら４年で消滅的に終息する」と記述されているとこ

ろであります。このことから、今回の富良野地方の

マイマイガの大発生も、ことし、または来年を含め

た２年間程度をピークに、急速に終息する可能性は

高いのではないかと、予想されているところであり

ます。 

 町の対応といたしましては、特に生活安全上の被

害も報告されていない状況から、現在のところ、駆

除対策について助成策を講じることは考えてござい

ませんが、来年度の大量発生防止に有効とされる卵

の除去など、自己防衛に取り組んでいただくことを

基本として、自衛策に関して有効な情報がありまし

たら、積極的に情報提供してまいりたいと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 なお、今回の大発生において、交通安全など道路

管理上での大きな支障もありませんでしたが、次の

大発生への対応も考慮しながら、今後、町が設置管

理する外灯の新設時や更新時におきましては、昆虫

に対する誘因性の低いナトリウム灯や同じく誘因性

が低く、消費電力を抑制できるＬＥＤ照明などへの

転換を計画的に進めていくべきと考えておりますの

で、あわせて御理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ５番米沢議員の１項目め

の新型インフルエンザの予防対策に関する３点目の

学校に関する御質問につきましては、私のほうから

お答えさせていただきます。 

 学校につきましては、日ごろから保護者や学校医

と連携して、児童・生徒の健康状態の把握に努め、

健康管理を行うとともに、児童・生徒には、うが

い・手洗い・せきエチケットの徹底のほか、せきな

どの症状がある児童・生徒には、マスクの着用や早

期病院への受診など指導を行っております。また、

学校における対応方針を定め、感染拡大防止が的

確、かつ迅速に行うよう徹底を図っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) 新型インフルエンザについ

て質問をさせていただきます。 

 町においては、インフルエンザの予防対策という

ことで、広報等周知するということで、今、既に進

められている部分もあります。いずれにいたしまし

ても、やはり啓蒙・啓発ということを第一義的に考

え、いかに個人のインフルエンザを広げないかとい

うことも含めた対策が必要かというふうに考えてお

ります。 

 そこでお伺いしたいわけですが、今回、インフル

エンザの対策に当たっての予防接種等の公費負担に

ついてお伺いいたします。 

 基本的には、たしかに自分で管理するということ

は、基本かというふうに思います。聞くところによ

りますと、七、八千円かかるのではないかという話

も聞かれてきております。私は、この間感じている

のは、せめても小中学生・乳幼児含めた、そういう

義務的な高校生まで広げていただければ一番ありが

たいとは思うのですが、やっぱりそういったところ

にきちっと公的な補助を、町としても考える必要が

あるのではないかというふうに思います。 

 国のほうでは、低所得者等いろいろと対策も今始

められようとしておりますが、いずれにしてもこう
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いった感染というのは、とどまることは知らないわ

けで、所得あるなしにかかわらず、この病気という

のはかかるわけですから、そういう意味では、健康

を守る、町の健康管理を第一義的に考えた場合、公

的補助というのはどうしても必要な部分ではないか

というふうに思いますが、ただ、国の動向を考える

前に、町独自の対策として当然あってしかるべきだ

と思いますが、この点についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員のインフルエ

ンザの接種に関します公的負担の件に関しましてお

答えさせていただきます。 

 すべての住民の皆さん方に、該当される皆さん方

に接種を公費で負担、すべてと申しましょうか、対

象者ですね、今、議員がおっしゃいましたような小

中学生含めてという。形としては、そういうあり方

として考えるということは、考えの一つとしては、

そういう考えもあるのかなということで理解は十分

できます。 

 しかしながら、今回のインフルエンザにつきまし

ては、額の多寡はありますが、国におきましてもそ

の負担の低所得者に対します軽減措置等もまだき

ちっと示されていない状況でございまして、町とい

たしましては、定期接種等のワクチンにつきまして

は、公費負担をもって対応させていただいておりま

す。今回の新型インフルエンザにつきましては、任

意接種という位置づけをさせていただいておりまし

て、それぞれ実費負担をお願いするという考えで臨

む予定でございます。 

 対象者すべてが、公的な助成を受けて接種をする

ということは理想的な方法ということでは、先ほど

申し上げましたように理解いたしておりますが、や

はりそこはきちっと負担のあり方というものは、こ

れによらず個人の受益者の方々が負担をする、ある

いは公が負担するということは、あらゆるものにつ

いて共通して言えることでございますが、今回の新

型インフルエンザにつきましては、接種者によりま

す負担をお願いするという方向で取り進めをさせて

いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) そうしますと、今回の動向

を見た中で対応するということと、今、町長が対応

できないということ、矛盾するのだと思うのです

が、この点はいかがなのかなというふうに思いま

す。 

 例えば、小中学生１,２００人ぐらいとした場

合、仮に６,０００円、７,０００円とした場合、半

額町が持ったとしても３６０万円ぐらいで、この財

源を基金など取り崩しながら、こういったところに

充てる、そういう対策をやりながら健康を守るとい

うことが、私は、町に求められている課題だという

ふうに思います。 

 特に、新型インフルエンザということで、いろい

ろな危険性も取りざたされている中で、そういった

ことはせめてもやっても、これは本当に罰は当たら

ないし、小中学生・乳幼児に至っては、お母さん方

にとっても本当に健康を守る立場から、お金の使い

方としても価値あるお金の使い方だと思いますが、

この点についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 公費負担のインフルエンザ

ワクチンの接種に関します公的補助についての御質

問に再度お答えさせていただきますが、公費負担の

あり方そのものの基本的なスタンスは、しっかり見

きわめなければならないと。やはり多くの町民が公

平感を持って暮らしていただくことが、私は、やは

り大前提になければならないと。ただいま議員から

お話ありました財源をどこに求めるとかという以前

の基本的な立場に立脚して、判断しなければならな

いのではないかなというふうに理解しているところ

でございまして、そういう面におきまして、このた

びの新型インフルエンザにつきましては、任意接種

という性格もございまして、通常の季節型インフル

エンザと同等の対応をとることが、私としては、町

の取るべき立ち場だというふうに理解しております

ことと、先ほどの御質問の中で若干お答えに不足が

あったかと思いますが、町の対応を見きわめるとい

う意味合いは、低所得者に対します国の対処方針

が、公的助成がどのようにあるのか、まだ示されて

いない状況でございまして、それらの状況の中から

公的負担というものが、国の対処の仕方によって一

考を有するような状況が国から示されるのかどう

か、そういったこともまだ十分見きわめがつきませ

んので、そういった意味を含めまして、町として今

後の経過を見きわめたいというような意味で御答弁

させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) 国の低所得者の負担も憲法

２５条の国民は、文化的、健康な生活を送るという

立場から、全部こういう趣旨の中から、こういう負

担軽減だとか来ているわけで、私はその趣旨から

言ってもやはり住民の健康を守るという立場から立

てば、別に不公平感は恐らく住民は持たないと思う

のです。子供ですから、将来の町を支える子供たち

に、少しでも元気でいてほしいという思いは共通だ

と思うのです。 
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 そういう意味では、町長、ここら辺については異

論ないと思うのですが、そのことを考えたときに、

私の発想というのはそういう形になると思うのです

が、どうお考えでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 考え方、思いに対しましては、何ら議員のお考え

に異を感ずるものではございません。しかしなが

ら、先ほどもお答えさせていただきましたが、あら

ゆることに共通する部分もございますが、やはり公

的負担・公的補助ということは、回り回って皆さん

がまた負担をするということに連動して来ることで

ございます。そういう一連の流れの中で、公平負

担、公正な負担のあり方ということを根っこにおか

なければならないということで、私は、やはり負担

を求めながら、たとえ幼児教育である、幼児医療で

あろうとも適正な負担を求めながら、お互いに町を

つくっていくということは、これからもあるべき姿

ではないかというふうに、私は理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) この点、ぜひ検討課題とし

て加えていただきたいと思いますが、もう一度確認

しておきます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問に再度お

答えさせていただきます。 

 １点、まず繰り返しになりますが、考えそのもの

で米沢議員と基本的な考えで特に違いは、そのすべ

ての皆さんが負担がなくできればいいなということ

は、これは私も何ら異を感ずるものではございませ

ん。 

 ただ検討を、この対策におきまして検討の課題に

なるのかどうかということは、やはり国におきまし

て低所得者等を含めて、どういう負担が望ましいの

か、あるいは軽減策が望ましいのかという、私は一

定の方向性が示されるというふうに期待しておりま

して、その方向性がどういう方向性かということが

予見できないものですから、それを見きわめた上

で、検討する必要があれば検討するということで認

識しておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) ぜひ検討していただきたい

というふうに思います。 

 次に、保育所の問題なのですが、確かにそこで感

染がまた開設して広がる、そういう可能性もあるか

というふうに思いますが、再度確認したいのは、そ

ういうことも含めた２段構えで保育所を開設する用

意はあるのかと、ここはあるということで承ってよ

ろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員のインフルエ

ンザ蔓延時の拡大時の保育所の対応につきましてお

答えさせていただきますが、非常に議員も今御質問

の中で申されておりましたが、開設することが必ず

しもベストかということになりますと、非常にそこ

にまた原因が起因するようなことも想定されますこ

とから、非常に私としては悩ましいというのが正直

な心境でございます。 

 しかしながら、実態の中には、アンケート調査の

中にもありましたように、やはり何としても未感染

児につきましては、ぜひ預かってほしいというよう

な希望もあることも、これは一方で事実でございま

すので、私としては、先ほどお答え申し上げました

ように、感染防止拡大を何にもまさる最優先といた

しまして、その次において一時預かりも必要で、避

けて通れないということでありましたら、そこがさ

らに感染の源にならないような最大限の配慮をしな

がら、対応を進めていくという準備はさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) そういう方向で進めるとい

うことでありますが、ただ、これ後ろ向きのそうい

う方向で考えるというのではなくて、やはりそう

いった状況に置かれているお母さん・保護者の方が

いるわけですから、実態として、休むことができな

いという場合もあるでしょう。例えば、身近に見て

くれる方がいないという場合も想定されるわけで、

そういうことを考えたら、やっぱりきっちりと、い

ついかなることがあっても当然間口は開くというこ

とが課題としてのぼってきているのだと思います

が、この点は、そういうことを考えれば、当然、開

所ということも必要になってくると思いますが、こ

の点もう一度確認しておきます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 緊急避難的な対応といたしましての一時預かりに

つきましては、そういうことが想定される、先ほど

からもお答えしておりますが、そういうことが想定

されるという想定をしまして、諸準備を進めている

ということは、はっきり申し上げておきたいと思い

ます。 

 具体的に、では保育に当たる人をどなたに特定す

るということは、それは考えは持ち合わせておりま
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せんが、発生が仮に閉所するような事態に至ったと

きに、閉所する保育所の中で感染をしていない保育

士さん等が、一時預かりについて対応するというよ

うな方法になろうかと思いますが、あらゆることを

想定した準備は整えておりますので、後ろ向きな考

えでないということを。ただ、さあどなたもどうぞ

いらしてくださいというようなそういう取り扱いで

ないと、極力、やはり自宅で静養するのが、未感染

児と言えども自宅でなるべく外部との接触を少なく

するというのが、感染を防止する上においてはベス

トだと思っておりますので、そこら辺とそれぞれの

個々の事情を考慮した最善の対策がとれるような諸

準備は、既に行っておりますので、御理解を賜りた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) やはり基本的には、こうい

うアンケート調査の結果もおわかりのように、やっ

ぱり預けてもらいたいと、見てもらいたいという声

があるわけで、きっちりと公的な機関で、努力もせ

ずにこれはだめだという話にはなりませんので、こ

れはきっちりと窓口として、公的機関としてやると

いうことをぜひやってほしいと思います。 

 次に、細菌性髄膜炎の対策についてお伺いいたし

ます。 

 今、日本国内においても年間６００名ぐらいの

方、あるいは１,０００名ぐらいの方がこういった

症状にかかるという報道をされています。かかった

中で、手足に障がいが残るなどが、２５％に上ると

いう形になっています。特に、いわゆるゼロ歳児や

５歳未満児等の低年齢の中で、非常にこのウイルス

に冒されて重症化するということが報道されており

ます。上富良野町においてもあるお母さんは、ヒブ

ワクチン予防をしたという方も既におられます。 

 そういう意味で、子供たちの健康を守る上でもこ

の病気というのは死の病って、いつどうなるかわか

らないというような事態を招きかねないという状況

下というふうに思います。 

 そういう意味では、私は、改めて町が今後課題の

一つとして認識しているということであれば、これ

をきっちりとして他の自治体も、これから広がりを

見せるのだろうと思いますが、行っていますので、

この公的補助をきちっと制度化させてやる構えがあ

るのかどうなのか、もう一度、考え方を求めたいと

思います。あとで麻痺が残って、２０年も３０年も

寝たきりだという話も全国的な事例で聞きますの

で、そういうことになれば親も本人も寂しい思いを

するわけで、この点、町長の見解を求めておきたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の２項目めの

細菌性髄膜炎ワクチンの予防接種についての御質問

にお答えをさせていただきます。 

 このワクチンの公費助成に、予防対策につきまし

ては、現在、ヒブワクチンそのものの入手が非常に

まだ困難であるということと、それぞれこの病気が

流行するものでないというようなこともございまし

て、公費助成をもって接種するということ、あるい

はそういう状況ではないということで、国内的に見

ましても意見が非常にまだ分かれているというよう

な報道も聞いております。 

 そういう観点から、またワクチン自体の入手も容

易ではないというふうなことも聞いておりまして、

全国的に見まして、公費助成によって接種をされて

いるところもあることは承知しておりますが、町と

いたしましては、今後、このヒブワクチンが国とし

ての正式な見解も発表されていないというふうに聞

いております。そういった推移も見きわめながら、

まだ、これはヒブワクチンに対します考え方は、双

方、賛否両論まだまだ双方があるということで、一

定の方向づけが明確でないというように私認識して

おりまして、町もさまざまな情報収集をしながら検

討する課題の一つとしての認識は、持ち続けたいと

いうふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) 広がる可能性はないけれど

も、かかる可能性はあるわけですよ、これ。そうい

うことを考えたら、行政の対応としては国の動向を

待たずとも、これに対して敏感に対応している方も

上富良野町にも実際いるわけですから、やはりそう

いうところを先取りしながら対応するということも

必要だというふうに思いますし、何よりもかかって

からでは遅いわけで、ワクチンの取りようによっ

て、重症を軽度化になったということも聞かれます

ので、ただ国の動向待ちではなくて、事実として、

保健薬として認証されていないだけで、国もこれに

対しては重要な課題だというふうに認めているわけ

ですから、そのことを考えたら行政として、自治体

として行っても何も不思議ではないと思いますが、

この点お伺いいたします 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 町といたしましては、このヒブワクチンに対しま

しては、先ほどのお答えに重複いたしますけれど

も、まだきちっと国としてのまず位置づけが明確で

ないということは、その判明にまだこれに伴うリス

ク等もきちっと解明されていないというようなこと
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も情報として聞いております。 

 そういうことから、積極的に町が今、感染はしな

くても罹患はするということは、そのとおりでござ

います。これについては、それぞれ該当されるお子

様をお持ちの方が、現在のところ自己判断で対応さ

れることがあるべき姿だというふうに考えておりま

して、十分な国の見解、あるいはそういったもの

が、我々が町民に説明できるような前提条件が整う

ような状況を迎えましたら、これはまたその時点で

町民の皆さん方にいろいろ御意見をいただきなが

ら、町としての対処方針は定めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) 町長、地方分権の時代だと

言われているのです。町長、わかるように。それ

だったら、地方分権の時代だったら行政が独自で判

断して、それだけの動き、自治基本条例もつくって

いるわけですから、そういうまちづくりをしようで

はないかということの自治基本条例ですから、積極

的にやって、先取りした中で子供たちのとにかく健

康を守るという、町長の姿勢としてなくてはならな

いのだと、私、基本的な姿勢としてこうだと思うの

です。都合悪くなったら、これは自己負担ですよな

んていうのはとんでもない話で、ぜひ見直していた

だきたい、ぜひ検討していただきたいというふうに

述べまして、次に移らさせていただきたいと思いま

す。 

 高齢者住宅の問題ですが、本当に高齢者が多くな

りました。障がい者の方もふえてきております。そ

ういう意味では、私、地域で安心して暮らせるデイ

サービスも形として、ああいう形が地域にあれば、

本当にいいのだと思います。 

 私の構想としては、そういうものが地域にあっ

て、何カ所か数カ所あって、地域の人たちと交流が

深められる。そこへ行って、食事もできるというよ

うな形の中で、やっぱり体制づくりというのは、こ

れからの上富良野町の地域福祉計画に基づけば、そ

ういう体制づくりも必要だというふうに思います。 

 公営住宅の建設が、これから進められようとして

います。それ以外のところでも、そういう設置が必

要かというふうに思いますが、私は、こういった考

えというのは、町長の基本的な考えをお伺いいたし

ますが、将来は当然必要になるというふうに考える

のであれば、これからそういう考え方についての検

討を加えるという形の認識をしておられるのかどう

なのか、もう一度確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の３項目めの

高齢者専用住宅の建設に関するお尋ねについてお答

えさせていただきますが、これから高齢化時代はま

すます進む中で、町民の暮らし方はどのようにある

べきかと。特に住まいはどういうふうにあるべきか

ということは、大きなテーマであることは私も認識

しております。そういう中で、自立支援センターを

併設したような高齢者が暮らせるような環境を整え

ることは、これは財政的に許せば、私もすばらしい

ものだというふうに理解はしております。 

 しかしながら、現実に行政を取り進める中におき

ましては、なかなかそういったわけにいかない現実

もございます。そういう中で高齢者住宅が、高齢者

の暮らし方・住まい方がどうあるべきかということ

は大きなテーマでございますので、現在、公営住宅

の建設については、先ほどお答えさせていただきま

したように、ユニバーサル住宅を建設しております

が、これからは暮らす場所も大いに検討をする課題

だろうと。暮らす場所、暮らし方、あるいはどうい

う町の世代構成の中で住宅街を形成していくかと、

非常に大きな課題がいっぱいあります。 

 ただ、単純にそこにそういう施設が、住まいが整

備されればいいということではなくて、町全体の暮

らし方のあり方をこれからは一つ大きなテーマとし

て押さえながら、高齢者も含めてどういうふうに安

心に暮らせる住環境を整備していくかということ

を、町の方針として定めていかなければならないと

いうふうに考えておりまして、今現在は、それぞれ

既に取り組みをさせていただいておりますが、それ

ぞれ弱い立場で暮らしておられる高齢者の方々が、

目が行き届かないようなことがないように、これに

は最大限意は用いているつもりでございます。 

 そういった日々の課題を克服しながら、将来の高

齢者を含めた若い世代も含めた住まいの暮らし方に

ついては、町の大きな課題としてこれから位置づけ

てまいる所存でございますので、御理解を賜りたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) ぜひ考え方を膨らませてい

ただいて、既存の施設は使えないのかとか含めて検

討していただければというふうに。 

 次に、中茶屋の問題ですが、商工会の議事録等を

見ましても、この運営等については大変苦慮してい

ると。仮に、別な会が実質的な運営をする場合にお

いては、それも一つの方法ではないかというような

商工会の方針というか、その内容の話も述べられて

おります。既に町長も御存じのように、あそこは実

質宅老所という形の機能持った中で使われておりま

すので、やはりこれは相手がいることですから、商

工会も、当然、宅老所においてもたんぽぽの会にお
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いても、了解を得ないとだめな話でありますので、

やはりそういった部分については、宅老所の機能を

持ち合わせた中で地域との交流をつなげれるような

場所に今なってきていますので、その点、より運営

の委託についてもぜひこれを検討していただきたい

と思いますが、この点どうでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の中茶屋の運

営についての御質問でございますが、現在、これの

設置につきましては、既に御案内のとおりでござい

まして、商工会が事業を通じまして設置した事業

で、運営している事業でございます。 

 いろいろ御努力をいただいております中で、現

在、たんぽぽの会が主体的に運営をしていただいて

おりまして、宅老所としての機能は十分、本当に成

果としてあらわれるような実績を積んできているこ

とは、私も承知しております。 

 ただ、運営主体が、事業者が商工会でございまし

て、現在、たんぽぽに委託していただいております

が、それが今後、町が直接委託云々とかそういうこ

とになりますと、その前段に商工会が現在運営主体

としておりますし、商工会がその意義を十分感じて

運営してきてくれておりますので、商工会のほうか

らぜひ町も中茶屋の運営について、ぜひひとつ協議

の仲間に入ってほしいというような御提言がありま

した段階では、当然町も参画してまいりますが、現

在のところ商工会さんのほうに対して、こういう考

えで考えませんかというような、私のほうから御提

案申し上げる状況にないということだけは御理解賜

りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、５番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 昼食休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時５２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、３番岩田浩志君の一般質問を許可いたしま

す。 

○３番（岩田浩志君） 私は、さきに通告してあり

ます３項目について質問させていただきます。 

 まず１項目め、入札制度の見直しについて。 

 全国的にも公共事業が減少する中で、今回、国の

経済危機対策が講じられたものの、我が町において

も今後公共事業の創設がますます厳しくなることが

予想されます。そのような状況の中、無理な入札が

急増し、建設業界も重大な危機に直面しています。

このような状況が続けば、工事の手抜き、安全対策

の不備や雇用者に対する労働条件の悪化が懸念され

るところです。 

 公共事業の入札については、透明性の確保と公正

な市場づくりの観点から、その事業者が町内に本店

の登記があるのか、事業実績及びボランティアなど

の地域貢献度の評価、町民の雇用者の割合など点数

制度を設定し、総合評価制度の導入を図るべきと考

えますが、町長の見解をお伺いいたします。 

 ２項目めに、意見公募の取り扱いについてお伺い

をいたします。 

 記憶に新しいところでは、日の出公園臨時駐車場

の意見公募がありましたが、意見公募の取り扱いに

ついてお伺いをいたします。 

 町民から寄せられた意見等は、課長会議等で協議

された形跡が見られないが、町長、職員間でどのよ

うな協議がなされて、町広報及びホームページで町

の考えを示しているのか。また、町の考えの中で今

後検討するとあるが、いつまでに検討して答えを出

すのか、今後の検討過程、結果も報告すべきと考え

ますが、町長に見解をお伺いいたします。 

 続いて３項目めの質問ですけれども、上富良野高

校第２グラウンドの管理運営についてお伺いいたし

ます。 

 北海道所有の用地と聞いておりますが、以前は、

上富良野高校野球部の練習や町の行事で利用してい

ましたが、現在の状況は、土石が堆積され、雑草が

生え、やぶ化している状況にあります。住宅街の中

にあって、非常に景観・環境的にも悪く、また、事

件・事故につながりかねない状況にあり、北海道に

対し適正に整備・管理運営を申し入れる必要がある

と思われますが、町として、北海道とこれまでどの

ような協議が行われているのか、また、今後どのよ

うに整備され、利活用される予定なのか、町長に所

見をお伺いいたします。 

 以上、３項目について、答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番岩田議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

 まず１項目めの入札制度に関する御質問にお答え

させていただきます。 

 公共工事の入札につきましては、これまで標準的

な技術や工法を前提とした仕様を規定し、価格のみ

で落札者を決定してきているところでございます

が、議員御指摘のように、公共事業が減少する中

で、受注をめぐる価格のみの競争が激化し、技術力

を持たない建設業者のダンピング受注による工事事
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故や手抜き工事、さらには下請業者や労働者へのし

わ寄せなど、公共工事の品質低下について、全国的

には一部懸念されているところでございます。 

 そこで発注者が、工事内容や周辺の状況などに応

じて、さまざまな評価項目を設定し、企業からすぐ

れた技術やノウハウの提案を募り、価格と価格以外

の要素を総合的に評価する仕組みとして、総合評価

方式が制度化され、その活用も拡大しつつありま

す。 

 現在のところ当町におきましては、さきに述べた

ようなダンピング受注等公共工事の品質低下を招く

ような状況は見受けられませんが、今後に備え地域

貢献度なども評価項目といたしました総合評価制度

の中の一つであります特別簡易型の総合評価方式の

採用も、入札手法の一つとして持ち合わせているこ

とも必要と考え、検討するよう指示しているところ

でございます。 

 現在、指名選考委員会を中心に、当町に合った制

度のあり方について検討を進めているところでござ

いますので、御理解賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めのパブリックコメントに関する御

質問にお答えいたします。 

 パブリックコメント制度は、町民生活や事業活動

等に重大な影響を及ぼすと認められる政策などの策

定時及び改定時におきまして、政策決定過程に町民

の行政参画機会を提供するとともに、町民に対する

説明責任を果たすことにより、行政運営の透明性を

図りつつ、町民参加型の公平・公正な町政の実現を

目指すことを目的に、平成１７年３月から実施して

いるところであります。 

 私といたしましては、町民との情報共有及び町民

参加を目指す手法の一つとして、極めて有効な手段

であると考えているところであります。 

 さて、議員御質問の町民からいただいた御意見に

対する町の考え方の決定方法についてであります

が、パブリックコメントの対象案件が全課にわたる

場合には、課長会議等での意見を参考として、また

個別の案件の場合には、担当課などから意見聴取及

び協議を重ね、できる限り町民の御意見を反映させ

ることを基本としながら、私自身において最終的に

決定させていただき、町の考えを公表しているとこ

ろでございまして、すべて課長会議で協議を行うと

いう形態でないことを御理解賜りたいと存じます。 

 次に、「今後検討する」との表現に対する検討過

程の報告に関する御質問でございますが、基本的に

は「検討する」といったような抽象的な文言は、極

力使用しないように心がけているところでありま

す。しかしながら、パブリックコメントの御意見の

内容によっては、直ちに対応が可能なものと、中長

期に検討を加えなければならないものもございます

し、短期的に検討過程を報告するに至らないケース

もございますが、今後は、町民との情報共有の観点

から、寄せられましたコメントの検討経過について

も、適切にお知らせできるよう改善してまいりたい

と考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、３項目めの上富良野高校第２グラウンドの

管理運営についての御質問にお答えいたします。 

 上富良野高校の第２グラウンドは、北海道の所有

地で、上富良野高校が管理しているところで、以前

は、上富良野高校野球部の練習グラウンドとして使

用されておりました。町の行事にも利用させていた

だいたことや、町の排雪場として利用させていただ

いた経緯もございます。 

 現在の状況といたしましては、議員が御指摘のと

おり、土石が堆積され、雑草、雑木が生え、景観や

環境上からも好ましい状況でないところでありま

す。こうした中で、町といたしましても第２グラウ

ンドの適正管理について、教育委員会を通じて上富

良野高校に申し入れを行い、第２グラウンド周囲の

草刈りなどを実施していただいた経過にあります。 

 また、周辺地域住民の皆様にも、草刈りなどの御

協力をいただいていることもお聞きしており、感謝

申し上げるところであります。 

 現在、上富良野高校において、北海道教育庁に対

して、第２グラウンドの環境整備に係る予算の要求

を行い、大きな石の除去と雑木・雑草の除去に要す

る費用が予算化され、ことし１０月中旬ころから、

環境整備の実施を行おうとしているとお聞きしてお

ります。 

 上富良野高校によりますと、今後の整備及び利用

計画につきましては、従来どおり、年２回程度の雑

草刈りを実施し管理に努めていくものの、高校とし

ての利用は考えていないということであります。 

 私としましても、今後、適正な管理運営をしてい

ただくよう、上富良野高校に対しましてお願いして

まいりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） まず１項目めの入札制度の

見直しについて再質問をいたします。 

 ただいま町長の御答弁では、非常に前向きな答弁

をいただいたなというふうに感じ取っていますけれ

ども、さて、今、社会的にはどのようなことが起き

ているかというと、北海道では以前公共工事の落札

率が７０％から９０％であったものが、本年、上限

の９０％に設定されました。この９０％を下回る入
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札については失格ということで、このことにより道

の予算が２０億から３０億円膨らんだと、膨らむと

いった予想も書かれているところであります。 

 このことから見て、これまで公共事業においては

単に価格競争させていたものが、余りの勢いで企業

の倒産がふえ、その影響により本当に大量の失業者

が発生したと、このような状況を考えると、ハロー

ワークの状況を見ておりますと、受け皿が３割、求

人募集の３倍から５倍の失業者だといった情報も聞

いているところでございます。 

 このことから、失業保険等で保護されている期間

はいいのですけれども、その後においては本当に仕

事がない中で、生活保護者が本当にふえていると。

こういったことを改善する、対応する上では、国も

道もやはり適正な入札が行われて、ある一定の業者

が守られなければ、国も道も各自治体も存続はあり

得ないと、こういったことで道が動き出したものと

考えます。 

 今回、国の緊急経済対策においても失業者の緊急

雇用対策と地域経済の活性化を図ることを目的とし

たもので、自分たちの町は自分たちで守るのだと

いったことを道の建設部の指導のほうからも、最低

落札率の引き上げ及び総合評価制度の導入は、各自

治体の担当者に推進されている状況は、町長もよく

御存じのことと思います。 

 そのことから、これまで町の入札制度において

は、尾岸町長時代に、指名競争入札の中で町外の業

者を１社、２社入れるといった経緯もございました

けれども、先ほどの町長の行政報告の中では、でき

るだけ町内の業者に仕事をしてもらいたいのだと、

そういった意を感じましたので、その点については

私も同感でありますので、そういった方向で進めて

いただきたいなというふうに思います。 

 それで、総合評価制度の導入については、町長も

よく御存じのことかと思いますけれども、近隣は旭

川市、鷹栖町、富良野市といったところが、既に導

入をされているところです。富良野市の内容につい

ては、総合評価制度、地域限定型一般競争入札総合

評価制度という状況で、２,０００万円以上の工事

に対して、本年度から試行的に導入を図ったところ

です。 

 この内容を見ますと、本社が富良野市になく、雇

用者の割合が２０％未満で、地域精通度の低い地方

の業者が入札に参加した場合、おおむね入札率で５

％近く、差がつくというような内容だと聞いていま

す。実際問題として、これだけ差がつくと、ほとん

ど富良野市以外の業者が入札するのは、非常に難し

いというように私は受けとめています。 

 それから、この制度が認められているという背景

には、その地域に本社があり、雇用率も高いという

ことは、地域への貢献度もあり、そのことが入札に

評価されていることが、まさしく公平なことだと判

断できるところです。我が町においても現在のとこ

ろ、指名競争入札がほとんどとのことでありますけ

れども、指名競争入札の中にあっても特に町内にな

い業種及び入札の中で、町外の業者をやむを得なく

入れなければならないような事業に関しては、特に

この制度を早急に導入する必要があるのではないか

というふうに考えております。 

 この問題については、業者と、それから行政だけ

の問題ではなくて、広く町民がこの制度を理解して

いただいて、できるだけ町内の仕事は町内の業者に

やってもらうのだといったことが、やはり今後のま

ちづくりに大きな力になると考えますけれども、こ

の点について、ただいま町長の御答弁で特別簡易型

の総合評価制度という御答弁がありましたけれど

も、この制度は、富良野市で導入している総合評価

制度とどのような違いがあるのか。それから、現

在、検討されているというお答えでありましたけれ

ども、どれぐらいの時期をめどにこれを制定しよう

とされているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番岩田議員の入札制度に

関します御質問についてお答えさせていただきま

す。 

 議員から御提言がございました総合評価方式の入

札制度の導入を図ってはという御意見でございます

が、総合評価制度の採用は、当町にとりましても今

後大いに検討していくべき課題だということでは、

全く考えを一つとするところでございます。 

 ただ、お答えの中でも御説明申し上げましたよう

に、我が町におきましては、現在、ダンピング落札

とかというような傾向はないということで、御承知

おきいただきたいと思います。おおむね９５％を超

える落札率となっているなというふうに理解してお

りまして、私といたしましては当然、予定価格も適

正に決定させていただいておりますことから、この

落札率が町内の経済循環にとっては、適正に機能し

ているというふうに理解しているところでございま

す。 

 それから、お尋ねの中でいろいろ評価制度導入の

意義についてお話がございましたが、お答えが少し

横に逸れるかもしませんが、私も実は公共工事等を

通じまして、いろいろな工事等を通じまして、北海

道がランダムカットと申しましょうか、特に農業土

木について一時指摘をされた時期の入札が、非常に

広範な地域から業者を募って入札をしたという経緯

の中から、工事を経験した経過もございますが、非
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常に本当にその時は身をもって地域に根差していな

い業者の方々が参加されるということは、我々、受

益を受ける地元にとってどれだけ不便だったかとい

うことを私も実感しておりまして、今、岩田議員が

お話、御提言にありましたような地域性を考慮した

入札制度を取り入れることは、我が町にとっても有

益であると。導入の時期につきましては、現在、平

成２１年度に入りましてから国の補正予算等におい

て、地域の活性化等を促すという趣旨で行われてお

ります事業につきましては、国のほうもなるべく地

域が活性化するように配慮するようにということで

ございますが、今後、通常の事業展開の中では、こ

ういう方法を取り入れることが地域のためにいいこ

とにつながるというふうに考えておりますので、新

しい、ことしの平成２１年度では予定しております

事業以外に想定できませんので、２２年度以降に対

応できるような準備だけは、それぞれどういう事案

が起きてくるか、ちょっと今のところ想定できませ

んけれども、広く業者を求めなければならないよう

な事案が、一般的に申しますと大型事業かなという

ことが想定できますけれども、そういうときに備え

た準備は、十分備えておきたいなというふうに考え

ております。 

 それから、お尋ねの中で簡易型と総合型、その区

分けは厳密にちょっと私承知しておりませんので、

担当のほうからお答えをさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） 岩田議員の御質問にお

答えいたします。 

 総合評価方式、今、国のほうから提案されている

形式四つあります。まず一つに、高度・技術提案

型、これにつきましては技術的な工夫の余地が大き

いものを言っておりまして、あと景観だとかライフ

サイクルコスト等の観点、これを総合的に評価しよ

うとするものです。もう一つが、標準型というもの

でありまして、これも技術的な工夫の余地は、最初

言ったものと同じように大きい工事について行うと

しております。ただ、最後のほうで言いましたライ

フサイクルコストだとか景観との調和、それらの項

目がないものが標準型ということで言われておりま

す。三つ目が簡易型というものです。これにつきま

しては、技術的な工夫の余地が小さい工事というこ

とで、あとは簡易な施工計画や種類類似工事の経

験、工事性質等に基づく技術力と価格等の総合評価

を行うものを簡易型と言っております。 

 それに、さらに特別簡易型でありますけれども、

今、言いました簡易型から施工計画を評価項目とし

ないで、工事成績や施工実績等に定量化された事項

等入札価格による総合評価を実施するというもので

あります。ちなみに特別簡易型につきましては、総

合的に評価する項目でありますけれども、評価項目

として企業の施工能力、配置予定技術者の能力、地

域貢献度、その他というような四つの項目で評価を

しようとするものであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） ただいまの課長の説明、そ

れから町長の御答弁で、簡易型総合評価の中で、私

が一番危惧するところが地域精通度、ボランティア

だとか、それからそこに本社が、本店があるかとい

う部分について、もう一度、町長のお考えをお聞き

したいのと、それから今年度は無理だけれども、来

年度に向けて検討しているのだということでありま

すけれども、そうしたら来年度早々から取り組める

ような方向で町長はお考えなのか、あわせてお伺い

いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番岩田議員の入札制度の

見直しについての御質問にお答えをさせていただき

ます。 

 ただいま御質問の導入時期、あるいは導入に当た

りましての考え方でございますが、こういう制度を

導入する方針を定めましても、受注側となります企

業のほうに、そういう予告をしておりませんので、

当然、企業の例えばボランティア活動にいたしまし

ても地域貢献度にいたしましても、そういう前提で

の今まで企業活動は、要するに同じ土俵で相撲を

とってくださいというような提示を今までしてきた

経緯にないものですから、やはり企業の方々にそう

いうことに備える準備と申しましょうか、そうか

と、今度はそういうようなことの評価をしていただ

けるなら、ぜひ会社としても貢献をしていくように

頑張ろうという、そういう助走期間も与えるべきか

なと思いますので、２２年度から導入できるような

準備をさせていただければいいかなというふうに、

今現在考えております。 

 それから、本店の所在云々等につきまして、まだ

検討の過程でございまして、申しわけありませんけ

れども、具体的なまだ考えに至っていないので、考

えが煮詰まり次第、また皆さん方に御相談申し上げ

て、取り進めさせていただきたいと考えております

ので御理解賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） 非常に前向きなお答えをい

ただいたというふうに理解しています。 

 次に、２項目めの意見公募について再質問をいた

します。 
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 日の出公園臨時駐車場の意見公募を例にとります

と、当然、町長の魂がここに入っているのだろうな

というふうに思われますけれども、担当課から意見

を聞いて協議を重ねたと、町長の御答弁にありまし

たけれども、どうしても私は、課長会議等でさまざ

まな角度から、多くの職員によって協議されないの

かなというふうに考えます。 

 当然、担当課はもちろんその件に関しては詳しい

ですし、さまざまな意見を持っておられますけれど

も、さまざまな関係ない方から聞くことも観光客の

目線で見れたり、そういったことで当然そういった

協議が必要でないかなと、私は感じます。 

 日の出公園臨時駐車場の回答を見ますと、どうも

その辺が協議のあとが感じられず、また町民の意見

を何とかくみ取ろうという姿勢がどうも伝わってこ

ないような気がいたします。 

 「検討する」という文言については、ただいま町

長の御答弁で、できるだけ使いたくないのだという

お答えがありましたけれども、私は決して検討する

ことが悪いわけではなくて、必ず検討するという答

えには、いついつまでの期間必要なのだと、検討す

る期間が、ということを必ず提示して、その検討過

程をしっかり伝えるということが大事で、決して検

討することがだめなわけではないので、今後、検討

という言葉については、以前、同僚の議員からも

「検討」という対応について御指摘ありましたけれ

ども、そういったことではきちっとそこに明示する

ことが必要だなというふうに感じます。検討すると

いうことが、結果を先送りするものではなければ、

検討という言葉の扱いについては、私は何ら問題な

いなというふうに思います。 

 そこで日の出公園臨時駐車場の意見の中で、何点

か気になる点がありましたので、ちょっとお話させ

ていただきたいなと思います。 

 １点目は、日の出公園のネーミングですが、町民

の御提言で、日の出公園がラベンダーのネーミング

をあらわしていないという御意見でありましたけれ

ども、この件について、「ラベンダーの丘とか、上

富良野丘のラベンダーというネーミングに変えては

いかがですか」という御意見がありました。現在、

日の出公園ラベンダー園という扱いになっておりま

すけれども、この提案者はなかなかおしゃれだな

と、私は思いました。これまで使っていた言葉から

すると、ラベンダーの丘という言葉は、これは私の

主観なのですけれども、何か穏やかに咲くラベン

ダーをイメージすることができて、逆に丘のラベン

ダーというただ言葉を入れかえただけなのですけれ

ども、何か風薫るようなイメージが私には伝わって

きました。 

 こういった町民の提言に対して、十分な協議がさ

れない中で、現在、こういうふうに使われているか

らこのままいくのだということではなくて、こうい

うことに対しては、本当にもう少し時間をかけてい

ろいろな方々から意見をいただいて決めると。ホー

ムページで検索する上でも、何らこの言葉を入って

も検索する上で全然支障がなくて、例えば丘のラベ

ンダー日の出公園とかという名前になっても、何の

問題もないなというふうに私は受けとめました。 

 ２点目に、「噴水の部分を駐車スペースにしては

いかがですか」という町民からの御提言がありまし

たけれども、回答は必要なものだと、否定的な回答

でありました。こういう素っ気ない回答だと、質問

者からすると、どのような協議を行われてこの結論

を出したのだと、十分な協議が図られているのかな

というふうな感じがいたします。 

 特に、この下のせせらぎの部分、噴水の部分はそ

う大きなスペースでもないところですけれども、せ

せらぎの部分は確かに動線の部分も有しております

けれども、この部分の面積が既存の駐車場の大体６

０％から７０％近く、動線を除いてもあります。

今、前の臨時駐車場がなくなった現在、ここをせせ

らぎを優先するのか、それとも臨時駐車場がない中

で駐車場を拡張するのかという点については、私の

気持ちの中では、やはりそこを駐車スペースとして

活用するのが、優先順位だなと思います。 

 これが、町長並びに職員間では、せせらぎを優先

されたというふうな判断をせざるを得ないのですけ

れども、こういった部分についても当然、現場を見

て課長会議等並びに関係機関ともしっかり協議を重

ねて決めるべきではないかなというふうに思います

けれども、この部分について、町長、どのような意

がそこに入っているのか、ちょっとお答えいただき

たいと思いますけれども、よろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番岩田議員のパブリック

コメントにつきましての御質問にお答えさせていた

だきたいと思います。 

 パブリックコメントにつきましては、冒頭申し上

げましたように、平成１７年度からこの制度がス

タートをしておりまして、概して申し上げますと、

都度、方針は明確にお答えしているというふうに私

も議員の立場でいた時代も、当時の町長から報告を

している中で、都度、方針だけは明確に示されてい

たのかなというふうな理解をしているところでござ

います。 

 それで、方針を定めるまでの過程の問題でござい

ます。例えば、今、議員お説の日の出公園の駐車場

にかかわりますパブリックコメントの中身について
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の協議等につきましては、主体的は、担当課を中心

として協議を進めてきた経過にございます。ただ、

定例的に行っております課長会議等については、こ

れは都度、担当課に及ばない部分でも広く、それぞ

れ課を越えて意見を求める機会は毎回ございます。

そういうことで、皆さんが管理職のそれぞれが共通

の認識、共通の価値観を持つということに対しまし

ては、私は、そういう情報の共有はなされていると

いうふうに理解しております。 

 ただ、結論を導くまでの途中で、そういう段階も

経た中で担当課と協議をすることが適当な事案につ

いては、そういう形をとらせていただいておりま

す。また、全課にわたって結論を導くことのほうが

望ましいようなものについては、そういう形をとる

ということで対応をさせてきていただいておりま

す。 

 私が、就任させていただきましてから、まだ現実

にそういう場面に遭遇した事案は１件しかございま

せんので、これから、今、岩田議員がお話ありまし

たように、やはり協働のまちづくりを宣言したわけ

でございますから、当然、町民の皆さん方から寄せ

られるさまざまな御意見に対しては、それから答え

方の表現一つとっても、やはりお尋ねの方々に誠意

を持って答えている、くれているというふうに印象

を持たれるようなそういう工夫は、これは努力すれ

ばできることですから、それはそれぞれ原課におい

て対応していただくように、これからは指導してま

いりたいと思います。 

 それから、具体的な日の出公園の駐車場に関しま

す部分につきましては、ちょっと想定しておりませ

んであれですが、私の考えで述べさせていただきま

すが、私といたしましては、駐車場のあり方という

のは、やはり駐車場と銘を打つからには、広く訪れ

てくれる皆さん方に、その用に供するような条件を

整えて、初めて訪れる方の期待にこたえるものだと

いうふうに理解しておりまして、どちらかと申しま

すと、もう一歩機能が満たされていないというよう

な状況の中での位置づけは、一方ではまた非常に御

不便や何か誤解を与えるもとになっても困るなとい

うことで、そこはきちっと皆さんがある程度認めて

いただけるような機能を果たせるかどうかというよ

うなことで、今回はそういう位置づけをしなかった

ということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 岩田議員の御質問

に、町長の回答に加えてちょっと補足させていただ

きます。 

 先ほど、エントランスゾーンを駐車場として拡張

するという計画につきまして、その意見に対するお

答えをしておりますけれども、この中でちょっと口

足らずのお答えを掲載してございます。 

 実際上といたしまして、公園整備に当たりまして

は、国の補助金とかいろいろな起債事業を起こして

継続して、その償還に当たっております。このため

既につくられた施設、これを加工してほかの用途に

変えるということについては、かなり制約が加わる

という部分がありまして、難しいという観点から、

こういうお答えになっているということを御承知お

きいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） ただいま課長の答弁は、や

はりそういうことはきちっと伝えなければいけな

い。どうしてできないのかと聞いているのだから、

それが果たして本当にできないのかどうかというこ

とも含めて、できる可能性があるのであればできる

方向で検討すればいいことだし、完全にできないの

であれば、こういう理由でできないのですというこ

とを真摯に伝えなければいけないと思うのですよ

ね。 

 先ほど、町長から御答弁をいただいたのは、やは

り町民に誠意を持って答えるのだという姿勢が、一

番大事だと思うのですよ。先ほど、質問の要旨にな

い質問をしてお答えをいただいて申しわけありませ

んでしたけれども、やはりそういったものが書かれ

ている内容に、伝わってこなければいけないと。そ

の陰では、もっと慎重に十分に協議することも非常

に重要なことだと、私は思います。町長から、そう

いう心温まる御答弁をいただいたので、今後は、そ

ういったように改善されるのではないかなというふ

うに考えています。 

 また、既に改善されたもの。例えば、上がってい

く通路の傾斜地の部分に、「腰かけをつくってもら

えませんか」という質問に対して、その質問を受け

てだと思うのですけれども、既に丸太を埋め込んで

腰かける場所が何点か用意されました。こういった

ことについては、もっともっと町広報を通じて、町

民からこういう御意見いただいたので、こういうふ

うにさせていただきましたと、利用者から大変喜ば

れています。来年からは、二人かけのいすも用意し

ますと、こういったことをもっと積極的にやったこ

とについては伝えていくべきだと、私は考えます。

こういった早急に対応できる部分もありますので、

そういった場面で伝えていかないと、本当にわかっ

ている人はほんのわずかで、広く町民が知っている

ような内容ではないかなというふうに思います。 

 私も腰かけているおばちゃんに、「どうですか」

と言うと、「ちょっと小さいけれども、いいよね」

というお答えをいただいたので、こういうほのぼの
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したことについては、もっと積極的に広報の隅を用

意してでも写真を載せて、ぜひ伝えていただきたい

なというふうに思います。 

 いずれにしても即答できる答え、そして協議が必

要なものと、もっともっと慎重に御協議いただい

て、できるだけ熱意を持って回答に当たっていただ

きたいというふうに思います。 

 それから、３項目めの上富良野高校第２グラウン

ドの管理運営について再質問をいたします。 

 高校として、今後、利用目的がないということで

ございますけれども、どのような管理運営を高校自

体がしようとしているのか、町は、どういうような

形を望んでいるのか。 

 地域住民に聞きますと、本当に草刈りも十分にさ

れていないのだと、そういった中で自分の前だけ自

分で草刈ったよと。現在の状況を見ても、本当に昼

間でも中へ入っていけないような、気持ち悪い状態

です。それで、そこに立入禁止も何もない中で、

バックネット・小屋があって、そこに岩だとか土だ

とか堆積されていて、非常に危険な状態でないかな

と、私は思っているのですけれども、何か聞くとこ

ろによると、予算づけられてある程度改善される方

向にはあると思うのですけれども、実際、町が求め

ているのがどういうような状況で、高校側はどのよ

うな対応をしようとされているのか、ちょっとお伺

いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番岩田議員の３項目めの

高校の第２グラウンドの件についてお答えさせてい

ただきます。 

 実は私も近くでございまして、かねて私もあの高

校の教員住宅も含めまして、環境はよくないという

ことで、実は私も過去に申し入れした経過がござい

まして、グラウンドのみならず、住宅の周辺も草刈

りが十分なされていないとかというような実態にあ

ることを承知しております。 

 高校の当局も、それは認識しておられるようでご

ざいまして、ただ、先生方、あるいは職員の方々

が、みずから行って整備をするというようなレベル

のものでもございませんし、大変苦慮しているので

はないかなというふうに考えております。また、地

域の住民の方々も南側については、草刈りをしてく

れておりますのを私も承知しております。 

 それで再三、教育委員会を通じて高校のほうに

は、安全上も問題あります。大きな石ころがありま

すので、それらも解消してほしい。当然、美化にも

努めてほしいということで、申し入れをしている実

態にございますが、高校のほうからのお答えです

と、非常にその予算化されなくて、期待にこたえれ

ないということで回答があったわけでございます。

今年度、お聞きしますと、１００万円には届かない

のかなというぐらいの予算らしいのですが、それを

もって整備を、整備というか美化ですね、整備まで

恐らくいかないと思うのですが、大きな石を取り除

いたり、草を刈ったりというような、多分、その程

度の予算でできる範疇というのは大体想像つきます

けれども、そういう程度でのお答えをいただいてい

るというふうに聞いております。 

 町といたしまして、町が独自に今後利用計画は先

ほど申し上げましたように、持ち合わせておりませ

ん。ということで、これは北海道の考え方一つとい

うことになりますので、町といたしましては、とに

かく再利用をしてほしいということは特に申してお

りませんけれども、とにかく住民に不安を与えな

い、環境衛生上もいい状況を保ってほしいというこ

とは、これからも言い続けてまいりますので、利活

用については現在、町としての考えは持ち合わせて

おりません。もし、高校の今回の対応についての詳

細について、必要でしたら教育委員会のほうからお

答えをさせていただきますが、私のほうからは以上

でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） 今、町長のほうから、具体

的な話は教育委員会のほうからというお答えいただ

きましたので、ちょっと高校とどのようなやりとり

の中で、どういう整備をされようとしているのか、

ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） ３番岩田議員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 高校との協議の中では、ことしの６月ごろから、

住民の方からの御意見もいただいた中で、まず周辺

の環境整備に力を注いでほしいということで、私ど

ものほうから高校のほうに一応申し入れをしており

ました。 

 その結果としては、高校のほうでもなかなか予算

がつかない状況の中で、通常の予算ベースでいく

と、年２回程度の草刈り程度という状況しかない中

で、今回、ことしの４月に新しく事務長さん、それ

から校長先生赴任されたわけですけれども、北海道

教育庁のほうに、ぜひ整備をしていかなければなら

ない部分が相当あるのでということで、６月ごろか

ら道教委のほうには申し入れを行っていたそうであ

ります。 

 やっと今回、９月の当初に、今、先ほど町長が申

し上げました一定程度の金額の予算がいただけると

いうことで、ただ、全面的な整備までには至らない
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部分はあるけれども、とりあえず土石の除去ですと

か、雑木の撤去とか、できる限りのことはしたいと

いうことで伺っております。ただ、今後においても

これが既定路線の中で、これぐらいの金額が常時つ

くのかということで確認もさせていただいたのです

けれども、それについてもなかなか難しい状況にあ

ると。あくまで年２回程度の周辺の草刈り程度の予

算しか、今のところはついてないということで、高

校のほうからは回答いただいております。 

 ただ、私どもとしてもできる限り、その安全性も

含めて適正な管理をお願いしたいということでは、

再三、お願いをしているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） ただいま２回程度の草刈り

というお答えでありましたけれども、現状において

も全然、そんな２回草刈りされているような状況に

ありません。これまでそういったことは行われてな

いのだろうなとは推察しますけれども、今回の整備

も含めて、今後、そういった部分で適正に管理運営

していただけるようお願いしたいなというふうに思

います。 

 私としては非常に景色のいいところで、ああいう

ふうな状態で非常に残念だなというふうに思うので

すけれども、移住者等々に解放して、あそこを整備

できるのであればなというふうな気持ちもあります

けれども、いずれにしてもあの地域住民に不安が及

ばないように、適正に管理していただきたいなと思

います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、３番岩田浩志君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、１０番和田昭彦君の一般質問を許します。 

○１０番（和田昭彦君） 私からは、さきに通告し

た２項目について、町長の見解をお尋ねしたいと思

います。 

 まず１項目めの国内外交流推進基金の運用につい

てですけれども、同基金は、平成元年のふるさと創

生資金の１億円を原資として積み立てられたという

ことですが、インフラ等には使わず、人づくりを目

的とした基金として積み立てられたということで、

当時の理事者、議会の決定を高く評価するところで

す。 

 この基金は、平成１０年に追加して積み立てられ

た２,１８０万円と、これまでの利息の合計３,１３

５万４,０００円と合わせて１億５,３１５万４,０

００円となり、そのうち現在まで友好都市との交流

や児童・生徒のカムローズ市や津市の派遣等に６,

７７６万６,０００円が運用されてきました。 

 この基金が、これまでのような運用の仕方をして

いくと、現在、残高の８,５００万円の基金が最後

に使われるのが、２０数年後になります。子供たち

の教育に対する投資の効果があらわれるのは、さら

に１０年から２０年後になるということを考える

と、この基金がもっと有効なまちづくりのために運

用されてもよいのではないかということで、次の２

点についてお聞きしたいと思います。 

 これまでカナダへ派遣された児童・生徒のうち、

何％が現在、地元に残り就業しているか。 

 ２点目は、この基金条例第６条の(2)の「青少年

が国内外を通じて広く見聞を深め、もって人材育成

に寄与すると認められる事業」に積極的に運用し、

農業や商業の後継者の国内外研修や若い町職員の国

内外留学などに運用してはどうか。 

 ２項目めの町による表彰とまちづくりについてお

尋ねします。 

 町では、毎年、文化の日に自治の振興発展に尽力

された人、行政の各分野において功績を上げた人な

どの労苦に敬意を表し、表彰しているところです。

自治功労表彰、社会貢献賞、勤続表彰は、対象とな

る方は漏れなく表彰されていると思いますが、善行

表彰は必ずしもそうではないと思います。 

 報酬をいただいてする仕事は、私は当たり前だと

思うのですけれども、私たちの見えないところでこ

つこつと活動を続けている人たちこそ、もっとたた

えてあげるべきではないかと思います。町の財政が

だんだん厳しくなっていく中で、町民の奉仕に頼ら

ざるを得ないことが、これからもふえてくると考え

られます。町が、ボランティア活動にもっと関心を

示し、評価を高めるならば、活動の励みにもなり、

ボランティア活動もますます盛んになっていくと思

うのですが、町長の見解をお聞きしたいと思いま

す。 

 以上。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番和田議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 １項目めの国内外交流推進基金の運用について、

２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず初めの１点目の御質問でありますが、平成元

年度から現在まで５回にわたりまして、カナダへ派

遣した青少年の数は１０５名で、うち４９名、率に

いたしまして４７％の方が現在も当町に在住し、各

方面で活躍をされております。 

 次に、２点目の御質問でありますが、現在、本基

金を活用した事業といたしましては、３年ごとに実

施をしております「青少年海外派遣交流事業」とし
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て、小中高生を対象に２０名を友好都市であるカナ

ダ国カムローズ市へ派遣しているほか、周年交流事

業として、おおむね５年ごとに周年記念行事に約１

０名程度の町民を派遣している現状にあります。 

 さて、本基金を積極的に活用して人材育成をさら

に進めるため、農業者や商業者の後継者を派遣して

はとの御質問でありますが、過去においては、基金

の果実運用などにより、一般町民も含めて広く海外

派遣等に対する助成策を講じて、積極的な人材育成

事業を展開してきたところであります。 

 しかし、近年の低金利の影響によりまして、果実

運用が困難な状況となりましたことから、平成１６

年度に国内外交流推進事業補助を廃止した経過にご

ざいます。 

 議員からも御指摘ありますように、国内外への派

遣等を通じて広く見聞を深め、もって人材育成に寄

与することは、極めて重要な施策であることは全く

同感でございますが、昨今の町財政状況が逼迫して

いる現状を考慮しますと、コンスタントに基金の追

加積み立てを行うことは大変困難でありますことか

ら、今後も基金を長期にわたって有効活用を図るこ

とを前提に、これまでと同様、次の世代を担う小中

高生を中心とした人材育成事業を展開してまいりた

いと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

 次に、２項目めの表彰とまちづくりについての御

質問にお答えをさせていただきます。 

 町の表彰は、議員が述べられましたとおり、町の

政治・経済・文化・社会、またはその他各般にわ

たって町政振興に寄与し、または衆人の儀表と認め

られる行為があった者を表彰し、もって町の自治の

振興を促進することを目的に表彰条例を設け、毎年

１１月３日の文化の日に自治功労表彰、社会貢献

賞、善行表彰及び勤続表彰等を行ってきているとこ

ろであります。 

 御質問の善行表彰については、ボランティア活動

も含めて、その善行が町民の模範となる者について

表彰しているところであります。この間も同様の御

意見をいただいた経過にありますことから、行政内

部はもとより住民会を初め、各関係団体に対しまし

て、その推薦をお願いしていることに加え、さらに

より広く多方面からも推薦していただけるよう、町

広報誌を通じて推薦をお願いしているところであり

ます。 

 いずれにいたしましても善行表彰に当たっては、

推薦をしていただかなければならず、善行の行いを

表彰することによって、その活動の励みになること

は、議員と同様に大変好ましいことだと考えており

ますし、今後もボランティア活動に限らず、多方面

の多様な方々から善行表彰の推薦をしていただける

ことが、第一であると考えておりまして、引き続き

広報を行いたいと思いますので、御理解賜りたいと

存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 私、国内外交流の会の仕

事をしているものの一人としまして、子供たちのカ

ナダへの派遣がわずか１０日ぐらいの日数で、一回

り大きくなって帰ってくる姿を見て、この事業は本

当にすばらしい事業だなというふうに認識している

ところなのですけれども、これがまちづくりにどれ

ほど生かされているかなということが知りたくて、

ちょっと地元にどれだけその子供たちが残っている

かを聞きたかったわけなのですけれども、私の認識

している数字とちょっと違うのですけれども、青少

年の海外派遣は１回から５回までですけれども、５

回目は平成１８年ということで、まだ親元を離れて

いないで、就職していないので、それを抜かします

と、１回から４回まででは１０１名だと思っておる

のですけれども、そのほかに上富良野高校の生徒が

昭和６１年から平成３年にかけて４５人ほど派遣し

ております。これは上富良野高校へ行ったら、カナ

ダに行けるよという高校の振興のことで、そういう

予算枠を取ったはずなのですけれども、それも希望

者がいなくなって平成３年で終わりになりました。 

 ちなみに、希望者がなくなったということでブラ

スバンド部をつくって、楽器の購入にということで

３００万円、高校に渡した経過がございます。これ

は問題がちょっと離れますけれども、そういうこと

で、上富高校の生徒４５人を含めると、１５０人近

い数の子供たちが行っているかと思います。ちょっ

と予期した数字よりも今回４９名だったですか、高

くて、うれしく思っているのですけれども、ちょっ

とこの数字は間違いないでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） 和田議員の御質問

でございますが、実はこの１０５名につきまして

は、基金の事業にしてから以降の数字を拾いまし

て、この数字になってございます。 

 議員先ほどおっしゃいました４５名の対応につき

ましては、基金にする以前のいわゆる一般会計の予

算で予算措置をしながら派遣した生徒については、

この数字に入れてございませんので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 平成１８年度の１８名の

数字も入っていないですか、この中に。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） 先ほど申しました
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ように、御質問の趣旨が国内外交流推進基金の関係

だなというふうに思いましたので、５回については

平成１８年に実施したものについてもカウントをし

てございません。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） そうすると、若干まだ数

字は低くなるということですね。私、若いころヨー

ロッパに２週間ほど行ったことあるのですけれど

も、大きなカルチャーショックを受けたわけなので

すけれども、数日間だけのかいま見るような派遣

も、もちろん効果はあろうかと思いますけれども、

それだけでなくて半年とか１年の長期の研修でじっ

くりと勉強してくる、そういう体験を若者たちにし

てもらうということは、必要でないかなと思うので

す。そのことによって、本人の生き方が変えて、町

の活性化につながっていくのではないかなと。その

意味で、商業とか農業の後継者、あるいは町の職員

などを国内外に研修並びに留学をさせて勉強をして

もらってはどうかということなのですけれども、町

長どうでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番和田議員の国内外交

流基金の運用についての関連の御質問にお答えさせ

ていただきますが、私も議員と海外のみならず町か

ら出て、さまざまなところで勉強したり経験したり

ということは、その意義の高さというか、その意義

の深さというものは全く同感でございます。少なか

らずも議員の方々につきましても、恐らく若い時代

からそういうさまざまな経験を通じて、今日それぞ

れまちづくりに奮闘されているあらわれではないか

なというふうに理解しております。 

 そういう意味におきまして、特に若い人たちにそ

ういう勉強の機会を与えるということは、これは私

も諸般の事情が許せば、ぜひかなえてあげたいこと

だということでは、考えを同じくするものでござい

ますが、いずれにいたしましても町が限られた予

算、あるいは基金の中でこれらを満たしていくとい

うことは、非常に物理的に手が届かないのかなとい

うふうに考えております。 

 特に基金につきましては、都度、積み増しをして

いくというような状況が、なかなか想定できない状

況にございまして、限られた基金を私といたしまし

ては、小中高生の皆さん方に役立てるように長く利

用していくことが、町民のためになることかなとい

うふうに理解をしているところでございます。 

 それから、農業青年、あるいは商工業等の若い人

方、若い人たちの勉学の機会、経験の機会、留学を

通じて積まれるということも、これも仰せのとおり

でございます。今後、どういう財政事情になるかと

いうことも考慮するべきでございますが、例えば商

業団体、あるいは農業団体についても直接農協等、

あるいは商工会等が事業を展開していなくても関係

団体、あるいはいろいろな関連組織等で派遣事業な

どが現在もあります。特に酪農、和田議員は御案内

だと思いますが、酪農関係についてもさまざまなそ

ういう勉強する機会は、民間で用意されているよう

なことも承知しておりますので、そういうことに参

加を希望されるような動きが町の中で出てくれば、

それは状況に応じてサポートできるような点があり

ましたら、サポートをさせていただくことも一考に

値すると思いますが、今、この基金を利用してとい

うことになりますと、大変ハードルが高いというこ

とで御理解賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 私は、人づくりに対する

投資は先行投資なので、町民の理解を得るためには

強い信念を持って実行しなければならないと思うわ

けで、人づくりに対する投資を出し惜しみをして

は、いけないのではないかというふうに思います。 

 さきに述べたとおり、最後の基金が使われるのは

２０年後、２０数年後、そしてその成果があらわれ

るのは、さらに２０年となると、この議場にいる人

は、その成果をだれも見ることができないというよ

うな、そんな長い期間になります。そういうこと

で、少しでもまちづくりに生かすために、この基金

を使っていきたいと思うのですけれども、町長も前

向きの意見が出されたので、了解したいと思いま

す。 

 続いて、次の表彰とまちづくりについてなのです

けれども、一昨年、私、勤続表彰ということで御案

内をいただいたのです。その時にちょっと考えたの

ですけれども、会議は１年に１回しかなかったはず

ですし、費用弁償もいただいている、それで表彰に

値するのかなというふうにちょっと考えたのですけ

れども、それより町内の清掃美化とか草刈り、登下

校時の児童・生徒の交通安全支援とか、あとは観光

ボランティア、環境ボランティア、それから先生の

中でも職務を離れて地域の活動に大いに貢献してい

る先生もおられると、そういった人たちこそ表彰と

いうか、褒めたたえられていいのではないかなとい

うふうに考えたわけなのですけれども、表彰を公職

者に重点を置いた表彰から善行表彰にも、もっと重

きを置いた表彰にしていってはどうかというふうに

考えるのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番和田議員の町により

ます表彰についての御質問にお答えさせていただき
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ます。 

 町の表彰の形態につきましては、先ほど御答弁さ

せていただきましたような形態があるわけでござい

ますが、必ずしも公職者に限って、公職者にどちら

かというとシフトしたような表彰の形態というよう

な認識、私は持っておりませんが、和田議員おっ

しゃっておりました善行表彰につきましては、例え

ば社会貢献だとか、そのほかの行政に御貢献いただ

いたような表彰につきましては、定量的に図ること

が、期間だとか、そういう基準で客観的に判断でき

ますが、善行表彰につきましては、なかなか自薦で

ということにはならないかと思いまして、先ほど申

し上げましたように、広く皆様方から御推薦いただ

いた中で、一定のルールの中で表彰をさせていただ

きたいということで、善行表彰で表彰させていただ

く方がふえることは、まさしく望ましいことでござ

いまして、広く皆さん方になかなかふだん目が届か

ないところで、ひたむきに頑張っておられる方も

いっぱいおられますので、そういう方にもぜひ目を

向けて、光を当てて、その活動にまた励みになるよ

うにというようなことは、町も当然考えております

ので、ぜひ皆さん方、和田議員も含めましてそうい

う方々を御推薦いただくような、町も努めて広報し

てまいりますが、そういうような形で、特にどちら

の分野に軸足を置いたというような表彰の形態は

とっておりませんので、ぜひ善行表彰をさせていた

だく方が１人でも２人でもふえることをむしろ望ん

でいるわけでございまして、ぜひその点御理解賜り

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 善行表彰というと、推薦

する立場から考えると、ちょっとハードルが高いの

かなというようなことも考えるわけなのですけれど

も、そのために例えばその一つ手前として、例えば

ボランティア賞というのを設けるとか、そういった

こともいろいろ考えながら、善行表彰をしていって

いただきたいなというふうに思います。 

 福祉事業の推進には、ボランティアの支援が欠か

せないはずですし、今回の全道フットパスの集いの

成功もボランティアの応援なしには、あり得なかっ

たと思います。自治基本条例に掲げる協働のまちづ

くりを進める上で、ボランティアは大切な分野だと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 答弁は、よろしいですか。

（「はい、よろしいです」の声あり）質問、もうご

ざいませんか。（「はい」の声あり） 

 以上で、１０番和田昭彦君の質問を終了いたしま

す。 

 暫時休憩といたします。 

──────────────────                

午後 ２時１４分 休憩 

午後 ２時２９分 再開 

──────────────────                

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、９番中村有秀君の一般質問を許します。 

○９番（中村有秀君） 私は、さきに通告をいたし

ました２項目、１０点について、行政の一般質問を

させていただきます。 

 まず、１項目めは、上富良野町郷土館の管理運営

についてでございます。 

 上富良野町郷土館は、上富良野町開基８０年記念

として、第６代町長和田松ヱ門氏の特別な郷土愛へ

の思い入れと、子々孫々に郷土上富良野の歴史を伝

えようと、旧上富良野町役場を模して、昭和５３年

５月３１日に開館されました。総事業費９,０１９

万６,０００円のうち、町民の篤志寄附は１５団

体、５２個人より、３,１３８万７,８４４円と総事

業費の３５％の多額な金額が寄せられるとともに、

郷土館への資料としてさまざまな生活用具・農耕具

等を含めて寄贈物品、貯蔵品預かり（寄託）は、２

３９名の町民より１,０５０品目ありました。昭和

５３年５月の開館以来３１年が経過し、歴史の館と

してのその使命と目的を果たしてきております。 

 寄贈物品、貯蔵預かり物品、収集物品等の取り扱

い記録と収蔵状況、展示状況について、次の点につ

いて教育長の見解をお伺いいたします。 

 １、寄贈物品、貯蔵預かり物品（寄託）、郷土館

独自の収集品を開館時と現在までの増加分に分類し

て、その実数を明らかにしていただきたいと思いま

す。 

 ２点目は、上記の記録はどのように処理をされて

いるかお伺いをいたします。 

 ３点目、収蔵室は３カ所あるが、その収蔵状況は

（主な収蔵品名を含めて）、①郷土館の１階、②郷

土館地下、③郷土館前庭の第２展示室に分けて、そ

の収蔵状況を明らかにしていただきたいと思いま

す。 

 ４点目は、収蔵物品等の資料データベース化の考

えはあるかということでお伺いをいたしたいと思い

ます。収蔵品の増加と資料整理促進のためにもぜひ

必要と考えております。 

 ５点目、来館者数は開拓記念館を含めて年々減少

の傾向であるが、平成１０年度から平成２０年度ま

での両館の来館者数を年度別に明らかにしていただ

きたいと思います。 

 ６点目、両館の来館者増のために、特別展示等を

含めて具体的な対策はどう考えるかということでお
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伺いをいたしたいと思います。 

 ７点目、収蔵物品の新たな資料収集とその対策は

どのように考えておられるかお伺いをいたしたいと

思います。 

 次に、２項目め、閉校された小学校の歴史を語る

物品等の取り扱いについてお伺いをいたします。 

 町内の小学校は、旭野、創成、江花、里仁、日

新、清富、各小学校が統合、閉校されたが、それぞ

れの学校は地域との強いきずなで結ばれ歩んできて

いるが、各学校の歴史を語る物品等はどのような手

続で取り扱いされ、現在、どのようになっている

か、各学校ごとにその状況を、１、校旗、２、校

章、３、校門の状況について、教育長の説明を求め

ます。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ９番中村議員、１項目め

の上富良野町郷土館の管理運営について、７点の御

質問にお答えします。 

 上富良野町郷土館は、昭和５３年に開館し、３１

年が経過しておりますが、開館から現在までの間

に、議員御指摘のとおり、多くの寄贈物品、寄託物

品等があります。 

 まず、１点目の寄贈物品、寄託物品、郷土館購入

等の収集品を開館時と現在までの増加分に分類し

て、その実数を明らかにとのことですが、寄贈物品

は開館時２,６７５点、増加分２,７２４点、計５,

３９９点です。 

 寄託物品、開館時は１０３点、増加分はございま

せん。返還分が１１点で計９２点。購入等物品は、

開館時４点、増加分１２２点、計１２６点でありま

す。 

 次に、２点目のこれらの記録はどのように処理を

されているかとの御質問でありますが、ただいま申

し上げました物品につきましては、郷土館に備えつ

けております郷土資料分類内訳台帳に、収蔵年月

日、収蔵番号、名称、数量、寄贈・寄託、購入の明

記、出品者名等を記録し、さらに所蔵カードを作成

して管理しております。 

 次に、３点目の３カ所にある収蔵室の主な収蔵品

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、郷土館１階収蔵庫には、町の歴史的各種文

献の書籍などがあり、次に、郷土館地下収蔵庫に

は、開拓以来、農業に使用されていた道具や古式日

常生活用品、旧式の事務機器など。次に、第２展示

室には、古い自転車や農業に使われていた発動機、

馬が引く保道車などが収蔵されております。 

 次に、４点目の収蔵物品等の収集データベース化

の考えとはの御質問にお答えさせていただきます。 

 さきの３点の御質問にお答えさせていただきまし

たデータにつきましては、郷土資料分類内訳台帳及

び収蔵カードから抽出したものであり、また、寄附

等により新たに収蔵物品を受けたときには、手書き

で台帳に記載しているところであります。 

 長年にわたる管理の中で、収蔵物品の未整備が多

く見受けられることから、議員御質問のデータベー

ス化と合わせて収蔵物品の確認と整備が必要となっ

ているところです。 

 さらに、データベース化することにより、収蔵さ

れている資料が即座に検索することができるととも

に、より正確な収蔵品の状況を把握できますが、導

入するに当たっては、３カ所ある収蔵室に多くの歴

史的な資料が収蔵されていることから、収蔵品の確

認及び整備の作業に長時間と専門知識が必要であり

ます。 

 このことから有識者の御協力を含め、パソコン操

作を行う人員の確保が必要であり、現在、収蔵品の

確認及び整備と資料のデータベース化に向けて、実

施計画の策定に取り組んでおりますので、御理解賜

るようお願い申し上げます。 

 次に、５点目の郷土館及び開拓記念館の平成１０

年度から平成２０年度までの来館者数についてお答

えします。 

 平成１０年度、郷土館６７０名、開拓記念館１,

０８２名。平成１１年度、郷土館７１０名、開拓記

念館１,１９６名。平成１２年度、郷土館６６４

名、開拓記念館１,００８名。平成１３年度、郷土

館１,４９５名、開拓記念館１,１７３名。平成１４

年度、郷土館１,６１９名、開拓記念館１,６０５

名。平成１５年度、郷土館１,５３６名、開拓記念

館９９９名。平成１６年度、郷土館８２６名、開拓

記念館１,０１６名。平成１７年度、郷土館６７４

名、開拓記念館７６２名。平成１８年度、郷土館

１,１１７名、開拓記念館４８４名。平成１９年

度、郷土館４６１名、開拓記念館１５１名。平成２

０年度、郷土館３３０名、開拓記念館６６４名であ

ります。 

 次に、６点目の両館の来館者増のための特別展示

等を含めて、具体的な対策はとの御質問にお答えさ

せていただきます。 

 郷土館及び開拓記念館の来館者数につきまして

は、減少している状況であり、町の歴史等を多くの

方々に知っていただくためにも、何らかの対策が必

要と考えており、例年、文化祭に合わせて郷土館特

別展示を実施しております。 

 しかしながら、郷土館及び開拓記念館の来館者を

ふやすための特別展示を行うには、現在の郷土館１

階の展示スペースや収蔵物品等の整理状況の中では

困難であり、収蔵物品等の資料データベース化と収
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蔵物品の整理が終了した時点で、新たな対策を講じ

てまいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいというふうにお願い申し上げます。 

 ７点目の収集物品の新たな資料収集とその対策は

との御質問についても、６点目の答弁と同様に、収

蔵物品等の資料データベース化と収蔵物品の整理後

に、新たな資料収集に向けて取り組みたいと考えて

おります。 

 いずれも、近年中に資料等の整理、保存について

再構築し、町の貴重な財産がしっかりと受け継がれ

ていくように進めてまいりますので、御理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

 次に、２項目めの統合された町内小学校の校旗・

校章・校門の状況についてお答えいたします。 

 これまで上富良野町においては、昭和３７年に旭

野小学校が上富良野小学校へ統合してから、創成、

江花、里仁、日新、清富の各小学校が統合されてま

いりました。こうした中で、統合された各小学校の

校旗・校章・校門については、地域の集会施設や公

民館、各分館に保存されていたり、統合先の学校へ

引き継がれております。 

 それぞれの状況は、次のとおりであります。 

 旭野小学校の校旗・校章につきましては、地域住

民会から、上富良野小学校に移管されているとお聞

きをいたしましたが、物品の確認はできておりませ

ん。また、校門については、現在、公民館旭野分館

所在地にありますが、学校名の表示板は不明の状態

となっております。 

 次に、創成小学校及び江花小学校の校旗・校章に

つきましては、統合先の上富良野西小学校に移管さ

れたと、それぞれの住民会からお聞きしましたが、

平成９年の校舎改築の際に、処分されたと思われま

す。また、江花小学校の校門については、現在の公

民館江花分館所在地にありますが、学校名の表示板

は不明の状態となっております。 

 創成小学校の校門については、草分防災センター

建設の際に、処分されたと思われます。 

 次に、里仁小学校の校旗については、里仁会館に

保存されており、本年度に計画しております里仁会

館建設の際には、校章を記した記念誌などととも

に、展示スペースを設けて展示する予定でありま

す。校門については、現在の運動広場の入り口にあ

り、学校名の表示板も存在しております。 

 次に、日新小学校の校旗については不明でありま

すが、校舎に備えつけられていたと思われる校章に

つきましては、校旗寄附芳名版とともに日新会館に

保存されており、校門についても現在、日新会館の

入り口にあり、学校名の表示板も存在しておりま

す。 

 次に、清富小学校の校旗及び校章につきまして

は、旧校舎であります清富多世代交流センターに保

管されており、校門については、旧教員住宅の入り

口と清富多世代交流センター入り口の２カ所にあり

ます。 

 以上のとおり、平成１８年に西小学校に統合した

清富小学校の物品につきましては、把握できている

ものの、他の学校につきましては統廃合後、長い年

月が経過しており、十分な把握ができていない状況

にあります。 

 今後におきましては、現在、確認できている物品

等につきましては、管理簿を作成するなど適切に処

理してまいりますので、御了承を賜りますようお願

い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） １項目めの１点目について

お伺いをしたいと思います。 

 寄贈物品が開館時２,６７５点、増加分が２,７２

４点ということで、合計５,３９９点ということ

で、本当にこの整理は大変だろうと思いますけれど

も、５３年オープン時に２,６７５点を上回る増加

分２,７２４点の寄贈を受けた経過について、どう

なっているのかということでお伺いをいたしたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ９番中村議員の寄贈の経

過でございます。 

 私も社会教育時代に、当時の時も携わってござい

ましたけれども、あくまでも一般の方が自分たちが

保存しているものをこれからの歴史の中で、郷土館

にあるないは別にいたしまして、ぜひ教育委員会で

使っていただきたいということで、品物ダブりはい

ろいろございましたけれども、同じようなものも含

めて寄贈していただいて、現実に保管をしていたと

いう状況で、自分の中で今、そういうことで記憶を

してございます。改めて、うちのほうからというと

ころはなかったと思いますけれども、あくまでも町

民の方からの寄贈という形で理解しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 増加分は寄贈が中心だとい

うことで、後ほど郷土館として、いかに収集策をし

なければならないよということは、後ほどまた質問

をいたしたいと思います。 

 ただ寄贈をされ、追加の部分もそうだし、それか

ら開館時のときの寄贈品もある。例えば重複するも
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のが結構あると思うのですね、そういった場合に、

寄贈を申し出た場合にはどう対処しているのか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 中村議員の御質問でござ

います。 

 寄贈の重複分については、そのまま正直なとこ

ろ、同じ物何点もあるのが、正直な現実でございま

す。寄贈していただくものについて、断り方といい

ますか、そういうことはあの時点ではなかったと思

いますが、そのまま同じ物であっても町民の方が寄

贈したいということであれば、受け入れたというよ

うな状況になってございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） オープン時に、自在かぎと

いうのが、記録を見れば１１件あるのです。恐らく

その後も来ているだろうと思いますし、富良野博物

館の杉原先生に聞きましたら、やっぱり申し出した

ら、受けざるを得ないよというようなことを言って

いましたので、町民の好意は好意で受けておいて、

その後の処理がどうするかということがまたあれな

のですけれども、それはまた後でちょっと申し上げ

たいと思う。 

 それから、昭和４５年１１月に豊里郷土館という

のができたのですね、その後、５３年に上富良野郷

土館ができるということで、上富良野の歴史年表の

中に、豊里郷土館のものがすべて郷土館に寄贈した

ということになっているのだが、記録上はどういう

ことで処理をされているのか、ちょっと確認をした

かったのです。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 豊里の資料について、私

も受けたという記憶ございますけれども、ちょっと

その中身が余り把握できていませんけれども、それ

も含めてさっき申し上げましたように、これから

ちょっと確認をしながら対応していかなければ、そ

れに伴いましてデータベース化も全部含めて整理し

たいというふうに思いますので、豊里の部分につい

ての認識は今ございませんので、お答えは差し控え

させていただきたいと思います。今後の確認はさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ある人から、豊里郷土館に

つくるというから、昭和４５年の１１月オープンで

すけれども、夏の間におあげしたよと。それがなく

なったので、どうなっているのかという問い合わせ

があったのですね。それで上富良野の歴史年表を見

ますと、そういうことでちゃんと残っているもので

すから、恐らくなっているのだろうけれども、言う

なれば記録上どう残されているかということで、豊

里郷土館から来たと言うのか、豊里郷土館に個人が

出した人が、個人の名前でそのまま行っているのか

ということが確認したかったので、ちょっと調べて

いただきたいと思います。 

 それから、寄託物品なのですが、合計で９２点、

返還が１１点ということなのですけれども、返還理

由はどういう内容になっていますか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 寄託物品の返還の関係で

ございますけれども、担当に聞きますと、やはり軍

服の関係が、軍事的なものがどうしてもまた戻して

欲しいという形が、やはり一番多いようにというこ

とで聞いてございます。 

 先ほど申し上げたように、かなり寄託物品がござ

いますので、年数も３１年たってございますので、

今後その整理も、御質問にはちょっとございません

けれども、それも含めながらもちょっと動き方して

いかなければならない。今の御質問の内容について

は、軍事的なものが多いというふうに聞いてござい

ます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） それでは返還分の関係なの

ですが、返還した時に、受領者から受領書等を取っ

ているのでしょうか。というのは、博物館の杉原先

生に聞くと、年代が変わっていって、それこそ預託

という、寄託というものの預かり証が出てきました

よ。それで、これがどうなっていますということ

が、恐らく贈った人は大事にしまって、うちもこう

いうものもあったということだろうと思うのですけ

れども、そういうケースもあるものですから、中村

さん、この関係についてはきちっと取っておかない

と、後で、言うなれば預託したのにどこへやったの

かというようなことも含めて出てくるから、したほ

うがいいよというアドバイスを受けたものですか

ら、その点どうされているかということで確認した

かったのです。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 大変申しわけございませ

ん。そこの確認も実は私のほうでしてございません

ので、今、それも含めながら、きちっと対応しなけ

れば……。当然、寄託分ではお預かりの部分ですか

ら、所有者のものでございますので、その分も含め

ながら、そして時代も３０年という長い年月もたっ

てもございますので、そこのところもきちっと整理

もしていかなければならないし、いただけるもので

あればきちんと寄贈してもらような形。本当にお返

ししなければならないものについては、お返ししな

ければならないというのが必要になってくると思い

ます。 
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 当時、この郷土館が開館するということで、そう

いう珍しい物もあるということで寄託物品等につい

ても収集した経過で、そのままになってございます

ので、そんな部分も整理していかなければならない

というふうに思っております。議員、言われたこと

についても十分に協議しながら進めたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 私、今回の質問というの

は、平成２１年６月２９日に、議員で奈井江町へ広

域連合の関係で調査しに行った時間に、議員の皆さ

ん方とともに砂川市の郷土資料室を見学させていた

だいて、非常に整理されているのと、収蔵庫もき

ちっとなっていて、きちんと分類されているという

ことをちょっとびっくりしまして、これはうちの郷

土館も何とかしなければ、３１年たってもまだまだ

だという状況を、私も郷土史に興味を持っています

から、その状況を逐次見ていたものですから、そん

な関係で今回質問をさせていただいた機会でござい

ます。 

 次に、２点目の今言った収蔵・寄贈等を含めての

記録の関係なのです。 

 それで、今、内訳台帳に、収蔵年月日、収蔵番

号、名称、数量、寄贈、寄託、個人の購入の明記、

出品者等も記録し、さらに所蔵カード作成して管理

しているということなのですけれども、この分類方

法はどのようにされているのかということなので

す。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 分類方法でございますけ

れども、今、開館時と変わらなく、石器・土器・行

政ですとか教育・宗教・社会ですとか、軍事の部

分、十勝岳、自然、林業、農業も当然そうですけれ

ども、その形の当初の分類と変わりなく、今も分類

等に分けて対応している状況でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 昭和５３年に上富良野郷土

館という資料で、私もこれを参考にして質問をして

いるのですけれども、ただ、砂川の教育委員会や資

料記録表というのを見ますと、一応、分類番号、収

蔵番号、収蔵年月日、それからどこに収蔵している

かという所在地を入れたり、それから資料名、数

量、測定、受け入れ方法、写真、これは寄贈者か寄

託者かの住所・氏名・職業欄、それから受け入れ経

過等というようなことであって、その裏に全部それ

ぞれ写真が張ってという形なので、恐らくデータ

ベース化するということになると、基本的にこんな

形のものなのかなとは私自身感じているのですけれ

ども、今の段階では写真貼付等はしていないという

ことで理解していいですか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 収蔵カードに、本来は裏

面にきちんと写真をつけるということで、やっぱり

なければならないのですよ。それで当初はきちっと

つけているのもございましたけれども、やはり長い

年月の中で、収蔵カードはつくるにしても写真がつ

けてない、はがれた部分もあるのかもしれません

が、それがない部分もございますので、それも含め

てきちっと今整理をしていかなければならないとい

うことで考えております。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） この分類内訳台帳と所蔵

カード、それから現物と対査をされて、どこに所蔵

ということは、はっきりわかるようになっているの

でしょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 今の御質問でございます

が、所蔵場所が確認ちょっとされていない部分、う

ちの場合は所蔵場所どこどこということは書いてい

ないものですから、今、一番問題になっているとこ

ろが、所蔵場所がどこにあるというところが、正直

な話できていない状況でございますので、本来は所

蔵場所をきちっと明確にしておかないとだめだとい

うことでございますので、それも含めて今後対応し

ていかなければならないというふうに考えておりま

す。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） できればそういう形でやっ

ていただきたいということと、それから衣類だとか

それから古書ですね。砂川は湿気があったり何だり

してだめだからということで、何か３階に収納庫を

持っていって、うちの場合は、衣類、それから古書

等は１階の収蔵庫に置いてあるなと認識をしている

のですけれども、それで例えば衣類あたりの防虫対

策だとか虫の関係ですね、そういうものを含めてど

ういう体制をとっておられるのか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 大変申しわけございませ

ん。衣類等、図書についても第１収蔵室に入ってご

ざいまして、防虫対策等も含めて、それは正直でき

てございません。そういう関係も十二分に対応して

いかなければならないなというふうに考えてござい

ます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） それでは地下の所蔵庫、実

際、私も何回か入ってみたのだけれども、言うなれ
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ば扉１枚で、外から湿気から何からいろいろという

状況なので、今後はあそこに湿気を嫌うようなもの

等の収蔵というのは、基本的にどうかということ

で、ただ、町長、場所がないのですよ。現実の問

題、これだけのものが集まって、収蔵する場所が。

だから、基本的には収蔵する場所、例えば品物一つ

は置いておいて、あと旧清富小学校のところのどこ

かへ置くとか、何か基本的に考えていかないと、大

変なのかなという気がしますけれども、その点。今

回データベース化しながら、そうやって所蔵する場

所についても十分配慮した形でやっていただきたい

と思います。 

 それで寄贈物品で廃棄や何かは、処分はあったか

ないかということで。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 廃棄につきましては、今

のところ、こちらに上がってきているのはございま

せん。廃棄はしてございません。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 砂川もそうですし、富良野

もそう、美瑛もそうですけれども、寄贈されて廃棄

する場合、必ず寄贈した方が上富良野におられれ

ば、一応、こういう状態で廃棄をしたいというよう

なことを、富良野も砂川も皆、一応、寄贈したのに

どうなのだと訪ねてくる方がいらっしゃると。そう

したら、一方的に勝手に廃棄したと言ったらあれな

ものだから、できればそういうことも気をつけたほ

うがいいよというようなお話がありましたので、恐

らく今度はデータベース化する段階で物品対査をし

たら、そういうものが出てくるのかなという気がい

たしますので、その点配慮いただきたいと思いま

す。 

 それから、次に、収蔵物品の資料のデータベース

化の考え方、基本的にこういうことでやるというこ

となのですけれども、現在、今の郷土館、それから

図書館のスタッフでは、この作業は当然できないだ

ろうという、私も十分認識をしております。それ

で、作業に長時間を要する専門知識が必要、それか

ら有識者の御協力ということでございますけれど

も、問題は実施計画の策定に取り組んでいるという

ことなので、私は３１年間これらの収蔵の対査確認

等は行われていなかったのではないかという気がす

るものですから、できれば一気に来年度あたりやっ

ていただきたい。そのための実施計画の策定、当

然、この予算措置が出てくるものですから、こうい

う関係で実施計画の策定の中で、どのような組み立

てを今考えているのか、教育長の考えは。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ただいまの御質問でござ

います。 

 今後のデータ化含めて、実施計画を策定させてい

ただきます。とにかく、今、中村議員おっしゃると

おり、ただ、人を入れて整理できる状況でございま

せん。当然、有識者等含めながら、その専門知識が

必要でございますので、その組み立てもどのような

形で進めるべきか、今、正直検討中でございます。 

 そういう中で、どれだけまた費用がかかるかとい

うところを町長のほうにまたお願いをしながら、対

応していかなければならない。数字的には、一人工

何ぼということは単純には出せますけれども、そう

いう形でできませんので、もう少し精査しながら地

道にそういう対応を進めていく、私のほうも２２年

度に向かって要求をしていきたいというふうに今

思っている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 現実に寄贈の部分と寄託の

部分で５,４９１点あるのですね、現実の問題。そ

うすると、これを分類、それからカード、対査確認

をとると、膨大な作業量だと思うのですけれども、

基本的に、今、教育長が早い時期にということでご

ざいますけれども、町長、これらの関係で来年度実

施できるような体制がとっていただけるかどうか、

具体的に検討は、教育委員会等のあれはないだろう

と思います。町長の見解としてお伺いいたしたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番中村議員の郷土館の関

係の資料の整理等についての御質問にお答えさせて

いただきますが、私も現場の状況がどのようになっ

ているかということは十分承知はしておりません

が、教育委員会サイドからいろいろ情報を聞いてお

りますが、非常に一方的にたまり放題たまっている

といったような実態だということは聞いておりま

す。 

 それで明年度に向けまして、きちっとデータも電

子化するなり、データベース化を図ることが望まし

いということでは、認識をともにしておりますの

で、具体的にどういう作業がいいのかということは

ちょっと今考えを持ち合わせておりませんが、いず

れにいたしましてもこれを機会にきちっと１回整理

しようと。残すものは残す、整理をするものはしよ

うということで、教育長とは、そういう情報交換を

しておりますので、何とか来年具現化できるよう

に、私も意を用いてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 町長がそういう見解という
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ことで、私も郷土をさぐる会の幹事長という立場

で、もしそういうことでお手伝いができることであ

れば、我々のスタッフがお手伝いをさせていただい

て、できるだけ多くのもの、こんなものもあるの

か、こんなものもあるのかというようなこともあろ

うかと思いますので、そういうことで協力をさせて

いただくということで、なお、町も予算化について

特段の配慮をいただきたいと思います。 

 それで５番目の来館者数の関係ですが、特に郷土

館は昭和５３年にできたときは７,１８４人いて、

その後、微減といいますか、減っていって、最終的

には平成２０年度は３３０人ということで、した

がって開拓記念館も教育長の答弁では、平成１０年

からオープンしたけれども、１,０８２人と言いま

すけれども、平成１０年度の教育要覧の７３ページ

には、１,３１０名となっている、恐らく数字の間

違いでないかなと思います。というのは、オープン

時は非常に来館者が多いのですよ。ですから、そう

なのかなという気がします。 

 いずれにしても郷土館は平成２０年度３３０名、

それから開拓記念館の一番少ない数字は、平成１９

年の１５１名ということなので、いかに展示内容・

展示物等も含めてやって、来館者に上富良野の歴史

を振り返ってもらうと。そうすると、そのまま展示

したものがずっと置いておくというようなことはす

べきでないと。平成２１年度の予算特別委員会の意

見書は、郷土館・開拓記念館の展示物及び展示方法

の充実に努められたいということで、意見書が出さ

れております。 

 したがって、私は、来館者のための特別展を含め

て、具体的な対策は必要ではないかという気がいた

します。それで例えば、教育長は、この整理が終わ

ればやっていきたいということなのですけれども、

一つは１階の収蔵庫、郷土館の地下の収蔵、第２展

示室もある時期によっては、開放するというような

方法をやっていったほうがいいのではないかと。

我々、砂川へ行って地下収蔵庫に、すごい品物が分

類されてあるということで驚いたわけです。した

がって、できればそういう方法。 

 それからもう一つは、士別の博物館は、個人のコ

レクションやその家庭につながる何かを、一角を展

示しますよというようなコーナーがあるのですね。

ですから、そういうような活用をして、また郷土館

に寄っていただくというような方法。例えば、石川

清一さんの割りばしのコレクションあたりは、あれ

にいろいろ書いてあるものもありますので、できれ

ばああいうのも一つの方法かなという気がいたしま

すし、それから軍事関係もいろいろ上富良野には寄

贈が多くされていますので、そういうものだとかと

いうようなことで、一つはある面で整理された後の

段階だろうと思いますけれども、そういうことを参

考にして進めていただきたいなという気がいたしま

す。 

 それから、次に、７点目の収集物品の新たな資料

収集ということです。 

 それで、僕は収蔵物品の資料データベース化と収

蔵物品の整理に新たな資料収集に向けてということ

ですけれども、これは並行してやっていくと。とい

うのは、例えばふじや呉服店が店やめましたよとい

うようなときに、そこに何かあるのか。例えば、富

良野も松浦先生、杉原先生に聞きましたら、つかが

みという薬局店があれしたときに、そこの看板だと

かほかのものを行って、そこのおじいちゃん、おば

あちゃんに了解を得て、言うなれば住宅だとか店舗

の解体前にそういう情報を得たら、みずから足を運

んで収集、もしくは寄贈のお願いに行くというよう

なことをしていかなければならないのではないか

と。 

 それで砂川の郷土資料室を見たら、看板がいろい

ろあるのですね。そうすると、今、私ちょっと気が

ついたのは、衛生センターの看板があるのです。裏

に村上国二さんが、その時の町長ですね。ですから

ああいうものだとか、それから中茶屋の営林署の小

屋だとか、そういうものをある面で担当する者は丹

念にそういうものの目を見張らしながら、それから

もう一つは、郷土をさぐる会の会員や何かにも具体

的にお願いして、そういう情報を取るというような

方法も一つの方法だろうし、収集の手段にもなるの

ではないかという気がいたしますので、その点、要

望をいたしたいと思います。 

 それから、次に２項目めの小学校の歴史を語る物

品等の取り扱いです。 

 教育長の答弁の中で、旭野小学校の校旗・校章に

ついてはということで、地域住民や上富良野小学校

に移管されてということなのだけれども、現実に私

も上富良野小学校へ行って校長先生とお会いし、そ

れからふだん見られない大事なものをおさめている

というそこも見てもらったのですが、現実にはない

のですね。ですから、ほかの学校もあるところ、な

いところありますけれども、基本的にはやはり閉校

する段階で、この物は教育委員会に置く、この物は

地域の分館に置く、これは教育委員会に置くとかと

いうようなきちんとした分類をした形のものをして

いって、それが分館に置くなら分館長や何かにも

ちゃんと残るような形で書類をやっていかないと、

だめでないかなという気がいたします。 

 特に、校門の関係ですね、江花、里仁、日新、清

富等もそれぞれ、上富良野町公立江花小学校、里仁
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も公立里仁小学校、日新も公立、この点ですね、昭

和２１年につくったというのですけれども、町制執

行は昭和２６年８月なのですね。すると、どうも後

でつけたのかなという気がしますけれども、それは

それなりに歴史があれだから、いいのかなという気

がいたします。 

 ただ、建てたということで、いろいろ課長に聞き

ましたら、あれは教育財産だということでございま

すので、できればそういうものもここに入れたとい

うことをきちっと写真にとって地図の中にも入れ

て、できれば置いておいていただきたいなという気

がいたします。 

 上富良野小学校の３線のところにも校門があるの

です。恐らくあれは戦前に建てたもので、恐らく学

校の校名が尋常小学校から国民学校になって、それ

から上富良野小学校になったり、いろいろな経過が

ありますから、そういうことで削られたのかなと。

ただ、学校がそこにないと、この地域はそのまま、

ここにあったのだよという歴史のあかしということ

で必要な気がいたしますので、できればそういうこ

とできちっと整理をしてやっていただきたいという

気がいたします。 

 それで旭野の小学校は、昭和３１年４月に閉校に

なったのですよ。上富良野小学校には、旭野小学校

の永久保存の書類がありまして、その時１年生から

３年生までの３８名、４年生から６年生までの３９

名で、７７名いて、なお統合ということになったの

で、校長先生も私も今では全然考えられませんねと

いうような話でございましたので、やはりこういう

ことで歴史を語るもの。というのは、札幌かみふら

の会の発足２０周年の中に、上富良野町と思い出の

学舎という冊子が出て、その中に各学校の写真、新

と旧ともう一つは校歌、それから学校の変遷が全部

載って、いかに札幌かみふらの会の人も上富良野町

との思い出を、やはり学舎として残しておきたいと

いうことで、こういう資料になったと思うのです

ね。ですから、何とかそういう形でやっていただき

たいというような気がいたします。 

 それから、次に、創成小学校、江花小学校の関係

なのですが、創成は明治３３年に簡易教習所となっ

て、６７年で１,４１１人の方が卒業生として送っ

てということです。したがって、ここも言うなれば

校門もない、言うならば上富良野の学校の草分けで

すから、これはその当時の皆さん方関係ないけれど

も、教育委員会や学校関係者や地域の人の思いが、

十分発揮できなかったのかという気がいたします。 

 ただ、創成小学校の沿革を見ますと、校旗は明治

４４年７月、それから大正１１年６月、これは住民

の皆さん方が寄附で。それから、昭和１３年に本校

卒業生、吉田ちさと氏、結婚記念として校旗一式寄

贈というようなことになっている。恐らくこれが最

後の物なのかなと、こう感じはいたします。やっぱ

りこうやって学校の記録には残っているのだけれど

も、現物はないということで、できれば残念な気が

いたします。 

 それから、江花小学校も５９年たって、９０５名

の皆さん方が卒業されていている。これもやっぱり

校門があるということですけれども、校旗は西小学

校に移管されたということだけれども、西小学校で

は校舎の改築もあったけれども、どうなのかなとい

うことで、これも行方不明ということです。 

 里仁小学校は６２年たったけれども、卒業生が５

５６名で、校旗は公民館の里仁分館に保存してあり

まして、私も見てまいりました。 

 したがって、これらを見ていくと、やはりこうい

うものをいかに維持管理していくかということを含

めて、現在、今あるものについては教育長の答弁で

は、管理簿を設けてということも含めてきちっと、

どこにある、どこが所管ということでやっていって

いただきたいなという気がいたします。 

 それで旧里仁小学校の公印の取り扱いはどうなっ

ていますか、学校印は。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 公印につきましては、里

仁会館の建てた、建てるところの展示物のところに

置くということで対応していきたいというふうに、

今考えています。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 里仁小学校校長の印という

のは、そのままそこに置いておいていいものなのか

どうなのかというのは、ちょっと僕、疑問に思って

いるので、例えば清富小学校の校長印は、そうした

らどういう取り扱いになったのかということ。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） その当時の校長印として

の権力は、今もう廃校になりましたので、一つの一

線は終えましたら、次の使う用途はないのではない

かという、うちらの判断の中で、そこに展示をして

いきたいということで里仁のところに置きたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 一般的に、役場の公印の取

り扱いの規則を見てました。だけれども、それはそ

ういうことで役場とは異質ですけれども、現実の問

題として、そこに置くのが適切かどうかという感じ

するのですけれども、一応、基本的に新しくなった

分館のところに置くということですか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 
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○教育長（北川雅一君） 里仁のそこに置くという

ことで、今、考えてございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 私は、公印のあれはそんな

形で置いておくべきか、もしくはきちっと施錠され

た形で保管しておくべきだなという気がするもので

すから、ちょっとそういうことで申し上げました。 

 それで、旧創成小学校の校章の額というのが、郷

土館に収蔵されているのですね、昭和５３年のオー

プンのときに。題名だけ見ますと、草分２の広川義

一さんが、旧創成小学校校章の額を寄贈されている

という品名があるものですから、今、教育長に言っ

ても、すぐ「はい、ありました」ということにはな

らないのはあれですけれども、ちょっとやっぱりあ

るということで、この資料の中に載っていますの

で、ちょっと見ていただきたいなと思います。た

だ、やっぱり学校のそれぞれ記録は、学校がなくな

ればなるほど校門だとか校旗だとか校章だとかそう

いう思いがあるのが、札幌かみふらの会の皆さん方

がつくられた資料が、その思いを語っているのでな

いかなという気がいたします。 

 したがって、そういう点で早い時期に現在ある校

門・校章の関係等も含めて整理をして、一応、書類

としてつくっていただきたいなというのがあって、

それからもう一つ、東中小学校の校門があるのです

ね、これは僕も驚いたのです。多世代交流センター

にあって、こっちに駐車場があって、その横にある

のです。これが大正１５年１２月１０日に建立され

ているのです。これを同僚議員の岩崎さんに聞いた

ら、東中小学校が新築したときに、それを全部取っ

てきて、業者が廃材置き場のところに置いておいた

のです。それで岩崎さんが発見して、これは大事な

ものだからと、岩崎さんが機材を持ってきて、今の

あそこに建てたのです。裏に大正１５年１２月１０

日、これを建てるということで、ちゃんと裏に刻ま

れているのですね。表の額は全部取られているので

す。恐らく学校の変遷があったから取ったのだろう

と思いますけれども、できればあれを小学校の門に

置くわけにいかないから、現在ありますから。でき

ればどこかの一隅にでも置いておいて、歴史のあか

しとしてやっていただきたいなという気がするので

すけれども、その点いかがですか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 今、東中小学校の校門の

問題ですけれども、ちょっと現地確認させていただ

きながら、今のふぐあいの場所であれば、また問題

でございますので、今、言われたようにどういう形

になるかわかりませんけれども、今後の対応図って

いきたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 郷土館の管理の問題、それ

からそれぞれ廃校・統合になった学校の歴史を語る

あかしになるいろいろなものについて、私、質問さ

せていただきました。 

 何とかそういう感覚で、担当職員も恐らく今のス

タッフでは大変だろうと思うので、町長が先ほど申

し上げていただいたので、何とか来年はそれらの予

算等も含めて、それから我々も、郷土をさぐる会の

会員にも働きかけて協力させていただくということ

で、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、９番中

村有秀君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番一色美秀君の質問を許可します。 

○７番（一色美秀君） 共生型基盤整備事業の取り

扱いについて、町長にお伺いいたします。 

 町の市街地に多機能共生型施設の整備を行い、

「高齢者の生きがいづくりと介護予防」、「障がい

者の地域生活移行と地域生活援助」、「子どもの居

場所づくりや世代間交流」などを目標とした、高齢

者、障がい者、児童がともに支え合い、交流する各

種事業の活動拠点づくりを行う「共生型」事業の展

開方法として、１、既存の介護保険関係施設などの

活用、２、新たに受け皿施設を整備する国庫補助の

活用。補助メニューとしては、「地域介護、福祉空

間整備等交付金」（先進的事業支援特別交付金、国

１０分の１０の補助３,０００万円）が考えられ

る。 

 上記の事業について、町として計画を立て、本格

的に取り組んでいただきたいと思うが、町長の考え

をお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の共生型基盤

整備事業の取り組みについての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 本件につきましては、昨年度に子どもセンターを

活用した共生型基盤整備事業を実施したところであ

ります。 

 その内容として、子どもセンターにおいて、子育

て支援など通常の事業のほか、高齢者の閉じこもり

を防止するための宅老所を実施していること。さら

に、障がい者団体の小規模授産施設として使われて

いることや、併設の発達支援センターの指導課程を

修了した障がいを持つ児童の一時預かりの場を確保

するため、地域介護・福祉空間整備推進交付金３,

０００万円の交付を受けまして、施設機能の向上を

図り、さらに児童、高齢者、障がい者の触れ合いや
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交流の場を確保するため、施設の改修を実施したと

ころであります。 

 また、今年度にはソフトメニューとして、高齢者

と障がい者や子どもとの共生型サービスを行う事業

及び障がい児の日中一時支援事業を実施するための

事業採択も受けたところであります。 

 この事業は、８月２０日付で正式内示を受けまし

て、障がい児の日中一時支援事業については、既に

２名の児童を受け入れており、共生サービス事業に

ついても逐次事業展開していく予定であります。 

 今後につきましては、改修後の子どもセンターを

効果的に活用した共生型サービスや日中一時支援事

業の一層の推進を図るよう考えておりますが、現

在、ほかの施設での事業計画はございませんので、

御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 私は、一般質問の案件を提

出した後、大変私の勉強不足でありまして、昨年、

この国の補助事業を使いまして、子どもセンターを

実施されたということでございました。早速、現地

を見てまいりました。３,０００万円と言いまして

も、どこに使われたのかなというような感じいたし

ましたけれども、具体的な内容はわかりませんけれ

ども、その中で子育て支援センター、にこにことい

う形で、ここでは大変きれいになりましたプレイ

ルームにおいて若い母親、お母さんたちです。それ

と１歳、２歳、３歳ぐらいまでの親子の大勢の方が

にこやかに触れ合いながら楽しんでおられました。

また、そこの中で多少大きくなった子供たちには、

仲よしサロンというところがありまして、そこでグ

ループ的な指導をされておりました。 

 また、発達支援センター、ひよこ学級でございま

す。これは特別に個別の部屋におきまして指導、多

少の障がいのある子供たちを個別的に作業を対応、

指導をされておりました。 

 そのほか、障がい者小規模授産所ということで、

これは毎週木曜日、２名の方が、つばさ会だとか手

をつなぐ親の会の方が使われている部屋がございま

した。 

 そのほかに多目的ルームがありまして、そこで子

供たちが大勢集まって、遊具を使ったゲームなどを

して楽しんでおりました。 

 そういった中を目にいたしまして、ただ、高齢者

のための宅老所なのですが、現在の中で日曜日に

やっていらっしゃるようですね。約１５名のお年寄

りの方が毎週日曜日に集まりまして、大体５００円

の予算を持ち寄りになりまして、４００円ぐらいの

お弁当に、あと１００円ぐらいのおやつや何か。こ

れはＮＰＯ法人のたんぽぽの会のメンバーの方々が

協力されまして、いろいろな形で食事をしながら楽

しみがなされているということであります。 

 ただ、この共生型の事業ということは、あくまで

もやはりこういった高齢者だとか障がい者また子供

たちが、各分野の垣根を越えて交流するというよう

な立場であります。ただいまの上富良野の支援セン

ターの場合では、今の現状の中では具体的に交流す

るような場所は非常に少ないのではないかと、高齢

者の方も日曜日しか使えないと、そのような形。 

 ただ、今年度に、先ほど町長の答弁の中に８月２

０日に新たなソフトメニューとしてのいろいろな形

がとられている。もしよろしければ、これからの本

当の各分野の垣根を越えた取り組みをどのようにな

されているか、具体的な面がありましたらお答えい

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の共生型基盤

整備事業の件につきまして、基本的な部分について

私のほうから御答弁をさせていただきまして、今

後、ソフト事業の事業展開につきましては、担当の

ほうから補足をさせていただきたいと思います。 

 議員お説のとおり、さまざまな子供たちから高齢

者に至りますまで、さまざまな形で共生をしながら

暮らしていくということは、午前中の質問にもござ

いましたが、全くまちづくりを進めていく上におき

ましては、基本的なことでございまして、こういう

ことの積み重ねが、ともにつくる町の原動力になる

というふうに考えおります。 

 また、障がいを持たれている方々に対しても、

ノーマライゼーションを果たすべく、そういう環境

づくりに、このセンターが十分機能していくことを

目的に整備をさせていただいた事業でございまし

て、御案内のとおり、スタートをさせていただいた

ばかりでございまして、なかなかまだ十分にその機

能を果たしきれない、魂がまだ十分に入っていない

というような点は、これは反省しなければなりませ

んし、まさしくこれからその中身を充実していくと

いうふうに、私も認識しております。 

 それと、今度、ソフト事業として取り組む点につ

きましての詳細につきましては、担当のほうから御

説明をさせていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ７番一色議員の子

どもセンターの共生型事業につきましての御質問に

お答えを申し上げたいと思います。 

 ただいま町長が申し上げたような概要で、子ども

センターの改修を行ったという、昨年度実施した状

況であります。その補助採択のきっかけとなりまし
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たのも共生型事業ですが、現状の子どもセンターに

おきまして特徴的な使い方として、子供だけに限ら

ずお年寄りであるとか宅老所、それから老人クラブ

の土曜日の活動、集まりがあります。 

 また、障がい者の授産施設というようなことで、

それらを現状といたしまして、それぞれが都合のい

い時間に使っている状況にありますけれども、それ

らをといいますか、主に北海道の考え方としまして

は、障がい者の方の効果的な使い方、ともにお年寄

りや幼児と触れ合いの場を設けることによって、障

がいを持つ方の閉じこもりといいますか、活動が、

場所が広がるということが採択の主な中身でありま

して、また、我が町におきまして発達支援段階の子

供さんが、指導段階を終えた中で家庭での生活の中

で一時的な預かりを実施することによって、家族の

短い時間であっても取り持った時間をつくるための

一時預かりというものも課題となっていたところで

ありまして、この点につきましては、先ほどの質問

のとおり、２名の方をお預かりいたしまして、そう

いった預かりの場を設けてございます。それらの事

業を展開しているところでございます。 

 また、ソフトメニューの事業展開でありますけれ

ども、今年度の採択の中身といたしましては、まず

障がい児の預かりの場、それから子どもセンターの

本来の一つの発達支援という中のそういった機材の

整備を図っていくことと、また、宅老所におきまし

てもさらにお年寄りのひとときを過ごしていく場に

おいて必要な備品も整備するように考えているとこ

ろでございます。 

 そういった後において、本来の目的でございます

障がいを持つ方、それからお年寄りの方、子供たち

との触れ合いの場を持つ行事等を展開することに

よって、採択を受けた事業メニューの町における効

果的な事業を図られるようにということで、今年度

の後半に向かうわけですけれども、事業展開を進め

てまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） ただいま説明受けたわけで

ありますけれども、確かに一つのこれがきっかけと

なりまして、共生型の基盤整備のきっかけが生まれ

たわけでございますけれども、現状では非常にやっ

ぱり手狭であるということ、まだまだ整備しなけれ

ばならない、広げなければならない。当然、予算づ

けも必要となってきますし、それと同時に、何が大

事なのか、これからのソフト面ですね。現在は、ボ

ランティアだけに頼っている形ですけれども、実際

に具体的なサポートする人方を充ててやっていかな

ければならない、そのために対する町の取り組みに

ついても具体的にこれから詰めていかなければなら

ない。ただ、一つ一つのきっかけができたというこ

とは、非常にすばらしいことだと思います。 

 ちょっとここで方向を変えて、高齢者の実態とい

うことでひとつ、この後につながりがあるわけなの

ですが、先般の広報によりますと、今現在、平成２

１年度の高齢者の実態調査によりますと、人口が現

在１万２,０９８名のところ、６５歳以上の方が２,

９７８名、約３,０００人近くがいます。その中

で、認知症高齢者、これは家庭内とか社会的には自

立できるけれども、何とかひとり暮らしも可能とい

う方から始まって、専門医が専属の医療が必要であ

るということを含めていらっしゃる方が３７７名で

ございます。それから、虚弱で寝たきりである高齢

者の数は、これも何らかの支援は必要だけれども、

ほぼ自立できる方から、一日じゅうベッドで生活と

寝たきり老人という方を含めまして４９５名、約

３,０００人の中に、これだけのお年寄りがいらっ

しゃるということでございます。 

 先般、これは私どもの町内会の話なのですが、い

ろいろな町内会の会議の中で私も現在、町内会長を

しているものですから、先輩の、同じ町内の中で

「おじさん、もう若いものに少し任せてほしい」と

お願いしたところなのですが、その方に一喝されま

して、「何をいっているのだと、たかが２０ぐらい

しか違わないのではないかと。人生５年、１０年、

２０年あっという間だと、年寄り扱いするのは甚だ

しい」と怒られまして、事と次第によっては町のた

め、町の人口増加のため子づくりの参加もオーケー

だとか言ったとか言わないとかございますけれど

も、とにかく元気なお年寄りの方でございます。 

 そのときに初めて私も気がついたわけなのです

が、これは高齢者の方を保護するということではな

いのだと。むしろより積極的に参加していただくの

だということに位置づけて、それを生かすまちづく

りをしなければならないのではないかと、そういう

ふうに考えられたわけであります。 

 そこで、先ほど町で取り上げられました共生型の

基盤整備事業のあれですが、各分野の垣根を越えた

まちづくりに取り組むということで、一つは高齢者

や障がい者がともに助け合いながら、自由に住む共

生型グループホームの整備、また、障がい者の雇用

を確保するとともに、高齢者との共生による授産事

業、例えばパンの製造宅配等、そういう施設をつく

る。また、地域の高齢者、障がい児、子供たちが触

れ合うことができる地域交流スペースの整備をす

る。このような建物をつくることは、非常に大切に

なってくるのではないかと思われます。 

 現在、我が町では介護が必要な高齢者は、朝、郊
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外にある施設の迎えの車が自宅にやってきて、日中

はデイサービスで過ごし、夕方に送りの車で戻って

まいります。送迎のため、郊外の施設の車が市街地

を行ったり来たりする、これが今現在の高齢者介護

の実態でございます。でも私は何となくこれを不自

然に感じております。もっと身近な町の中に、例え

ば空き店舗を利用したり、そういった中で日ごろか

ら暮らしている市街地の中に、歩いて通える場所が

あればいいと思っております。 

 障がいのある人が働く、これはたとえであります

けれども、喫茶は２階でくつろぐ、高齢者にコー

ヒーや昼食を届ける、高齢者と障がい者が補完し

あってというのも一つであります。また、認知症の

高齢者が自閉症の人たちと違和感なくともに過ごし

たり、赤ちゃんを上手に操ったりする、こういった

分野を越えた取り組みが必要でないかと思うわけで

あります。 

 こういったような取り組みについて、町自体の取

り組みは、今後どのように考えているか、もし一端

でもそういったあれがあれば、お聞かせ願いたいと

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の共生型の御

質問についてお答えをさせていただきます。 

 まず、基本的な認識といたしまして、私は、先ほ

どもお答えさせていただいたかと思いますが、やは

りまちづくりの基本は、どういう立場で暮らしてお

られようと、どういう境遇におられようと、まちづ

くりに対します取り組みは、全く同じだというふう

に考えております。 

 とりわけ障がいを持っておられる方々、あるいは

高齢の方々が孤立化してしまうというような傾向

は、現在、上富良野に寄らず全国的にそういう傾向

かと思います。町といたしましても、特に私の政治

課題として弱者に対しまして、特に光を当ててき

ちっと目配りをするようにということで、常々、職

員の現場には申しているところでございます。 

 そういうような基本的な考えの中で、それぞれ高

齢者の孤立化を防いだり、あるいは障がいを持って

おられる方の社会参加を促したりと、これは一朝一

夕にできることではありませんが、しかし、そのギ

アを前進に入れるかニュートラルにしておくかとい

うことは、将来これは大きな差が出てまいります。 

 そういう意味におきまして、たとえ歩みは小さく

ても確実に一歩一歩前へ進めていくような取り組み

を、町としての責任として果たしていかなければな

らないというふうに考えております。そのために、

さまざま町だけで対応できない、一色議員お話の中

にありましたような授産施設等につきましては、こ

ういったものにつきましては、やはり民間の力をお

かりしなければなかなか実現できないというような

ものもございますし、障がい者を一時預かるそうい

うような事業展開、今もさせていただいております

が、そういうことにつきましては、町が取り組める

範疇として取り組まさせていただいたという。 

 それから、お年寄りが交流を深めていただいて、

まちづくりに参加しているのだというような意識高

揚のためには、既に中茶屋の事業を通じて、宅老所

の事業を通じましてお年寄りに対してもそういう生

きがい、あるいは交流の場も提供させていただいて

おります。 

 また、元気で活躍されております高齢者の方々に

つきましては、いろいろないしずえ大学等を通じて

の社会教育、あるいは高齢者事業団を通じての勤労

もサポートさせていただくというようなさまざまな

形で、それぞれがきちっとつながりが、もっと体系

立てたものということは、なかなかまだそこまで成

熟しておりませんが、一つ一つの取り組みとして

は、現在も取り組みをさせていただいておりますの

で、さらに取捨選択を重ねながら精度の高いものに

していきたいというふうに考えておりますので、ぜ

ひ御支援を賜りたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） ただいま町長の答弁にござ

いましたけれども、確かに中茶屋にこだわらず、

もっと市街の町の中において、そういった施設を

持ってきていただきたい。 

 例えば、これ一つの例なのですが、今、私たちの

地域には泉栄防災センターがございます。以前は、

子育てセンターも併用しておりましたけれども、今

回のあれによって今は西児童館だけで、あとは地域

の我々が利用したり、また２階はあいております。

そういったすぐ裏の地に広い空き地がございます。

さらに、その隣りに、きょうは高田幼稚園の専修寺

学園の園長さんもいらしておりますけれども、西保

育園がございます。 

 そういうような立地条件の中に、町の中にもしで

きれば多機能型の共生の高齢者も障がい者もともに

住めるような住宅をつくるのだと。そして１階の大

きな広場の中に、先ほど申し上げたようなともに助

け合いながらできる共生する授産事業だとか、いろ

いろな交流スペース、子供たちとそれからまたお年

寄りが交流できるようなスペースをつくれないもの

かと。具体的なそういう予算づけをこれから図っ

て、また、国の財源を引っ張ってこれる資金を使え

るものはさらにないのかと、そういうことに対して
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の再考をお願いしたいと思うわけですが、いかがで

しょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の共生型社会

に対する取り組みについての御質問にお答えさせて

いただきますが、かなうものであれば、それぞれの

地域にさまざまな交流機能を持った施設が整備され

ていることは、これは望ましいことは私も全く同感

でございます。 

 しかしながら、現在の町が運営しております子育

てセンター等につきまして、その機能が不足してい

ると、あるいは拡充してほしいというような強い御

要望等は、現在寄せられている状況にないことや宅

老機能を持ち合わせております中茶屋等につきまし

ても、手狭であるとかというような具体的な要望も

寄せられている実態にはございません。 

 ただ、利便性を考えますと、それぞれの地域にあ

る施設等を活用して、そういう機能を持たせるとい

うことは、これは形としては望ましいことは私も１

００％理解できますが、やはりそういう機能を持た

せることによるコストも当然発生することなどか

ら、やはり上富良野の町の器に合った機能というも

のもある実態もございますので、そういうニーズが

非常に強い力、大きな動きとなってあらわれるよう

なそういう事態になった段階では、また、皆さん方

に御提示申し上げまして、御意見を賜りながら、

我々の町の進むべき方向を定めてまいりたいと思い

ますが、現在のところ、そういう差し迫った物理的

なキャパシティーが足りないというような状況では

ないというふうに私認識しておりまして、利便性を

さらに高めるということは十分理解できますが、現

在の町の状況を勘案した中で、精いっぱいの取り組

みをさせていただいているということで、御理解賜

りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 私、今回で３回目の一般質

問になりますけれども、絶えずいつも不満に思うこ

とは、町長の答弁は絶えず商工会が動けば、それに

対してサポートします。民意の意向があれば、それ

に対して私たちも動いていきたいと、絶えずその意

見だけでございます。一歩踏み込んでいただけない

でしょうか。先ほど、町長は、私の一つの基本理念

として、弱者に対して光を当てていくのだと、そう

いう政策を私の任期中にやっていきたいのだという

ことであれば、なぜ我々に対してもこういったもの

を具体的な例を挙げたいのだと、このことに対して

も議会も協力してほしいのだと。予算の裏づけはあ

るのかどうなのかと、お互いに協議しようというそ

ういう姿勢が見当たらないと、それが非常に残念で

ございます。今後、そういう意思があるやなしやに

ついて答弁を願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 あらゆることを行政のほうから御提案をさせてい

ただくという手法は、私としては、やはり町民の皆

さん方のやっぱり力を出していただくことがまず第

一義だと。行政のあり方としては、そういう町民の

皆さん方の行動に対して行政としてサポートさせて

いただくというのが、本来、町の取るべきスタンス

でないかなというふうに理解しているところでござ

います。 

 ただ、そういう中で行政が主体的に御提案を申し

上げ、町民にサービス提供していく例えば今の子ど

もセンターなんかについても、まさしく町が御提案

させていただいて、具現化を図ってきたというよう

な事案でございまして、これは都度、行政ニーズに

合わせて検討しながら選択をしていくという手法だ

と考えておりますので、すべて行政が提案させてい

ただいて御協議いただくというような手法が必ずし

もベストだと、行政を支える上でベストだというふ

うな選択肢は、私は、ちょっととっておりませんの

で、やはり町民の皆さん方から知恵も出していただ

きたいということをこれからも続けてまいりたいと

思いますので、御理解のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 これで、７番一色美秀君の一般質問を終了いたし

ます。 

 これにて、一般質問を全部終了いたしました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告            

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 これにて散会いたします。 

 あすの予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 あす９月１６日は、本定例会の２日目で、開会は

午前９時でございます。定刻までに御参集賜ります

ようお願いいたします。 

 以上でございます。 

午後 ３時５４分 散会
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告            

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 これより、平成２１年第３回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告            

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 さきに御案内のとおり、人事案件の議案第１３号

及び第１４号につきましては、後ほど議案をお手元

にお配りいたしますので、御了承賜りたいと存じま

す。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中

の継続調査として配付のとおり申し出がございまし

た。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    ３番 岩 田 浩 志 君 

    ４番 谷     忠 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 選任第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 選任第１号常任

委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第７条第

１項の規定により、議長より指名いたします。 

 総務産建常任委員に村上和子君、岩田浩志君、今

村辰義君、一色美秀君、中村有秀君、和田昭彦君、

西村昭教。 

 次に、厚生文教常任委員に岡本康裕君、谷忠君、

米沢義英君、岩崎治男君、渡部洋己君、佐川典子

君、長谷川徳行君をそれぞれ指名いたします。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を

それぞれの常任委員に選任することに決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 選任第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 選任第２号議会

運営委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第７

条第１項の規定により、議長より指名いたします。 

 議会運営委員に村上和子君、岩田浩志君、谷忠

君、米沢義英君、中村有秀君、渡部洋己君を指名い

たします。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を

議会運営委員に選任することに決しました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第４号から 

◎日程第５ 議案第５号まで 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第４号平成

２０年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及

び日程第５ 議案第５号平成２０年度上富良野町企

業会計決算認定の件を一括して議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 初めに、会計管理者新井久己君。 

○会計管理者（新井久己君） ただいま上程されま

した議案第４号平成２０年度上富良野町各会計歳入

歳出決算認定の件につきまして、概要の説明を申し

上げます。 

 今回、決算認定を受けます平成２０年度各会計の

当初予算時の財政状況を振り返りますと、全国的な

景気回復面では地方格差があるものの、全体として

一部に弱い動きが見られるものの穏やかな回復が続

いていると見られております。北海道においては横

ばいと見られるものの、厳しい状況が続いており、

改善の動きに足踏み感が見られ、景気回復の兆しを

実感できない状況にあり、依然厳しい地域経済の概

況でありました。 

 こうした中、政府は経済財政改革の基本方針２０

０７年において、平成２３年度における基礎的財政

収支の黒字化を確実に行うことに重点を置き、これ

までの財政健全化の努力を緩めることなく、引き続
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き歳出改革路線を強化することなど、厳しく抑制が

図られることが示されたところであります。このこ

とは、地方財政においても地方公務員人件費や地方

単独事業の徹底した見直しを行うことなどにより、

地方財政計画の歳出規模を引き続き抑制する内容に

あったところです。 

 当町におきましても、これらの国の方針で新たに

地方再生対策費が創設されたことにより地方交付税

の増が盛り込まれましたが、地方譲与税、臨時財政

対策費などが総じて減少が見られ、町税においても

収入の伸びが見込まれない中、厳しい財政状況が続

いておりますが、行財政計画実施計画に掲げた諸改

革を着実に進めることで安定した財政構造への転換

を目指した予算編成であったところであります。 

 このことから、一般会計における当初予算は７１

億５,２００万円、前年度対比１４.４％の増、金額

では９億２００万円増の予算規模であり、その後、

状況変化によりまして、最終予算は７９億１,９７

１万３,０００円となったところであります。 

 その予算に対する決算状況でありますが、一般会

計及び特別会計に後期高齢者医療特別会計がふえ、

七つの特別会計となり、全体の決算総額では歳入総

額が１１３億５,７６３万円、それに対し歳出総額

が１０９億８,２２９万円で、差引額３億７,５３４

万円となったところでございます。また、七つの特

別会計においても黒字決算となったところでありま

す。 

 その内容につきまして、一般会計を主に説明いた

します。一般会計の歳入決算額は７８億８,１５９

万２,０００円で、前年度よりも１５億２,８０５万

２,０００円の増となっております。その主な要因

としまして、歳入では、畜産担い手育成総合整備事

業の増加や富町町営住宅整備、障害防止の事業費の

増、定額給付金、地域活性化・緊急安心実現総合対

策、生活対策臨時交付金事業などの実施による国庫

支出金が大幅に増加した一方、道河川の橋梁架替工

事の完了や農業センターの用地の売却済みでの減、

また、国営事業負担金の一括償還に伴う基金などが

減少したものの、補償金免除繰上償還金の財源とし

て減債基金の取り崩しの増で、繰入金の総体では増

加となったところであります。 

 また、主たる一般財源につきましては、経済状況

の悪化などにより、町税、地方譲与税など減少した

一方、地方交付税は地方再生対策費が徴収されたこ

となどにより１億４,２０８万２,０００円の増、ま

た新たな税収補てん特例交付金や地方税等減収補て

ん臨時交付金などが創設されたことによる地方特別

交付金が増加になったところであります。 

 町債では、町営住宅の整備、興農橋架替えの事業

に伴い６,９２０万円の増加となったところであり

ます。歳出におきましては、７６億１,９８９万１,

０００円で、前年度よりも１３億５,４２６万２,０

００円の増となっております。その主なものにつき

ましては、投資的経費の抑制を図られた中で、歳入

でも申し上げました畜産担い手育成総合整備事業の

増加、定額給付金の実施、富町町営住宅の整備、障

害防止事業などの補助事業が増加したこと、特別会

計の繰出金で簡易水道事業及び公共下水道事業の繰

上償還部分の増、また、新たな後期高齢者医療と介

護保険の繰り出しが増加し、老人保健と国民健康保

険の繰り出しについてはそれぞれ減少をしておりま

す。また、行財政改革の取り組みにより、人件費、

物件費などの経常経費につきましてもそれぞれ減額

になっているところであります。 

 平成２０年度の予算執行に当たりましては、議員

各位、町民各位並びに各関係機関、団体等の御理解

を賜り、総合計画の実施計画に基づく各分野におけ

る各施策事業の執行を終えたところであります。そ

れぞれ事業ごとの内容につきましては、歳入歳出事

項別明細書の歳出の部におきまして予算書と同様に

記載してありますので後ほど御高覧いただきたいと

思います。 

 以下、議案及び平成２０年度各会計収支総括並び

に財産の移動関係を申し上げて提案の説明をさせて

いただきたいと思います。 

 議案第４号平成２０年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定の件。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成

２０年度上富良野町一般会計、国民健康保険特別会

計、老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計、

介護保険特別会計、簡易水道事業特別会計、公共下

水道事業特別会計及びラベンダーハイツ事業特別会

計の歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけ

て、議会の認定に付する。 

 決算書の２ページをお開き願いたいと思います。

この表は、平成２０年度の各会計別収支総括であり

ます。この表によりまして、各会計全体の金額の御

説明を申し上げます。 

 一般会計及び七つの特別会計の合計欄を見ていた

だきたいと思います。予算額では１１５億２,４４

７万円、調定額では１１４億３,９７５万９,７７０

円、収入済額では１１３億５,７６３万４,４４３

円、不納欠損額では７５７万８５８円、収入未済額

では７,４５５万４,４６９円、支出済額では１０９

億８,２２８万７,９８７円で、差引残額が３億７,

５３４万６,４５６円となったところであります。 

 次に、収入調定に対する収入割合の調定対比では

９９.２８％、予算に対する収入割合の予算対比で
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は９８.５５％、予算に対する支出割合の支出予算

対比が９５.３０％となったところであります。こ

の表の丸括弧書きは平成１９年度会計から平成２０

年度会計への繰越明許費であり、大括弧書きは平成

２０年度会計から平成２１年度会計への繰越明許費

であり、それぞれ内数であります。 

 平成２０年度の繰越明許費の歳入の予算額につき

ましては、決算書の１２ページから１３ページに、

歳出の予算額につきましては１８ページから１９

ページにその内容を記載しておりますので、後ほど

御高覧いただきたいと思います。 

 次に、各会計の不納欠損の状況でありますが、Ｄ

欄を見ていただきたいと思います。一般会計では町

民税、固定資産税、保育料、住宅使用料で１９７万

７,０６４円の欠損処分を行っております。 

 国民健康保険特別会計では、保険税の一般分で４

９１万３,９４８円の欠損処分を行っております。 

 公共下水道事業特別会計では、下水道使用料で４

９万６,９４６円の欠損処分を行っております。 

 介護保険特別会計では、介護保険料で１８万２,

９００円の欠損処分を行っております。 

 次に、収入未済額でありますが、Ｅ欄を見ていた

だきたいと思います。一般会計では、町税関係と保

育料及び住宅使用料などで２,７１４万６,２７９円

の未済額であります。 

 国民健康保険特別会計では、保険税の一般分、退

職分で３,８０２万６,１５６円の未済額でありま

す。 

 簡易水道事業特別会計では、水道使用料で９万

６,１６３円の未済額であります。 

 公共下水道事業特別会計では、受益者負担金分担

金及び下水道使用料で６９１万８,４７１円の未済

額であります。 

 介護保険特別会計では、介護保険料で２０３万

７,７００円の未済額であります。 

 後期高齢者医療特別会計では、医療保険で３２万

９,７００円の未済額であります。 

 なお、不納欠損額及び収入未済額の内訳につきま

しては、別冊の各会計歳入歳出決算書に係る附属調

書にそれぞれ調書として載せてありますので、後ほ

ど御高覧いただきたいと思います。 

 次に、各会計の差し引き残額でありますが、Ｇ欄

を見ていただきたいと思います。一般会計では、２

億６,１７０万１,１２７円でありますが、翌年度へ

繰り越す財源として繰越明許費分７,５４１万３,９

６５円を除いた１億８,６２８万７,１６２円が実質

収支額となっております。 

 国民健康保険特別会計以下特別会計につきまして

は、記載のとおりであります。 

 次に、財産関係について御説明を申し上げます。

決算書の後ろのほうで４０９ページをお開き願いた

いと思います。 

 財産に関する調書であります。平成２０年度中に

おける公有財産の移動のみについて御説明を申し上

げます。 

 １、公有財産、（１）土地及び建物、（ア）行政

財産でありますが、区分欄の消防施設の欄の土地１

８５.４４平方メートルの減でありますが、中央分

遣所の用地の売却と普通財産への変更によるもので

あります。 

 学校欄の土地１,１４２平方メートルの減であり

ますが、東中小学校用地の一部を道路用地への分筆

による減であります。 

 その他の施設の欄の１万３,０４１平方メートル

の減でありますが、深山峠展望台用地を普通財産へ

の変更と雪捨て場用地の一部を土地改良区用地との

交換による減であります。 

 次に建物関係でありますが、消防施設団の建物木

造７７.７６平方メートルの減でありますが、中央

分遣所の取り壊しによるものであります。 

 その他の施設の欄の建物、木造３１７.９３平方

メートルの増でありますが、木造と非木の構造区分

による修正であります。 

 次に、非木造建物の公営住宅の欄の２３６.５４

平方メートルの増でありますが、富町団地の新築取

り壊しによる増減であります。 

 その他の施設の欄の７７０.１４平方メートルの

減でありますが、西保育所の無償譲渡と木造建物へ

の構造区分の修正による減であります。 

 次の（イ）普通財産関係でありますが、区分欄で

の教員住宅の欄の土地３６４平方メートルの減であ

りますが、旭町教員住宅の一部を用途廃止し、その

他の施設への区分変更による減であります。 

 その他の施設の欄の土地、１万４,４７６.９４平

方メートルの増でありますが、行政財産から用途変

更による、中央分遣所、深山峠展望台用地、東中小

学校用地の一部と教員住宅からその他の施設への区

分変更による増から、旧商工会用地の売却、あすな

ろ官舎隣接用地の一部を河川用地への分筆による減

を差し引いた増であります。 

 次に、建物関係でありますが、区分欄の教員住宅

とその他の施設の木造１１６.６４平方メートルの

増減でありますが、旭町教員住宅１棟２戸の用途変

更によるその他への施設への区分変更によるもので

あります。 

 以上が、公有財産の土地及び建物の移動関係であ

ります。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 
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 （２）有価証券でありますが、前年同様でありま

す。 

 （３）出資による権利金でありますが、新たな地

方公共企業等金融機構への出資金１２０万円であり

ますが、平成１９年の５月に地方公共企業等金融機

構法が成立し、新たな仕組みとして地方分権改革の

理念に沿って国の機関から地方公共団体が共同で設

立し、自立的、主体的に運営する機関に移行し、地

方自治体の資金調達を補完する地方公営企業等金融

機構が設立されたことによる出資金であります。 

 次、２の物品関係でありますが、年度中の車両関

係の増減であります。年度中に新たに乗用車４台、

うち１台は消防への賃貸契約を交わしております。

大型トラック１台はじん芥車であります。マイクロ

バスは町営バス２台で計７台を購入し、老朽化に伴

う廃車３台、売却２台、購入に伴う下取り４台で、

計９台の処分を行っております。よって、年度末保

有台数は７５台となっております。 

 ３の債権関係でありますが、上富良野高等学校卒

業者修学資金貸付金であります。年度中での１２４

万円の減につきましては、８名の方々からの償還分

であります。年度末では２８８万円で、実人数では

４名となっております。 

 次のページをお開きください。４の基金関係であ

りますが、平成２０年度におきましては、一般会計

及び特別会計を合わせまして１４の基金と北海道備

荒資金組合基金を保有しております。この表の上段

網かけにつきましては、平成２１年５月３１日現在

の金額であります。１４基金の合計金額であります

が、表中の右下の上段の網かけ部分で、平成２１年

５月３１日現在、２０億１,６１６万７,４７５円

で、下段の年度末の３月３１日現在、１８億７,４

９７万３,６８４円となっているところでございま

す。 

 以上が、財産に関する状況であります。 

 以上で、議案第４号平成２０年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件についての説明とさせてい

ただきます。具体的な主要施策の成果につきまして

は、別冊の平成２０年度各会計主要施策の成果報告

書に取りまとめております。また、決算にかかわり

ます付表を各会計歳入歳出決算書に係る附属調書と

しまして、あわせて取りまとめておりますので、審

議の参考とされまして御審議賜り、認定をいただき

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 次に、監査委員の審査意見

を求めます。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 各会計決算及び各基

金の運用状況につきまして、審査意見を申し述べま

す。 

 地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５

項の規定により、審査に付された平成２０年度上富

良野町一般会計外７特別会計の歳入歳出決算及び各

基金の運用状況について、町長から提出された各会

計歳入歳出決算書、関係調書及び各基金の運用状況

を示す書類が関係法令に準拠して調製されている

か、予算が適正かつ効率的に執行されているか等に

主眼を置き、関係諸帳簿及び証拠書類との照合のほ

か、担当者から意見を聞き取りするなど、必要と認

められる審査を行いました。 

 審査に付された一般会計、特別会計の歳入歳出決

算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関す

る調書及び財産に関する調書は、法令に準拠して作

成されており、決算計数及び各基金の運用状況を示

す書類の計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合した

結果、誤りのないものと認められました。 

 審査の詳細についてはお手元に配付の意見書のと

おりであり、既に御高覧いただいたものと思います

ので、概要のみ御説明させていただきます。 

 平成２０年度一般会計及び特別会計の決算状況

は、３ページ、表１の各会計別の収支状況のとおり

で、収入総合計額は前年度に比べて６.６％、７億

７８２万８,０００円増の１１３億５,７６３万４,

０００円、歳出総合計額は４.９％、５億８０３万

６,０００円増の１０９億８,２２８万８,０００円

と前年度を上回っております。差し引き残高は３億

７,５３４万６,０００円となっており、翌年度へ繰

り越すべき財源として一般会計の繰越明許費繰越額

を控除した実質収支額は２億９,９９３万２,０００

円で、前年度に比べ１億２,４４５万４,０００円の

増加となっております。 

 予算の執行状況については、２ページの意見書の

とおりでありますが、収入未済額については７,４

５５万４,０００円で、前年度収入未済額から繰越

明許費を差し引いた実質的な比較では、９.９％、

６７３万６,０００円の増加となっております。 

 次に、各会計別の決算概要について御説明いたし

ます。４ページをお開きください。 

 一般会計の平成２０年度決算は、平成１９年度か

ら繰り越された４事業に係る繰越明許費繰越額を含

めた予算現額８０億７,４８５万６,０００円に対

し、歳入決算額は７８億８,１５９万２,０００円、

歳出決算額は７６億１,９８９万１,０００円で、歳

入歳出差引額２億６,１７０万１,０００円が剰余金

となっており、繰越明許費繰越額を控除した実質収

支額７,５４１万３,０００円が翌年度へ繰り越され

ております。 

 歳入の収納状況は、６ページ、表２の歳入の収納
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状況で示すとおりでありますが、町税の現年度課税

分の収納額は前年度と比較して２３４万４,０００

円減少しております。この減少した主な要因は、昨

年秋からの世界的な経済同時不況よる景気や雇用状

況の悪化によるものと考えております。また、地方

交付税は１億４,２０８万２,０００円増額されてお

ります。 

 次に、一般会計の歳出についてでありますが、７

ページ、表３の歳出の性質別経費状況で示すとお

り、前年度と比較して普通建設事業費、補助費等積

立金及び繰出金が増加しており、人件費や公債費、

投資及び出資金等が減少しております。 

 また、町の財政状況をあらわす財政指標は、８

ページ、表４のとおりでありますが、全体的に前年

度と比べて若干よくなっていると思います。 

 次に、特別会計について２点触れておきます。 

 まず１点目は、一般会計と同様、未収金の問題で

あります。国民健康保険税の未収金は、前年度と比

較して７.０％、２４８万９,０００円増加し、３,

８０２万６,０００円と大きな額となっており、国

民健康保険特別会計の財政の安定には収納率の向上

が欠かせないものであり、今後とも未収金の解消に

一層の取り組み強化が必要と考えられます。 

 また、介護保険料の未収金も増加傾向にあり、制

度の理解度を深める啓蒙活動を行い、収納対策を強

化して未収金の解消に向けた努力を望みたいと思い

ます。 

 ２点目は、各会計とも歳入歳出の差引残高は黒字

となっておりますが、一般会計からの基準外の繰入

金を除いた場合、簡易水道事業特別会計と公共下水

道事業特別会計は剰余金を生じておりません。町財

政が厳しくなり、一般会計からの繰り入れも厳しく

なってきているため、特別会計の収支についてもあ

らゆる角度から検討を加え、健全経営に向けた努力

を望みたいと思います。 

 ２０ページの各基金の運用状況についてでありま

すが、各基金の計数は決算書付表の数値と一致して

おり、適正であると認めます。基金運用面について

は、各会計の一時借入金への繰り替え運用等により

成果を上げており、今後もより一層の安全かつ有利

な方法で計画的な運用を望みます。 

 最後に、各会計全般について検討及び改善を求め

る事項は、未収金や不納欠損金の問題であります。

町民が厳しい生活状況に置かれ、各滞納者の複雑な

事情がうかがえますが、公平な負担の原則と健全財

政を維持するため、引き続きより一層の適切な対応

と取り組みを強化されることを望みます。 

 今後、町政執行に当たり地方自治体に課せられた

責任は地方分権の推進や財政健全化法により一段と

重くなってきております。この責任を果たしていく

ためには、制度改正など、国や道の施策の動向を見

きわめながら、適正かつ効率的な行財政の運営に努

められることを望みます。なお、２３ページ以降に

各種資料などを参考として添付してございますの

で、御高覧いただきたいと存じます。 

 以上で、説明にかえさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） 次に、町立病院事務長。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ただいま上程さ

れました議案第５号平成２０年度上富良野町企業会

計決算認定の件につきまして、朗読をもって説明さ

せていただきます。 

 議案第５号平成２０年度上富良野町企業会計決算

認定の件。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平

成２０年度上富良野町病院事業会計及び上富良野町

水道事業会計の決算を、別紙監査委員の意見をつけ

て議会の認定に付する。 

 まず最初に、病院事業会計から御説明させていた

だきます。病院事業会計決算報告書の７ページをお

開き願います。要点につきまして御説明申し上げま

す。 

 平成２０年度上富良野町立病院事業報告書。 

 １、概況。 

 （１）総括事項。 

 病院事業は、平成２０年度の診療報酬改定でトー

タル的に０.８２％のマイナス改定となり、厳しい

経営環境にありましたが、病院事業収益は前年度比

２,３３２万円の増収となり、最終的には４９８万

１,０００円の当年度純利益を計上することができ

ました。 

 その主な要因でありますが、昨年１２月に開設し

ました介護療養型老人保健施設は９４.１％の病床

稼働率となりまして、事業収益も４,０７９万１,０

００円となりました。これら入院患者数の増により

収益増が図られたところであります。 

 一方、費用におきましては、収益増に伴う材料費

の増、給与費につきましては看護師２名、臨床検査

技師１名の採用、また、委託費におきましては給食

業務経費が通年分の計上となったことなどにより、

費用も増加しております。 

 業務の推進では、昨年７月から富良野協会病院と

の病病連携の強化によりまして、眼科を開設し、月

２回の診療を行い、住民の利便性の向上に努めてお

ります。 

 今後におきましても、医療と介護、そして、救急

を担う地域医療の充実に向けて、かなめとなります

旭川医大の絶大なる御支援をいただくよう、緊密な

連携調整に努めてまいりたいと思います。 
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 次に、８ページ以降の患者数の状況等につきまし

ては、既に御高覧いただいておりますので、説明を

省略させていただきます。 

 以上が病院事業の概況でございます。 

 続きまして、決算額を申し上げます。１ページ、

２ページをお開きください。 

 平成２０年度上富良野町病院事業決算報告書。 

 （１）収益的収入及び支出。以下、決算額のみ申

し上げます。 

 収入。第１款、病院事業収益８億４,３０２万８,

００５円。 

 支出。第１款、病院事業費用８億４,２３５万１

２４円。 

 （２）資本的収入及び支出。 

 収入。第１款、資本的収入６,９８５万２,２９０

円。 

 支出。第１款資本的支出６,９８５万２,２９０

円。 

 以下、３ページ以降からの各種財務諸表につきま

しては、既に御高覧いただいておりますので、説明

を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。御審議いただきまし

て、御認定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 次に、建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） 続きまして、平成

２０年度水道事業会計決算報告書について御説明申

し上げます。 

 まず、水道事業会計の平成２０年度決算の概要を

申し上げます。７ページをお開き願います。 

 本事業は、町民が健康な生活を維持していくため

に必要とされる安全で安心な水道事業の安定供給を

開始して以来３５年を経過いたしました。当年度の

決算状況については、収益的収支において、収入１

億６,２６３万５,３３５円、支出１億５,１７３万

５,８２３円であり、純利益１,０８９万９,５１２

円で決算することができました。 

 次に、資本的収支では、過去に発行した起債の償

還金免除繰上償還が昨年度より認められたことか

ら、高金利起債の繰上償還並びに借り替えを実施し

たこともあり、収入１億３,０００万円、支出２億

７,８７８万９,９０４円で、不足する額１億４,８

７８万９,９０４円については、減債積立金９,９１

９万７,２０５円及び過年度分損益勘定留保資金４,

９５９万２,６９９円で補てんし、事業経営の健全

化を進めました。 

 ２０年度の収支も黒字決算となりましたが、町内

人口の減少傾向という推移と、節水意識の高まりや

飲料水志向の多様化が進み、使用水量は減少傾向に

ありますが、受益者負担の原則を堅持するととも

に、コンビニ納入など納入方法の利便性を図り、公

営企業として健全な経営に努め、漏水対策や老朽管

の更新等、維持管理に万全を期し、安全で安心、良

質な水道水の安定供給に努めてまいります。 

 次に、決算額を申し上げます。１ページ、２ペー

ジをお開きください。 

 平成２０年度上富良野町水道事業会計決算報告

書。以下、款のみの決算額を申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出。 

 収入。第１款、水道事業収益１億７,０３２万８,

７３５円。 

 支出。第１款水道事業費用１億５,８３７万１,２

２３円。 

 （２）資本的収入及び支出。 

 収入。第１款、資本的収入１億３,０００万円。 

 支出。第１款、資本的支出２億７,８７８万９,９

０４円。 

 さきに概況報告でもお示ししましたが、表下に記

載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額１億４,８７８万９,９０４円は、減債積立金

９,９１９万７,２０５円と、過年度分損益勘定留保

資金４,９５９万２,６９９円で補てんしておりま

す。以下、各計算書、業務明細書等については御高

覧いただいているものとして割愛させていただきま

す。 

 以上で説明といたします。御審議を賜りまして、

御認定いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 次に、監査委員の審査意見

を求めます。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 企業会計決算審査に

つきまして、審査意見を申し述べます。 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査

に付された平成２０年度病院事業会計及び水道事業

会計の決算について、決算報告書、財務諸表及び附

属書類が関係法令に準拠して作成され、その事業の

経営成績及び財務状況が適正に表示されているかど

うか、関係諸帳簿及び証拠書類と照合のほか、担当

者から意見を聴取するなど必要と認められる審査を

行いました。 

 審査に付された各企業会計の決算に関する諸表は

いずれも関係法令に準拠して作成されており、また

計数にも誤りがなく、経営成績及び財政状況を適正

に示されているものと認められます。 

 審査の詳細についてはお手元に配付の意見書のと

おりであり、既に御高覧いただいたものと思います

ので概要のみ御説明させていただきます。 

 初めに病院事業会計でありますが、本会計年度の
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病院事業収支は総収益８億４,１０４万７,０００

円、総費用８億３,６０６万６,０００円で決算さ

れ、差し引き４９８万１,０００円の純利益が計上

され、累積欠損金は８億８８６万１,０００円と

なっております。黒字決算の主な要因としては、収

入面で入院収益が３億７,２４１万８,０００円と、

前年度対比で２,０２４万１,０００円と減少しまし

たが、老人保健施設事業の４,９４０万３,０００円

の収益増が大きく寄与しているものと思います。 

 支出面では、医業費用の薬品費や委託料、老人保

健施設事業費用が増加しています。給与費は医業費

用分が老人保健施設への振りかえにより減少してお

りますが、老人保健施設事業費分と合わせると実質

的に増加しております。患者数の状況を見ますと、

入院は増加しておりますが、外来が減少しており、

科別では、内科、外科、泌尿器科が減少しておりま

す。患者総数で見ましても、年々患者数が減少して

きておりますが、入院基本料１０対１の施設基準や

専門分野の治療など、診療単価が上がったことから

医業収益が増加となっております。 

 年度末の未収金は１６７件、４３０万３,０００

円となっており、前年度対比で１１万８,０００円

の減となっており、努力の成果がうかがえます。経

営の主要指標について見ますと、経常収支比率、医

業収支比率、さらに、他会計からの繰入金を除いた

実質経常収支比率は前年度を下回り、医業収益は前

年度と比べて減少していることを示しております。

また、病床利用率は６９.２％と、前年度より２.８

ポイント上昇しております。 

 以上、病院事業会計の決算内容について、審査、

分析を行いましたが、経営面では、老人保健施設へ

の転換などさまざまな改善の効果があらわれてきて

おります。しかしながら、医業収益の減少や老人保

健施設への転換などにより、前年度と比較ができな

いことから、今後の経過を見守らなければなりませ

ん。町民の健康と生命を守るため医療体制の充実を

図り、医療器械を初め施設設備の整備が継続して行

われておりますが、その有効活用と維持管理費の増

大など、今後の病院事業の病病連携などの方向性と

もあわせて大きな検討課題と思われます。今後も、

町民の期待と信頼にこたえる医療機関として住民医

療サービスの向上と経営の改善に努められることを

望みます。 

 次に、水道事業会計でありますが、水道事業収支

は総収益１億６,２６３万５,０００円、総費用１億

５,１７３万６,０００円で、差し引き１,０８９万

９,０００円が純利益として決算され、翌年度繰越

利益剰余金は３,０４８万９,０００円となっており

ます。年度末の未収金は１,２１７件、１,２７３万

９,０００円となっておりますので、利用者の公平

な負担の原則から引き続き徴収計画を作成し、未収

金の回収に向けた一層の努力を望みます。 

 なお、不誠実な未納者に対しては上富良野町水道

事業給水条例第２９条に基づく給水の停止等も含め

た、断固とした態度で当たることも必要と思われま

す。水道事業の経営は安定し、長年にわたり安全な

飲料水を供給していますが、老朽化が進む施設の維

持管理に十分留意し、今後とも町財政の置かれてい

る厳しい状況を踏まえ、経費の縮減に努め、地方公

営企業の基本理念である「公共の福祉の増進と企業

の経済性発揮」のもとで、自主、自立のできる健全

な経営を行い、低廉で安全かつ安定した水の供給に

一層の努力を望みます。 

 なお、１６ページ以降に各種資料等を参考として

添付してございますので、御高覧いただきたいと存

じます。 

 以上で説明にかえさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっている議題第４号平成２０年

度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案

第５号平成２０年度上富良野町企業会計決算認定の

件は、なお十分な審議を要すると思われますので、

この際、議長及び議員のうちから選任された監査委

員を除く１２名の委員をもって構成する決算特別委

員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の検査権

を委任の上、議会閉会中の継続審査とすることにい

たしたいと思います。これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号平成２０年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件及び議案第５号平成２０年

度上富良野町企業会計決算認定の件は、１２名の委

員をもって構成する決算特別委員会を設置し、地方

自治法第９８条第１項の検査権を委任の上、議会閉

会中の継続審査とすることに決しました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第１号平成

２１年度上富良野町一般会計補正予算（第４号）の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ただいま上程いただき

ました議案第１号平成２１年度上富良野町一般会計

補正予算（第４号）の提案要旨について御説明申し
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上げます。 

 １点目は、本年度の普通交付税が既決予算額を１

億１,１４７万１,０００円上回る額で７月下旬に確

定したこととあわせて、地方特例交付金についても

それぞれの額が確定しましたので、歳入の各項目に

所要の額を計上いたしました。 

 なお、地方債につきましては、島津地区道営経営

体育成基盤整備事業、興農地区道営経営体育成基盤

整備事業の事業費増により、また、臨時財政対策債

は発行額の確定により限度額の変更をお願いするも

のです。 

 ２点目は、課税客体の確定に伴い、個人町民税に

おいて２,２００万円を増額計上するものです。 

 ３点目は、障害防止の３事業において資材費の高

騰などによる事業費の増額調整を行うとともに、債

務負担行為の限度額についてもそれぞれ増額変更を

お願いするものであります。 

 ４点目は、国の経済危機対策に伴う公共投資臨時

交付金の対応事業として興農地区経営体育成基盤整

備事業及び学校施設の耐震診断事業について、同交

付金の第一次配分の通知があったことから所要額を

計上するとともに、興農地区経営体育成基盤整備事

業においては補正予算化の発行をあわせてお願いす

るものであります。 

 ５点目は、幼児教育期の負担に配慮する観点から

実施される子育て応援特別手当について事務費も含

め、本町の支給対象予定３２０名分の所要額を計上

するものです。 

 ６点目は、特定防衛調整交付金事業について、入

札執行における事業費の確定などを含め、事業費の

調整を図ることで、東町４丁目３番通改良舗装工事

の前倒し実施をお願いするものであります。 

 ７点目は、建設改良のための町立病院への出資金

の計上であります。必要に迫られている施設設備の

改良更新をお願いするとともに、将来に向けた公共

施設の整備や農業基盤整備を支える財源として公共

施設整備基金及び農業振興基金へ一定額の積み立て

を計上するものです。 

 以上申し上げたことを主な要素として財源調整を

行った上で、冷夏の影響が心配されます農業経営対

策や需要期に向けて上昇傾向にある燃料価格への対

応など、今後予想される財政需要に備えるため予備

費に計上されている既決予算額を確保することで補

正予算を調整したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分につきまして説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で御了承願います。 

 議案第１号平成２１年度上富良野町一般会計補正

予算（第４号）。 

 平成２１年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億７,３７１万３,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７２億９,１４４万３,

０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正）。 

 第２条、債務負担行為の変更は、「第２表 債務

負担行為補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税２,２００万円。 

 ９款地方特例交付金３５６万１,０００円の減。 

 １０款地方交付税１億１,１４７万１,０００円。 

 １４款国庫支出金２,７５９万６,０００円。 

 １５款道支出金１９７万１,０００円。 

 １６款財産収入２８９万４,０００円。 

 １７款寄附金５１万円。 

 ２０款諸収入６２３万２,０００円。 

 ２１款町債４６０万円。 

 歳入合計が１億７,３７１万３,０００円となりま

す。 

 ２ページに移ります。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費６,３２３万円。 

 ３款民生費１,５５８万５,０００円。 

 ４款衛生費１,１３３万７,０００円。 

 ６款農林業費６,５２８万円。 

 ８款土木費２,１３６万円。 

 １０款教育費２４３万９,０００円の減。 

 １４款予備費６４万円の減。 

 歳出合計が１億７,３７１万３,０００円となりま

す。 

 ３ページに移ります。 

 次に、第２表、債務負担行為補正につきまして申

し上げます。 

 冒頭申し上げましたように、障害防止事業の北２

４号排水路支線整備事業、南部地区土砂流出対策事
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業、東１線排水路整備事業の３事業が事業費調整に

より増額となったことから、限度額の増額変更をお

願いするものであります。 

 次に、第３表、地方債補正につきまして申し上げ

ます。 

 冒頭申し上げましたように、島津地区道営経営体

育成基盤整備事業、興農地区道営経営体育成基盤整

備事業につきましては、事業費調整の事業費増によ

り限度額の増額を、また、臨時財政対策債は発行額

の確定により限度額の減額をお願いするものです。 

 以上、議案第１号平成２１年度上富良野町一般会

計補正予算（第４号）の説明といたします。御審議

いただき、御承認くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 何点か質問をさせていただ

きます。 

 今回の国の経済対策の交付税等の中に学校の耐震

診断等の予算も計上されているかと思いますが、今

回その対象となる部分、あるいは、今後、耐震診断

をしなければならない、そういう施設がまだあるか

というふうに思います。そういった部分について

は、公表も義務づけられていると思いますが、実態

はどういうふうになっているのかお伺いしておきた

いと思います。 

 次にお伺いしたいのは、１８ページの環境衛生の

部分の地球環境の温暖化対策策定という形になって

おりまして、委員もおられて、今後、この省エネル

ギービジョンの委託という計画策定という形の中で

進められておりますが、こういう中で、町長として

上富良野町が将来この地球温暖化対策のこういう計

画を立てた中で、町の環境、あるいは温暖化対策と

いうのは、どういうものを柱にしてこの温暖化対策

をこの町で進めて、クリーンなイメージをさらに高

める必要があると思うのですが、町長の持っておら

れるイメージ等がありましたらお伺いしておきたい

というふうに思いますが、この点お伺いいたしま

す。 

 次にお伺いしたいのは、地域活性化交付金等の中

で、町道の維持関係という形で２５ページ関係の既

に実施されているもの等がありますが、最終的に簡

易舗装等については、既に整備されているところ、

終わったところ、あるいはこれから整備するという

ところもありまして、最終的には、傷んでいる簡易

舗装関係というのはほぼこれで網羅できたのかどう

なのか、この点確認しておきたいというふうに思い

ます。 

 次にお伺いしたいのは、２９ページの島津公園の

整備の関係でありますが、この点について、今、町

のほうにおいては、島津公園も含めた中での各地域

の公園の整備等が進められているかというふうに思

います。島津公園の整備のあり方という点について

は、土砂の除去だとか護岸工事も進められています

が、島津公園をどういうような地域の人たちが憩い

の場として、もっと使われるような、利用されるよ

うな公園整備という形で計画も持っておられたかと

いうふうに思いますが、この点についてはどういう

計画を今お持ちなのかお尋ねしておきたいというふ

うに思います。 

 次に、運動公園の３３ページの富原球場の備品の

整備ということで得点板ですが、あわせて、いす等

が前から要望があったかと思いますが、今コンク

リートのむき出しのいすなのですけれども、あれを

もっと改善すべき必要があるのではないかなと思い

ますので、この点について、整備計画等にあわせて

お伺いしておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢議員の御質

問のまず１点の耐震の関連でございますけれども、

まず対象の学校につきましては上富良野小学校の校

舎、それから西小学校の講堂でございます。なお、

この２校につきましても当初予算のほうから計上さ

せていただいて、国の補助事業、それから一般財源

の中で予定をさせていただいておりますけれども、

今回、経済対策の中で財源組み替えを行うものであ

りますので、御理解賜りたいと思います。 

 また、次に運動公園、野球場の得点板の関連でご

ざいますけれども、これにつきましては、今回、野

球をやっていた方が亡くなって、御遺族の方から寄

附をいただきました。その寄附を受けてのバック

ネット横の得点板の更新をしようとするものであり

ます。なお、議員御指摘の観客席のいす等につきま

しても、今後整備計画を立てながら整備をしていか

なければならないというふうに認識をしているとこ

ろであります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢議員の省

エネルギービジョン並びに地球温暖化防止に関する

御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、議員御承知のように、今回、省エネルギー

ビジョンの策定及び温暖化防止推進計画を着手をし

たところであります。来年の２月をめどに、これら

の計画を策定、完了する見込みであります。その中

で、議員御質問の、町としてどのようなことができ
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るのか、これらを明らかにしていく予定としてござ

います。 

 ただ、この計画を策定に至る経過といたしまして

は、当然、今問題となっている温暖化部分で言いま

すと、化石燃料が主な要因だということはわかって

ございまして、上富良野町の実態で言いますと、産

業部門と民生部門がほぼ１００％この化石燃料を

使っている要因となるところであります。この化石

燃料については、産業部門についてはなかなか、生

産活動でございますので、これを一気に少なくする

ということは現実的には難しいかなというふうに考

えておりますが、いわゆる民生部門の省エネをどの

ように図っていくか、あるいは町民に対する啓蒙普

及をどのようにしていくかということが課題になる

のではないかというふうな認識をしてございます。 

 いずれにいたしましても、来年２月をめどとした

計画が明らかになった段階で、これらのことにつき

まして機会を設けて御報告もさせていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢議員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、道路、水道の緊急的な整備の方向性につい

てお答えいたします。 

 今回の経済対策でたまたま非常に有利な利用がで

きめる交付金をちょうだいするということで、過去

に含めまして計画的に年次計画で道路整備、簡易舗

装については年次計画、長い計画になっておりまし

て実施しておりました。また、水道事業側におきま

しても、同じ道路の下に水道管が埋まっている部分

についてもあわせて実行するということで、費用対

効果、それから、今回一括で一挙にできるというこ

とで、春先に１５路線、そして、８月の中旬に１６

路線、合計３１路線について今年度施工しておりま

す。 

 この結果、緊急的な修繕を要する部分は一応一息

ついたところでございますけれども、非常に多くの

損傷箇所が散見しております。同時に、この道路の

下にも水道管が埋まっているということで、これを

あわせて今後も継続的に行っていくということで決

して今回の事業で完了したという状況にはありませ

ん。これは引き続き今終わりのないエンドレスの形

と考えております。 

 次に、島津公園の運営、整備の考え方ということ

での御質問にお答えいたしますけれども、島津公園

につきましては、日の出公園とあわせて大きな二つ

の二大公園となっております。日の出公園のほうに

つきましては、観光的要素、それから、大面積があ

るということで屋外のいろいろな活動、それから観

光事業のスポットとしても整備をして、今年度、一

定の集中維持管理を行いました。 

 島津公園につきましても、御承知のとおり、親水

の場所としての大きな役割を持っている池を、長年

の汚泥が堆積して異臭を放つ、それから、水面が

濁って見通しもきかないという非常に不評をかって

いた部分、今回、一挙に水を抜きまして、しゅんせ

つして整備を進めております。 

 今般の補正におきまして、この工事の途上で発見

しました桟橋の腐食、それから３カ所ある太鼓橋、

これらを水がないときに施工することによって、よ

り経費を安く効率的に整備ができるということ、そ

れから、当時、水面下で見えなかった部分、石積み

の護岸がありますけれども、これらの損傷がいたっ

てひどい状況が明らかになりまして、今般の補正も

追加でお願いしてございます。 

 公園の位置としては、ちょうど市街地にありまし

て、そばにある保育所、子供たちや市街地にお住ま

いの高齢者まで多年齢に及びます親しみのある公園

として整備、維持していきたいと考えております。

特に、子供たちが非常に集い、集まる場所として整

備が求められていたことから、今後、ある程度の大

型の遊具を再整備するという計画も検討していると

ころでありまして、近々具体的に皆様にお配りした

いと考えております。 

 また、いろいろな利用形態があるかと思いますけ

れども、緑地がありまして、その中で飲食などの懇

談の場としても多く使われていることから、東屋な

ども、一定の利用の要望を聞きまして、今後整備し

なければならないということで考えております。と

にかく、市街地の中心にある親水公園として、ま

た、池にいろいろな生物も住んでおりまして、観察

の場という、自然と親しむ場としても整備していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 省エネルギービジョンにつ

いては、おっしゃるように民生だとか産業関係、ま

た産業にしても、それぞれの国のほうでも２５％削

減目標という形の中で、いろいろ指示もあるかと思

いますが、そういう中でやはり心構えも含めた啓蒙

啓発、また、学校等においても、やはり地域におい

ても、そういった省エネルギー対策におけるやはり

啓蒙啓発できるようなメニューを盛り込んで、実際

に温暖化対策をこういうふうにやれば少しでも実現

できるのですという、そういう講座など、多種多様

な取り組みをしながらやる必要があると思います。

やはり小さいときから教え、勉強すれば、それなり
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の効果がありますので、これからという段階でもあ

りますので、ぜひその部分は大いに町としても、や

はり価値あるものですから、大いにそういったとこ

ろも含めて、十分町民の意見なんかも聞き入れなが

ら進める必要があると思いますので、これを確認し

ておきたいと思います。 

 公園の管理の点についてでありますが、島津公園

は非常に子供さんが来られて、やはりこれはお金が

かかることであって、噴水などあるのですが、じゃ

ぶじゃぶ池をつくってほしいという声も実際ありま

す。そういうものも含めた、今おっしゃったように

ちょっと簡易な屋根を整備して焼き肉ができるだと

か、そういった声も前から出ておりますので、こう

いう要望等も含めた中で、本当にやはり憩える場所

として、植物だとかいろいろな観察もできるという

場所を設置してほしいと、トンボが飛べるような、

身近に見られるようなそういうトンボ池もいろいろ

とあります。そういうものも含めて将来の、今どう

にかなるというものではありませんが、ぜひ検討課

題として位置づけていただきたいというふうに思い

ます。もう一度確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢議員の御

質問にお答えいたしますけれども、先ほど説明した

とおり、市街地にある子供からお年寄りまで広い年

齢層の方に使っていただくという趣旨に基づきまし

て、今後の整備計画、それから維持管理に努めてま

いりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢議員の御

質問にお答えをいたします。 

 既に御案内のように、この地球温暖化防止対策に

つきましては、世界的な課題の一つということに

なってございます。その中で上富良野町はどのよう

なことが取り組めるのかということは、なかなか難

しい問題もありますが、議員おっしゃるように、い

わゆる啓蒙普及という部分、上富良野町民がこの問

題にどのように取り組むかということが重要かなと

いうふうに思います。 

 いずれにしろ、長いスパンの中で、一朝一夕の中

では完了できない分野でございますので、いわゆる

講座を開きながら、あるいは子供たちに教育も含め

ながら、ぜひこれらを積極的に取り組んでいきたい

というふうに考えておりますし、また、自治体とし

てそのようなことが可能なのか、この公共施設等の

防止対策について、これらの維持管理の中できっち

り取り組めるような方法も考えていきたいというふ

うに考えてございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 今の関連なのですが、当

初は８００万円というふうに計上されていたと思い

ます。改めて減額の説明を、簡単でいいと思います

けれどもお願いいたしたいと思います。 

 それと、その上の健康増進費、３月に一般質問を

させていただきまして、町長が忠実に少しでも早く

ということをおっしゃっていただいたとおり、今回

策定の計画や対策に素早く動いてくださったのだな

というふうに思っております。確認になるかと思い

ますけれども、今年度は専門医によるメンタルヘル

ス及びうつ病に関する研修会の開催を１１月以降の

実施で予定しているのだと思うのですけれども、適

切な職員の対応も兼ねての研修というふうに理解し

てよろしいのか、伺いたいと思います。 

 また、もう一つ、３年にわたり道からの補助が最

高額５０万円ぐらいまで出ていると思うのですけれ

ども、来年度はこのように補正ではなく、当初から

の予算に入れ込んで考えていくということでよろし

いのかどうか、その辺も伺いたいと思います。 

 それと、きのうちょっと発見したのですけれど

も、厚生文教で資料をいただきまして、２番目なの

ですけれども、これはちょっと自分でのつぶやきに

なるかもしれませんが、今後の計画というところに

歳入で２０万で（２１年の経済危機対策費）という

ふうになっておりますので、今、今回こちら側のほ

うを見ると、自殺対策緊急強化基金等の補助という

ふうに確認しているのですが、これで間違いないの

かというので三つになりますか、お願いします。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） １２番佐川議員の

御質問にお答えをしたいと思います。 

 実は、当初予算では、独立法人産業技術総合開発

機構、いわゆる通称ＮＥＤＯという機構であります

が、その１００％の補助を受けまして、この８００

万円の事業展開を予定していたところであります

が、実はその後、全国の取りまとめの結果、希望市

町村が余りにも多いということもありまして、補助

基準額を８００万円から６００万円に引き下げられ

た経過がございます。 

 したがいまして、今回の補正につきましては、こ

の６００万円相当に事業費を組み替えまして、また

さらに一部委託費の入札執行残がございましたの

で、これらを整理することで今回上程をさせていた

だいたところであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長、答

弁。 



 

― 62 ―

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １２番佐川

議員の御質問にお答えいたします。 

 今年度計画しております専門医によるうつ病の健

康、学習に関しましては、１１月以降に３回という

ことで間違いありません。 

 次の、予算に関しましてですけれども、国の経済

危機対策の一つとしまして、道に自殺対策緊急強化

推進事業の基金が造成されております。それに基づ

きまして、それぞれの町に、１市町村、最初３０万

円の上限ということでお話が来ていましたけれど

も、その後、募集というか、応募する市町村が少な

かったために額が上がっております。ただ、今年度

に関しましては、町が予定をしたとおりの金額でい

こうということで、来年、再来年と、あと２年間の

事業計画についても考えておりますので、その中

で、今年度さらに実態を見た中で、町の中に必要な

中身を考えながら、その５０万円の上限額の中で計

画を進めていきたいというふうに今の時点では考え

ております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。再質問ご

ざいますか。 

 １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） では、再質問になるかど

うかわかりませんが、きょうは９月１６日で、実は

９月１０日から世界の自殺撲滅運動の週間で、日本

でもこの週間ということで、きょうが最後の日なも

のですから、いろいろな啓発啓蒙活動を通して皆さ

んにいろいろな意味においてわかっていただく、い

ろいろな意味でわかっていただくという活動も進め

ていっていただきたいなというふうに思います。陰

ながら私も頑張りたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（西村昭教君） 答弁はよろしいですか。 

 健康づくり担当課長、答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 佐川議員の

御質問にお答えいたします。 

 町のほうでも、今回の集会に関しましては積極的

に進めたいと思いまして、ふれあいサロンですかと

か、さまざまなところでのパネル展示なども計画し

てパネルの手配なども進めていたところなのですけ

れども、やはり自殺という言葉の響きに、なかな

か、逆にそれがいいのだろうかというふうに感じる

方もいらっしゃるというのが実態の中で、今回その

計画自体がやはりちょっと認められなかったという

経過もあります。 

 それで、やはり心の健康づくりを今後進めていく

ときに、自殺自体が防げるものであるとか、さまざ

まな働きかけによって、その追い詰められている状

況自体をどういうふうに周りが理解していかなくて

はいけないかというところからスタートしなければ

いけないのだということで、本当に普及啓発そのも

のの抱える課題みたいなものも、動くことによって

少しわかりつつあるところです。 

 まず、いろいろな場面で皆さんがそのことをどう

受けとめるのかということ、そのこと自体からまず

町の中で実態把握を進めていかなくていけないのだ

なというふうに思った状況にもありますので、御報

告いたします。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 質問になるのかちょっ

と、やはり今、課長おっしゃったように、周りの偏

見的な考え方も要因で、いろいろな立場の人が苦し

むということもありますので、私は個人的にはある

意味教育的な物の考え方も一緒に進めていっていた

だきたい、道徳心だとか宗教心だとかいろいろな意

味もあると思いますので、そういった意味において

もそういうことも考えながら進めていっていただけ

ればなというふうに思いますが、課長はどのように

お考えか、ちょっとお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 人の死に関

しましては、さまざまな宗教的な背景なども持って

いる場合もありますので、一概に言い切れないとこ

ろはありますけれども、ただ、追い込まれていって

いる過程の中で防ぐ方法、気持ちが追い込まれて

いっている過程の中で防ぐ方法があるというところ

につきましては、確かに保健分野としては進めてい

けるかなと思っています。 

 道徳ですとか、子供の部分に関しまして心の健康

をつくるというところに関しては十分進めていけれ

る余地があるかなとは思うのですけれども、少し今

回の狭まった形の対応となると、また違う、さまざ

まな、本当に専門性の高い方の支援を受けないと、

子供たちの現場の中にとか持ち込んでいくにはかな

り高度な課題かなというふうにも考えております。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） まず、１９ページの関係で

同僚議員も発言がありましたけれども、地球温暖

化、それからもう一つは地域推進計画の策定委員の

メンバーの関係なのですが、一応この策定委員のメ

ンバーの選出経過と氏名等を含めてちょっとお知ら

せをいただきたいと思います。 

 それから、２点目は、島津公園の関係等も今出ま

したけれども、一応さまざまな都市公園や地域公園

なんかいろいろございまして、その遊具の点検、そ
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れから、ベンチ等で腐食をしているところ、私も何

件か散見をしているのです。それらの状況を、例え

ば遊具の点検等は定期的にやられているということ

で承知をしておりますけれども、それらの状況と、

それからベンチ等の状況についてもお伺いをいたし

たいと思います。 

 それから、３点目は中学校のグラウンドのことな

のです。この前の中学校の体育大会の折に、町民か

ら町民ポストに意見書が投書されているのです。風

が出て非常に砂じんが舞い上がって、下のほうに来

るということで出てきておりますので、その意見書

も当然教育委員会も見ておられるだろうと思うし、

私もそれを見ましたので、やはり運動会のグラウン

ドの防じん対策をどうするか、それから、運動会の

当日の段階をどうするかということも含めて、やは

り対策が必要ではないかということで、町民ポスト

の中の意見を見て感じました。その３点についてお

願いをしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村議員の御

質問でございますが、省エネルギービジョン策定委

員のメンバーにつきましては、総勢１０名で構成を

してございます。その中では、北大の准教授を筆頭

に学識経験者と、あと財団法人省エネルギーセン

ター、あるいは上川支庁、北電、これらの関係機

関、あと、上富良野町からは、それぞれの関係機

関、例えば建築士会の代表ですとか、エネルギー供

給をしている事業者の代表ですとか、あとは一般公

募２名を含めましての１０名の構成で委員会を実施

しているところであります。 

 以上です。（発言する者あり） 

○議長（西村昭教君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午前１０時３９分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩を解きます。 

 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村議員の御

質問でございますが、氏名につきましては手元にご

ざいませんので、後ほどメンバーにつきまして提出

をさせていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 暫時休憩します。 

────────────────── 

午前１０時４１分 休憩 

午前１１時０９分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 先ほど、中村有秀君の質問に対しまして町民生活

課長より答弁、報告をいたさせます。 

 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村議員の省

エネルギービジョン策定委員のお名前についての御

質問にお答えをさせていただきます。 

 １０名の構成でございますが、まず北海道大学大

学院工学研究科准教授の浜田准教授であります。次

に、財団法人省エネルギーセンター北海道支部事務

局長、藤崎様。北海道電力株式会社富良野営業所所

長、松井様。有限会社南プロパン代表取締役社長、

三本様。上富良野町建設業協会、佐川様。上富良野

町商工会、田中様。社団法人上富良野十勝岳観光協

会、濱本様。上富良野町校長会代表、瀬尾様。町民

公募代表といたしまして島瀬様、安川様、この１０

名のほかに、オブザーバーといたしまして独立法人

新エネルギー産業技術総合開発機構、これは組織代

表となっておりますので毎回違う方が来ておりま

す。あと、北海道経済産業局から小貫様、北海道上

川支庁産業振興部商工労働課長の高木課長。オブ

ザーバー３名を加えまして、この構成で委員会が構

成されてございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 先ほど同僚議員の説明の中

では、言うなれば産業、それから民生ということを

含めてやっていかなければならないというようなこ

ととなっていました。現実の問題として、富良野も

これらが発足をしております。そうすると、私は上

富良野の場合、例えばエネルギー供給業者というこ

とで北電とＬＰガスの三本さんが南プロパンという

ことで入っているということは承知をしておりまし

た。ところが、そのエネルギー供給者の石油、灯油

等を扱う業者はどうなのかという問題が一つ。 

 それからもう一つは、産業ということで建設業等

も、それから商工会等も入っているのであれば、農

業関係者が入っていないのです。富良野の場合見ま

すと、富良野農協の支所の佐々木秀樹さんという方

が富良野の場合は入っていて、そういう意見の反映

ができるというようなことで。それからもう一つ

は、住民会関係ということで、言うなればもう一つ

住民会の皆さん方いろいろな形で町民に協力をして

いただくということになると、これらが入っていな

い。富良野の場合は富良野市連合町内協議会の方が

入っています。 

 したがって、これらが町民代表が公募というのは

よろしいと思います、それから、教育関係者も江幌
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小学校の瀬尾校長が入っているということで、先ほ

ど米沢議員が言ったように、そういう学校での教育

等も必要だということで、そういう立場でこれから

策定する段階でいろいろ意見の場が出てきて、最終

的に集約されるのかなということになると、私は、

エネルギー供給業者でＬＰガスばかりでなく石油、

灯油の関係、それから産業関係では農業者の関係、

それから民生の関係では住民会の関係の人がぜひ入

るべきだと、そういう感じがいたします。 

 したがって、それらを入れなかった原因は何か、

それとも定数がきちっと決められているのかどうか

も含めてお聞きをしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村議員の御

質問にお答えをいたします。 

 議員御質問のように、ＬＰガス以外のいわゆる石

油、灯油の取り扱い業者、あるいは農業関係者が

入っていないのは事実でございますが、議員御承知

のように、この省エネルギービジョン、あるいは地

球温暖化防止にかかわるものにつきましては、いわ

ゆる国民全員にかかわる問題でございまして、どこ

までこの委員を代表として委嘱するかという点につ

きましては非常に悩ましい問題もございます。 

 この委員１０名にした経過につきましては、先ほ

どの質問にもお答えをいたしましたように、実は８

００万円の予算組みをしていた当初は１５名の委員

を予定していたところでありますが、２００万円減

額になりましたことから、委員の報酬あるいは先進

地視察の旅費等の精査を行わざるを得ない段階で、

実は１０名に委員を絞り込んだ経過がございます。 

 いずれにいたしましても、この灯油扱い業者、あ

るいは農業関係団体が全く関係がないということで

は決してございませんので、これらの方々を抜いた

形でこの計画が策定をされますが、先ほどお答えを

いたしましたように、策定後は、国民全員、あるい

は町民全員の問題として普及活動を行いたいという

ふうに考えてございますので、その点御了承いただ

きたいというふうに考えてございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 視察研修等もあるというこ

とで、予算が減額されたから１５名から１０名にし

たということだと思う。やはりあなたは自治基本条

例の担当課長でしょう、実際に町民と協働の力で発

揮するといったら、農業者や、それから住民会の皆

さん方を抜きにして、そういう意見反映で、こうで

きましたらお願いしますということは、やはり僕は

適切ではないと思うのです。 

 そうすれば、これから補充してでも農業者だと

か、住民会関係の皆さん方だとか、そして、できる

だけそういう報酬等も含めていろいろな事務費を節

減する中でやはりやっていくべきだと思うのです。

こんな、言っていることとやっていることと全然違

うのです。僕はある委員から聞きました。いやいや

住民会からも出てきていない、産業から応援もらお

うと思っていても農協の関係の人もだれも出てきて

いないと、こんなことで町が一丸となってこの策定

ができるのかと、できた段階で、ああでもない、こ

うでもないと言われるのであれば、最初からきちっ

と入れて、その意見反映をして策定をするというの

が本来の姿でないのかなという気がいたします。 

 その点、町長どうですか。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村議員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 経過等については担当課長が申し上げたとおりで

あります。今、各関係の団体の方々で構成する１０

名の中に、今言われたような分野の方が参画されて

いないというのは事実でございますし、また、この

組織が発足以来、２回目の協議を重ねていると思い

ますが、この効果を十分に上げるためには、今私の

ほうで少し御意見をいただいてイメージしているの

は、委員の中に入れる入れないの議論もあるでしょ

うけれども、素案、それから審議過程等を関係の団

体の方々にお話をさせていただいて、関係の団体か

ら御意見をいただく、そういう補完的な取り組みの

中で、町を通じまして委員会の中にそういう意見を

持ち込むということもできますし、そういう補完的

な取り組みで十分意見が反映されるような対応を

早々に考えたいと思いますので、ひとつ御理解をい

ただきたいなというふうに思うところであります。 

○議長（西村昭教君） それでは、先ほど中村議員

のほうからもう２点ほど質問等がありましたが、先

ほど私が申し上げましたとおり、全く関連がないわ

けではありませんですけれども、非常に薄いという

ことで、私の判断で別の機会に御質問をいただくと

いうことで、ひとつ中村議員に御了解のほどをお願

い申し上げたいと思います。 

 次に移ります。 

 ほかに御質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第２号平成

２１年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ただいま上程され

ました議案第２号平成２１年度上富良野町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、１点目は、７５歳到

達月における自己負担限度額の特例制度創設により

まして、平成２０年４月から１２月に７５歳に到達

し後期高齢者制度の被保険者となった方について高

額療養費の差額相当分を支給する額が確定いたしま

したこと、２点目は、介護従事者の処遇改善を図る

ために実施されました介護報酬改定により、介護保

険料の急激な上昇を抑制する目的で支給されます平

成２１年度の介護従事者処遇改善臨時特別交付金の

制度が創設されましたこと、３点目は、国の緊急少

子化対策の一環として、平成２１年１０月から平成

２３年３月まで実施されます出産育児一時金が４万

円引き上げになったこと、４点目は、平成２１年度

の財政安定化支援事業の交付額が確定いたしました

こと、これらを主な要因といたまして所要の補正を

しようとするものであります。 

 次に、歳出につきましては、出産育児一時金の引

き上げ及び当初の出産見込み数が増加する見込みで

あること、さらに、平成２０年度の療養給付費が確

定したことに伴い、一般被保険者の療養給付費等負

担金の超過返還額が確定いたしましたことにより、

所要の補正をしようとするものであります。 

 また、収支の差額につきましては予備費を充当し

ようとするものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分につきまして説明し、予算の事項別明

細書につきましては省略させていただきますので御

了承お願いいたします。 

 議案第２号平成２１年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２１年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１４０万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１４億９５５万５,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金１２０万４,０００円。 

 ３款療養給付費交付金８７万２,０００円。 

 ８款繰入金６６万９,０００円の減。 

 歳入合計は１４０万７,０００円であります。 

 次に、２、歳出でありますが、２款保険給付費１

１２万円。 

 １１款諸支出金１,０６０万６,０００円。 

 １２款予備費１,０３１万９,０００円の減。 

 歳出合計といたしましては、１４０万７,０００

円となります。 

 以上で、平成２１年度上富良野町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、原案をお認めいただけま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第３号平成

２１年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ただいま上程さ

れました、議案第３号平成２１年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第２号）につきまして、初めに

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては四つの案件で構成され



 

― 66 ―

ておりますが、１点目はベッドの更新についてであ

ります。ベッドの利用状況につきましては、老人保

健施設にありましては、昨年１２月に開設以来、ほ

ぼ満床の状況であります。また、一般病床の病床利

用率につきましては、国の公立病院改革ガイドライ

ンでモデルとして示されました８０％を目標に病院

運営に当たっておりますが、本年４月以降は前年比

較で１０％ほどアップしまして、８０％台でほぼ推

移している状況にあります。また、入院患者の状況

でありますが、入院されている方の約７割の方は自

分では移動できない等の患者さんで、また、入退院

の件数におきましても毎月ほぼ６０件程度あるよう

なことで推移しております。これらのことから、

ベッド利用率の高まりと入院患者の重篤度合いに対

応するために必要となります１５台を更新すること

により、患者さんの入院環境の早急な改善を図りた

く補正をお願いするものであります。 

 ２点目は、電話機設備の更新についてでありま

す。現在使用しております電話機設備につきまして

は、平成６年に導入し１５年が経過している状況に

あります。平成１８年度の時点では、メーカー側か

らの部品の供給等、また、修理ができない状況を迎

えておりますが、その段階で当面は院内保管の予備

電話機等で対応するというようなことにした経過に

あります。しかしながら、本年度に入りまして、電

話機の故障、また、通話時の雑音障害等、設備の心

臓部であります交換機のふぐあいにより業務全般に

支障が非常に懸念される状況になりましたので、年

度途中でありますが、今回補正をお願いするもので

あります。 

 ３点目は、救急玄関の整備についてであります。

救急車で搬送される年間件数は３００件ほどありま

して、救急指定病院として町民が安心して暮らせる

救急体制を整え、救急業務に当たっております。救

急患者の受け入れ環境では、現在の救急玄関のひさ

しが小さいことから、今日まで、搬送される患者さ

んはもとより、医師、看護師、救急隊員等は、雨、

雪の天気の際にはさらされながら、また、冬季には

路面の凍結等、足元の悪い状況で救急患者の受け入

れを行ってきた現状にあります。このたび、これら

の状況の改善策について検討させていただいた結

果、冬場を迎える前に救急玄関屋根を早急に整備す

ることで、患者さんの受け入れ及び救急業務の環境

改善を図りたく補正をお願いするものであります。 

 上記３項目の整備財源としましては、一般会計の

ほうから所要額１,２５０万円を出資として受けさ

せていただきまして、財源として整備しようとする

ものであります。 

 次に４点目でございますが、御寄附を１件３万円

をいただいておりましたので、寄附者の御趣旨に添

いまして備品の購入費用として予算措置するもので

あります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第３号平成２１年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第２号）。 

 （総則）。 

 第１条、平成２１年度上富良野町の病院事業会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入、１,２５３万円の増。 

 第１項出資金、１,２５０万円の増。 

 第３項寄附金、３万円の増。 

 支出。 

 第１款資本的支出、１,２５３万円の増。 

 第２項建設改良費、１,２５３万円の増。 

 なお、１ページ以降につきましては、御高覧いた

だいておりますので、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で、議案第３号平成２１年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第２号）の説明といたします。

御審議いただきまして、お認めくださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第６号上富

良野町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 
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○教育振興課長（前田満君） ただいま上程いただ

きました、議案第６号上富良野町集会施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の提案要

旨について御説明申し上げます。 

 同条例により設置している日新会館の屋内運動場

につきましては、昭和２９年に旧日新小学校の屋内

運動場として建設され、昭和５４年に日新小学校が

上富良野西小学校に統合されたことから、日新会館

屋内運動場として設置されておりました。本施設は

木造で建設後５０年以上を経過していることから老

朽化が著しく、平成１９年度から地域住民会等と協

議を行い、使用を中止していたところであります。

このたび、国の経済対策臨時交付金を財源として解

体することとなったことから、上富良野町集会施設

の設置及び管理に関する条例第４条関係の別表から

削除するために改正しようとするものであります。 

 以下、議案を朗読しまして、説明にかえさせてい

ただきます。 

 議案第６号上富良野町集会施設の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例

（昭和５１年上富良野町条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

 別表中、日新会館の集会室、調理室、屋内運動場

を日新会館集会室、調理室に改める。 

 附則。 

 この条例は、平成２１年１０月１日から施行す

る。 

 以上でございます。御審議いただき、御議決賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第７号上

富良野町生活安全推進条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ただいま上程され

ました、議案第７号上富良野町生活安全推進条例の

一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 近年、さまざまな犯罪等が後を絶たず、国民だれ

もが犯罪被害者等になる可能性が高まっている現代

社会におきまして、犯罪被害者等の権利及び利益の

保護を図るため、犯罪被害者等基本法が平成１６年

１２月に制定されたところであります。同基本法で

は、地方公共団体に対し国との適切な役割分担を踏

まえて地域状況に応じた施策をみずから策定し、実

施する責務が課せられております。特に市町村にお

いては、住民に身近な存在であるとともに、各種保

険、医療、福祉サービスの実施機関でありますこと

から、一時的な相談窓口として、また、その他の関

係機関及び団体等と連携して支援することが求めら

れていることから、上富良野町生活安全推進条例の

一部を改正するものであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第７号上富良野町生活安全推進条例の一部を

改正する条例。 

 上富良野町生活安全推進条例（平成１７年上富良

野町条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加

える。 

 （支援）。 

 第７条、町は、犯罪等（犯罪及びこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす行為をいう。）により被害

を被った者及びその家族又は遺族（以下「犯罪被害

者等」という。）の権利利益の保護を図るため、犯

罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に

より、国、他の地方公共団体等と連携し、相談体制

の整備その他犯罪被害者等の支援に努めるものとす

る。 

 附則。 

 この条例は、平成２１年１０月１日から施行す

る。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい
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ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第８号上

富良野町国民健康保険条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ただいま上程され

ました、議案第８号上富良野町国民健康保険条例の

一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 国の緊急少子化対策の一環として、平成２１年１

０月１日から平成２３年３月３１日までの暫定措置

として、出産育児一時金の支給額を一律に４万円引

き上げられることに伴い、当町の国民健康保険の出

産育児一時支給に関しまして条例の一部を改正する

ものであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第８号上富良野町国民健康保険条例の一部を

改正する条例。 

 上富良野町国民健康保険条例（昭和３４年上富良

野町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （平成２１年１０月から平成２３年３月までの間

の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置）。 

 ２、被保険者又は被保険者であった者が平成２１

年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間に

出産したときに支給する出産育児一時金についての

第６条の規定の適用については、同条第１項中「３

８万円」とあるのは「４２万円」とする。 

 附則。 

 この条例は、平成２１年１０月１日から施行す

る。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第９号上

富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部

を改正する条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ただいま上程され

ました、議案第９号上富良野町廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 不燃物のごみ処理手数料は平成１８年１０月１日

から料金改定が実施され現在の手数料料金となって

おりますが、改正時前に使用していた不燃ごみ指定

袋の在庫が多く残っていたために、改正後の手数料

料金との差額分につきまして、差額シールを張る方

法で現在まで対応してきたところであります。この

たび、不燃ごみ指定袋の在庫がなくなることに伴

い、料金改定後の新しい指定袋に切りかえ、差額

シールの添付を解消して、町民の利便性の向上を図

ろうとするものであります。このため、既に町民へ

販売済みの差額シール及び旧指定袋を町が買い取

り、または販売する必要があるため、同条例の一部

を改正するものであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第９号上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

（平成１４年上富良野町条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

 第１３条第１項中「町長が指定する売りさばき人

（以下「売りさばき人」という。）」を「町長又は

町長が指定する売りさばき人（以下「指定売りさば

き人」という。）」に改め、同条第２項中「売りさ

ばき人」を「指定売りさばき人」に改め、同条第３

項中「売りさばき人」を「指定売りさばき人」に改

める。 

 第１４条中「証紙は、」を「指定売りさばき人が

買い受けた証紙は、」に、「売りさばき人」を「指

定売りさばき人」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

 ２、家庭ごみを排出するために購入した証紙は、

これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と

これを交換することはできない。ただし、第１１条

の規定による証紙の種類又は形式を変更し、又は廃

止したとき、その他町長がやむを得ないと認めると
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きはこの限りでない。 

 附則。 

 この条例は、平成２１年１０月１日から施行す

る。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１０号から 

◎日程第１５ 議案第１２号まで 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１０号

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

について及び日程第１４ 議案第１１号北海道市町

村総合事務組合規約の変更について並びに日程第１

５ 議案第１２号北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更についてを一括して議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ただいま上程いただき

ました議案第１０号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更について、議案第１１号北海道

市町村総合事務組合規約の変更について、議案第１

２号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いての提案の要旨を一括して御説明申し上げます。 

 本件は、湧別町と上湧別町が本年１０月５日に合

併し、新たに湧別町となり、また、両湧別学校給食

組合が解散、脱退することから、組合規約の変更が

必要になり、地方自治法第２８６条の第１項の規定

により組合組織団体における議決が必要なことか

ら、本議案を提案するものであります。 

 以下、議案第１０号から議案第１２号までを朗読

をもって説明といたします。 

 議案第１０号北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海

道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとお

り変更する。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一

部を改正する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭

和４３年５月１日地方第７２２号指令許可）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１中「紋別郡上湧別町」及び「紋別郡湧別

町」を削り、「紋別郡雄武町」の次に「紋別郡湧別

町」を加え、「両湧別町学校給食組合」を削る。 

 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可

の日から施行する。 

 次の議案をごらんください。 

 議案第１１号北海道市町村総合事務組合規約の変

更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海

道市町村総合事務組合の規約を次のとおり変更す

る。 

 北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する

規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７

日市町村第１９７３号指令）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１（第２条関係）網走支庁の項中「網走支

庁（２６）」を「網走支庁２４」に改め、市町村・

一部事務組合及び広域連合欄中「、上湧別町、湧別

町」及び「、両湧別町学校給食組合」を削り、「、

遠軽町」の次に「、湧別町」を加える。 

 別表第２（第３条関係）第９項の共同処理する団

体欄中「、上湧別町、湧別町」及び「、両湧別町学

校給食組合」を削り、「、遠軽町」の次に「、湧別

町」を加え、第１０項の共同処理する団体欄中「、

上湧別町、湧別町」を削り、「、遠軽町」の次に

「、湧別町」を加える。 

 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可

の日から施行する。 

 次の議案をごらんください。 

 議案第１２号北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海

道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更す

る。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更

する規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年

１月２３日３２地第１７５号指令許可）の一部を次

のように改正する。 
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 別表網走支庁管内の項中「上湧別町、湧別町」を

削り、「大空町」の次に「湧別町」を加え、同表

（網走）の項中「両湧別町学校給食組合」を削る。 

 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可

の日から施行する。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより各議案ごとに採決いたし

ます。 

 最初に、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号は原案のとおり可決されま

した。 

 最後に、議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号は原案のとおり可決されま

した。 

 昼食休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時５６分 休憩 

午後 ０時５９分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告            

○議長（西村昭教君） この際、諸般の報告をいた

させます。 

 各常任委員会及び議会運営委員会において正副委

員長の互選が行われ、その結果が私の手元に届いて

おりますので、報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長の

互選結果を御報告申し上げます。 

 総務産建常任委員会の委員長に岩田浩志議員、副

委員長に今村辰義議員。 

 厚生文教常任委員会の委員長に谷忠議員、副委員

長に米沢義英議員。 

 議会運営委員会の委員長に中村有秀議員、副委員

長に村上和子議員と決定されました。 

 以上であります。 

────────────────── 

◎日程第１６ 議案第１５号 

○議長（西村昭教君） 次に、日程第１６ 議案第

１５号上富良野町土地開発公社の解散についてを議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ただいま上程いただき

ました、議案第１５号上富良野町土地開発公社の解

散について、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 上富良野町土地開発公社は、昭和４８年の設立以

来、公共用地の先行取得及び処分等を通じて、公共

施設の整備のほか町民の住環境整備などに大いに貢

献してきたところでありますが、平成１４年の南町

分譲地の販売を最後に具体の事業実績がなく、今後

の計画も特に想定されない状況にあることから、そ

の必要性について協議を進めてきたところでありま

す。去る８月１７日開催の同公社理事会において、

全会一致で解散の決定がなされました。このことか

ら、公有地の拡大の推進に関する法律及び同公社定

款の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり

ます。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第１５号上富良野町土地開発公社の解散につ

いて。 

 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法

律第６６号）第２２条第１項及び上富良野町土地開

発公社定款第２５条第１項の規定により、上富良野

町土地開発公社を解散する。 

 １、解散の時期。北海道知事の認可を受けた日。 

 ２、解散の理由。別紙のとおり。裏面をごらんく

ださい。 

 上富良野町土地開発公社解散理由。 

 上富良野町土地開発公社は、昭和４９年に公共用

地の先行取得及び処分を行い、計画的な地域の整備
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と町民生活の向上に寄与することを目的として上富

良野町が全額出資して設立されました。設立以来３

４年を経過し、この間、町有公共施設整備や道路・

上下水道などのインフラ整備のための用地取得、公

営住宅・団地造成販売などの町民の住環境の整備

等々に力を注いでまいりました。 

 しかしながら、平成１４年の南町分譲地の販売を

最後に、近年土地の取得や処分の実績もなく、ま

た、今後大きな公共用地の取得などの計画も不透明

な状況にあります。仮に公共事業に伴う用地の取得

や処分の事案が生じた場合には、各種基金の活用や

補助制度などを活用し、町が直接行うことも一つの

方法であることから、当公社の必要性は低くなって

きております。 

 このような状況により、事務等の合理化や経費の

縮減、公社資産の有効な活用の観点から、このた

び、上富良野町土地開発公社の解散認可申請を行う

ものであります。 

 表面に戻ります。 

 ３、財産目録。別紙のとおり。裏面をごらんくだ

さい。 

 財産目録につきましては、理事会解散決議時点の

額であります。普通貯金、定期貯金合わせまして合

計額が５,１５０万２,６２９円となっております。 

 表面にお戻りください。 

 ４、残余財産の処分。上富良野町に帰属させる。 

 ５、清算人。上富良野町土地開発公社理事長、田

浦孝道。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略して、これより議案第１５号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後 １時０５分 休憩 

午後 １時０７分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩を解き、会議を再開い

たします。 

────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１３号 

○議長（西村昭教君） 日程第１７ 議案第１３号

副町長の選任の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程いただきまし

た副町長の選任の件につきまして、議案の朗読を

もって説明とさせていただきたいと存じます。 

 議案第１３号副町長の選任の件。 

 上富良野町副町長に次の者を選任したいので、地

方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求

める。 

 記。 

 住所、上富良野町新町３丁目３番３０号。 

 氏名、田浦孝道。昭和２５年１１月１３日生ま

れ。 

 以上でございます。よろしく御同意賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、先例に基づき、質疑、討論を省略して、

直ちに採決をいたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております副町長の選任の件

は、これに同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり同意することに決し

ました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 議案第１４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１８ 議案第１４号

教育委員会委員の任命の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程いただきまし

た、議案第１４号教育委員会委員の任命の件につき

まして、議案の朗読をもって説明とさせていただき

たいと思います。 

 議案第１４号教育委員会委員の任命の件。 

 上富良野町教育委員会委員に次の者を任命したい

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第１項の規定により議会の同意を求める。 
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 記。 

 住所、上富良野町栄町３丁目２番２７号。 

 氏名、増田修一。昭和２１年１０月５日生まれ。 

 以上でございます。御審議賜りまして、御同意賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件も、先例に基づき、質疑、討論を省略し、直

ちに採決をいたしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております教育委員会委員の

任命の件は、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり同意することに決し

ました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１９ 発議案第１号

上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ただいま上程されました発

議案第１号上富良野町議会委員会条例の一部を改正

する条例につきまして、その趣旨を御説明申し上げ

ます。 

 平成１９年８月、一般選挙から施行した本条例に

つきまして、３常任委員会を２常任委員会としたこ

と、及び、町民生活課と税務課が機構改革により統

合したことにより、総務常任委員会で所管していた

税務収納対策、自治推進関係を厚生文教の所管とし

てこの２年間取り扱ってきた経緯があります。しか

し、町財政の根幹である税収入を担当する税務班と

平成２１年４月１日から施行されました自治基本条

例、住民自治などを担当する自治推進班の事務分掌

は、本来、総務産建常任委員会の所管として審議し

たほうが適切で適当であることから、上富良野町議

会委員会条例の一部を改正しようとするものであり

ます。 

 以下、上富良野町議会委員会条例の一部を改正す

る条例につきまして、朗読をもって説明とさせてい

ただきます。 

 発議案第１号上富良野町議会委員会条例の一部を

改正する条例。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出します。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員村上和子。 

 賛成者、上富良野町議会議員渡部洋己、上富良野

町議会議員中村有秀。 

 裏面をごらんください。 

 上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条

例。 

 上富良野町議会委員会条例（昭和６２年上富良野

町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

 （常任委員会の名称、委員定数及びその所管）。 

 第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は次のとおりとする。 

 １、総務産建常任委員会、７人。 

 （１）総務課に関する事項。 

 （２）町民生活課の税務班（国民健康保険税に関

する事項を除く。）、収納対策担当及び自治推進班

に関する事項。 

 （３）会計管理者の事務部局に関する事項。 

 （４）産業振興課に関する事項。 

 （５）建設水道課に関する事項。 

 （６）選挙管理委員会、固定資産評価審査委員

会、農業委員会及び監査委員に関する事項。 

 （７）他の常任委員会の所管に属しない事項。 

 ２、厚生文教常任委員会、７人。 

 （１）町民生活課の税務班（国民健康保険税に関

する事項）、総合窓口班、生活環境班及びクリーン

センターに関する事項。 

 （２）保健福祉課に関する事項。 

 （３）町立病院に関する事項。 

 （４）ラベンダーハイツに関する事項。 

 （５）教育委員会に関する事項。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上でございます。御審議賜りまして、御承認く

ださいますようよろしくお願いします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略して、これより発議案第１号を採決い

たしたいと思います。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２０ 発議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第２０ 発議案第２号

議会広報特別委員会設置に関する決議の件を議題と

いたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ただいま上程されました発

議案第２号を、朗読をもって説明させていただきま

す。 

 発議案第２号議会広報特別委員会設置に関する決

議。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出します。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員村上和子。 

 賛成者、上富良野町議会議員渡部洋己、上富良野

町議会議員中村有秀。 

 議会広報特別委員会設置に関する決議。 

 次のとおり、議会広報に関する特別委員会を設置

するものとする。 

 記。 

 １、名称。議会広報特別委員会。 

 ２、設置の根拠。地方自治法第１１０条及び委員

会条例第５条。 

 ３、目的。住民に議会活動を理解していただくた

め、議会広報に関しての発行及び調査研究を目的と

する。 

 ４、委員の定数。６人。 

 ５、設置期間。本委員会は委員の任期まで継続

し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 

 以上でございます。御審議賜りまして、御承認く

ださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略して、これより発議案第２号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました議会広報特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第７条第１項の規

定により、議長より指名いたしたいと思います。 

 岡本康裕君、今村辰義君、一色美秀君、和田昭彦

君、佐川典子君、長谷川徳行君を指名いたしたいと

思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました諸君を議会広

報特別委員会の委員に選任することに決しました。 

────────────────── 

◎日程第２１ 発議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第２１ 発議案第３号

町内行政調査実施に関する決議の件を議題といたし

ます。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） ただいま上程いただきま

した、発議案第３号町内行政調査実施に関する決議

の議案を朗読をもって内容の説明といたしたいと思

います。 

 発議案第３号町内行政調査実施に関する決議。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員渡部洋己。 

 賛成者、上富良野町議会議員中村有秀。 

 町内行政調査実施に関する決議。 

 本議会は、次により町内公共施設等の状況を調査

する。 

 記。 

 １、実施の期日。議決の日以降において１日以内

とする。 

 ２、実施の目的。町内の公共施設及び財政援助を

行った施設の現況を視察し、今後の議会活動に資す

るため。 

 ３、調査事項及び方法。 

 （１）町内の公共施設及び財政援助を行った施設

の現況を視察する。 

 （２）全議員による合同調査とし、特に意見を付

すものについては各常任委員会の所管事務調査とし

てそれぞれ行うものとする。 

 （３）本件は、議会閉会中において調査を行うも

のとする。 

 以上、説明を終わらせたいと思います。審議いた

だきまして、議決くださいますようお願いいたしま

す。 
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○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略して、これより発議案第３号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２２ 発議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第２２ 発議案第４号

生活保護の「母子加算」の復活を求める意見の件を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ただいま上程いただきまし

た、発議案第４号生活保護の「母子加算」の復活を

求める意見の件について、議案の朗読によって提案

いたします。 

 発議案第４号生活保護の「母子加算」の復活を求

める意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員中村有秀。 

 賛成者、上富良野町議会議員渡部洋己。 

 裏面をごらんください。 

 生活保護の「母子加算」の復活を求める意見書。 

 昭和２４年に生活保護に母子加算ができてから６

０年目のことし、数年間の減額措置を経て平成２１

年３月３１日で全廃されました。母子家庭からは、

「食費を削り、ふろの回数も減らした」「本当は野

球部に入りたいけれど我慢している息子を見るのは

つらい」「あらゆるものを節約。交際もほとんどで

きません。支給額を減らすのではなく、もう少しで

いいのでふやしてほしい」との声が上がっている。 

 母子加算の廃止は、「消費支出額が一般母子世帯

の水準と比べ生活保護のほうが高い」との理由によ

るが、貧困な状態にある母子世帯の底上げをするこ

とこそ求められる。 

 厚生労働省は就労を促進すると言っているが、日

本の母子世帯の就労率は諸外国より高く、既に８４

％が就労している。母子加算がなくなった分、生活

保護基準が引き下げられ、貧困化が一層進むことは

目に見えている。子供の貧困化、貧困の連鎖を断ち

切ることが社会的課題となっているとき、母子加算

の廃止はそれに逆行するものである。 

 母子加算の財源２００億円は平成２１年度予算の

補正予算の７００分の１、０.１４％使うだけでで

きる額である。母子加算はひとり親の生活保護世帯

に対し、子供の健全な育成のために出されたもの

で、子育てに欠かせない給付である。加算は単なる

上乗せではなく、幼児や成長期の子供がいる生活保

護家庭では母子加算があってこそ初めて最低限度の

生活が保障されるものである。子供が熱を出しても

仕事も休めず、ベビーシッターをお願いするなど、

経済的負担とともに父親の役割も果たしていくと

いった目に見えない精神的負担がある。 

 母子家庭は、一般世帯の４割に満たない収入であ

る。憲法第２５条の「すべての国民は健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する」に反するも

のである。 

 よって、政府に対し、生活保護の母子加算を復活

するよう強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 平成２１年９月１６日、衆議院議長、参議院議

長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣あてに

提出をしたいと思います。 

 以上、提案を申し上げます。御審議をいただき、

お認めくださるようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略して、これより発議案第４号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２３ 発議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第２３ 発議案第５号

議員派遣の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ただいま上程されました、

発議案第５号を朗読をもって説明とさせていただき

ます。 
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 発議案第５号議員派遣の件。 

 上記議案を次のとおり会議規則第１４条第２項の

規定により提出します。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員村上和子。 

 賛成者、上富良野町議会議員渡部洋己、上富良野

町議会議員中村有秀。 

 議員派遣の件。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２２条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、富良野沿線市町村議会議員研修会。 

 （１）目的。分権時代に対応した議会議員の資質

向上に資するため。 

 （２）派遣場所。南富良野町。 

 （３）期間。平成２１年１０月６日、１日間。 

 （４）派遣議員。全議員１４名。 

 ２、上川町村議会議長会主催の議員研修会。 

 （１）目的。分権時代に対応した議会議員の資質

向上に資するため。 

 （２）派遣場所。旭川市。 

 （３）期間。平成２１年１０月２６日、１日間。 

 （４）派遣議員。全議員１４名。 

 以上でございます。御審議賜りまして、御承認く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略して、これより発議案第５号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２４ 閉会中の継続調査申出の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２４ 閉会中の継続

調査申し出の件を議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において別紙配

付の申し出の事件について閉会中の継続調査の申し

出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決しました。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告            

○議長（西村昭教君） この際、諸般の報告をいた

させます。 

 議会広報特別委員会において、正副委員長の互選

が行われ、その結果が私の手元に届いておりますの

で報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 議会広報特別委員会の

正副委員長の互選結果を御報告申し上げます。 

 議会広報特別委員会の委員長に和田昭彦議員、副

委員長に佐川典子議員と決定されました。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上で、諸般の報告を終わ

ります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、本定例

会に付議された案件の審議はすべて終了いたしまし

た。 

────────────────── 

◎ 副 町 長 の あ い さ つ            

○議長（西村昭教君） ここで、副町長に再任され

ました田浦孝道君から抱負のごあいさつをいただき

たいと思いますので、発言を許します。 

 よろしくお願いいたします。 

○副町長（田浦孝道君） ただいま西村議長から発

言の機会をいただきましたので、一言ごあいさつを

申し上げさせていただきたいと思います。 

 このたび、向山町長より不肖私が副町長再任の御

推挙をいただき、また、本日議員各位の格別なる御

高配によりまして御同意を賜りましたことを心から

お礼を申し上げます。 

 この間、微力な私が重責をともかく果たすことが

できましたことは議員各位並びに関係の皆様方の格

別なる御指導、御鞭撻のたまものと、心より感謝申

し上げております。 

 御案内のとおり、現下の地方自治体を取り巻く状

況につきましては、価値観の多様化に伴い、地域の

ニーズ、あるいは課題が多様化、あるいは複雑化し

ておるところでございます。その対応につきまして

は、従来の方法を改め、新しい取り組みが求められ

てきているところでございます。 

 このような中で、向山町政の一翼を担い改めて微

力を傾け職責を果たすべく、新たに決意をしている

ところでございますので、議員各位並びに関係の皆

様方の特段の御指導、御鞭撻を賜りますよう心から
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お願いを申し上げ、甚だ言葉足らずではございます

がごあいさつとさせていただきます。 

 よろしくお願いします。（拍手） 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告            

○議長（西村昭教君） これにて、平成２１年第３

回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 １時３４分 閉会 
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